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議案第 1号

令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要（専決処分）

項
番

1 

2 

一般会計（令和5年度補正第12号）
（歳出）

（款 項目）．．．．，．，．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．軍”"．．．．．...．嚢',..，,．．．否".........，．,．．．,．．．．,．,
補正額

（主 管課）

（款）民生費（項）社会福祉費
（目）社会福祉総務費

................ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・--・・・・・・"・............................... 

職員給与費
410 

（職員課）

（繰越明許費）

（款）民生費（項）社会福祉費
（目）社会福祉総務費............................................................................................. 

物価高騰対応重点支援給付金
690,000 

（生活支援課）

（繰越明許費）

（款）民生費（項）社会福祉費
（目）社会福祉総務費........................................................................................ 

物価高騰対応重点支援給付金給付事務
22,840 

3 費

（生活支援課）
（繰越明許費）

（単位：千円）

説 明

国庫支出金 1 県支出金 | 地方債 I その他 I 一般財源

4101 I I I 

住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金（住民税非課
税及び住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対するこども加算を含む。）
の支給事務に従事する職員の時間外勤務手当を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 | 一般財源

690,0001 I I I 

住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金（住民税非課
税及び住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対するこども加算を含む。）
を支給することに伴い、負担金補助及び交付金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 | その他 I 一般財源

22,8401 I I I 

住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金（住民税非課
税及び住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対するこども加算を含む。）
を支給することに伴い、報酬、共済費、費用弁償、消耗品費、印刷製本
費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）
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議案第 2号

令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和5年度補正第13号）
（歳出）

項
（款項目）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．祗＂．．．．．．．．．．棄―...．．．．忍―...................．．．．

補正額 説 明
番

（主 管課）

（款）総務費（項）総務管理費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

．．．．（．目．）．．．．財政管理費．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． I | I 100,0001 

ふるさと基金積立金
100,000 

株式会社ジェイコム湘南。神奈川の特別配当金を基金へ積み立てることに
1 

（財政課） 伴い、積立金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）総務費（項）総務管理費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）財政管理費 | I I | 191,503 ....................................................................................................... 

財政調整基金積立金
191,503 

令和 5年度普通交付税の 12月追加交付のうち、臨時財政対策債の元利償
2 

（財政課） 還金の一部を償還するための財源として措置された額を基金へ積み立てる
ことに伴い、積立金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）総務費（項）総務管理費 国庫支出金 1 県支出金 | 地方債 I その他 I 一般財源
（目）財産管理費 I | | 1781 ........................................................................................................ 

公共施設等再編整備基金積立金
178 

寄附金等を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。
3 

（資産経営課）

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）総務費（項）総務管理費 国庫支出金 l 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）企画費 I I I 14, 1001 ・・・・・・・・................................................ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

まち・ひと。しごと創生基金積立金
14,100 

企業版ふるさと納税による寄附金を基金へ積み立てることに伴い、積立金
4 

（総合政策課） を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）総務費（項）総務管理費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）文化行政費 I I I △ 81 122 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

文化振興基金積立金
114 

寄附金等を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。
5 

（文化推進課）

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）総務費（項）総務管理費 国庫支出金 I 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）文化行政費 I I I 62, 6631 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

姉妹都市交流基金積立金
62,663 

株式会社ジェイコム湘南・神奈川の特別配当金のほか、寄附金を基金へ積
6 

（秘書課） み立てることに伴い、積立金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）総務費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（項）戸籍住民基本台帳費 44,3301 I I I 
（目）戸籍住民基本台帳費 44,330 ...... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............................................................... 

国の補正予算を活用し、住民票等に氏名等の振り仮名を記載し、マイナン
7社会保障・税番号制度推進事業費

バーカードの氏名等への振り仮名及びローマ字表記等を実施するため、住

（市民課） 民基本台帳システム及び戸籍の附粟システムの改修を行うことに伴い、委

（繰越明許費） 託料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（単位：千円）
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令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和5年度補正第13号）
（ 歳出）

（単位：千円）

項
（ 款 項目）

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．事＂．．．．．．．．．棄＂．．．．．．．．冤＂．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．

補正額 説 明
番

（主管課）

（款）民生費（項）社会福祉費 国庫支出金 l 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

（目）....社会福祉総務費........................•..●胃.......... I I I 3131 

社会福祉基金補助金
313 

寄附金を社会福祉協議会が管理する社会福祉基金に積み立てるため、負担
8 

（地域福祉課） 金補助及び交付金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）社会福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（目）社会福祉総務費

....................................................... ・・・・・・・.. ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-- 24,0751 75, 8431 I I 33,308 

国民健康保険事業保険基盤安定繰出金
133,226 

低所得者に対して行う国民健康保険料の軽減相当額について、当初の見込， 
（保険年金課） みより増額となったことに伴い、繰出金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）社会福祉費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）社会福祉総務費·•••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••• | I I I 1,019 

国民健康保険事業特別会計繰出金
1,019 

国民健康保険事業特別会計における財政安定化支援事業に要する経費を増
10 

（保険年金課） 額することに伴い、繰出金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）社会福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（目）社会福祉総務費 I I I I 18,800 ........................................................................................ .. 

介護保険事業特別会計繰出金
18,800 

介護保険事業特別会計における介護サービス諸費、審査支払手数料の増額
11 

（介護保険課） に伴い、繰出金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）社会福祉費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）社会福祉総務費

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． I I I I 5,633 

重層的支援体制整備事業費
5,633 

令和4年度の精算に伴う重層的支援体制整備事業交付金の過配分を返還す
12 （地域福祉課） るため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）社会福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

（目）社会福祉総務費------------------------------------------ | I I I 16,196 

生活困窮者自立支援事業費
16,196 

令和4年度の精算に伴う生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金の過
13 （地域福祉課） 配分を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）社会福祉費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

．．．． （目）社会福祉総務費.•••••••••••••••••.••.••.•. ·••••••••••• l I | I 12,940 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者
12,940 

令和4年度の精算に伴う新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化
14自立支援金返還金

交付金の過配分を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

（地域福祉課）
＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）
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令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和5年度補正第13号）
（歳出）

（款項目）
項 ．．．．．．．．．．． ． ．．． ．．．．．．．． ・事"........．棗＂．．．．．．．．否"...................．.....

補正額
番

（主管課）

（款）民生費（項）社会福祉費
（目）社会福祉総務費..................................................................................................... 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者
1,546 

15 自立支援金支給事務費返還金

（地域福祉課）

（款）民生費（項）社会福祉費
（目）障がい者福祉費........................................................................................................ 

障がい者福祉管理経費
58,389 

16 
（障がい福祉課）

（款）民生費（項）社会福祉費
（目）障がい者福祉費.................................................................................................. 

障害者ふれあい活動ホーム運営経費
12,804 

17 
（障がい福祉課）

（繰越明許費）

（款）民生費（項）社会福祉費
（目）障がい者福祉費

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ •·•·•···••·······•·•············ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
介護給付費

22,529 

18 
（障がい福祉課）

（款）民生費（項）社会福祉費

....（. 目）""障がい者福祉費................................... 

訓練等給付費
25,710 

19 （障がい福祉課）

（款）民生費（項）社会福祉費
（目）障がい者福祉費．．．．・・・・・・・・・・・・--・・・・・・............................................................................ 

地域生活支援事業費
14,046 

20 
（障がい福祉課）

（款）民生費（項）社会福祉費
（目）老人福祉費.......................................................................................... ・・・・・・・・・・・ 

重層的支援体制整備事業費
1,973 

21 （高齢福祉課）

（単位：千円）

説 明

国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

I I I I 1,546 

令和4年度の精算に伴う新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化
交付金の過配分を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

I I I 26,9931 31,396 

令和4年度の精算に伴う障害者自立支援給付費等国庫負担金等を返還する
ほか、事業者が請求誤りにより過払いとなった給付費を市へ返還すること
に伴い、同給付費の財源として歳入した過年度分の国庫負担金を返還する
ため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
| I 10,2001 | 2,604 

ふれあい活動ホーム赤羽根について、外壁タイル改修工事を行うため、エ
事請負費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
11, 2641 5, 632I I I 5,633 

居宅介護、重度訪問介護、療養介護、生活介護等の利用件数の増加等に伴
い、扶助費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
12,8541 6, 4271 I I 6,429 

共同生活援助、就労継続支援A型等の利用件数の増加等に伴い、扶助費を
増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
7,0221 3, 5111 I I 3,513 

移動支援事業、日中一時支援事業の利用件数の増加等に伴い、扶助費を増
額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

I I I I 1,973 

令和4年度の精算に伴う重層的支援体制整備事業交付金の過配分を返還す
るため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）
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令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和5年度補正第13号）
（歳 出 ）

（単位：千円）

項
（ 款項目）

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．事．．．．．．．棄”..．．．．冤；．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

補正額 説 明
番

（ 主管課）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 I 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）児童福祉総務費 | I I I 22,798 ．．．．．．．暑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

民間保育所運営補助事業費
22,798 

令和 3年度及び4年度の精算に伴う子ども・子育て支援交付金等の過配分
22 

（保育課） を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 | その他 I 一般財源
（目）児童福祉総務費 3, 1931 3, 1931 I I 3,194 ....................................................................................................... 

一時預かり事業費
9,580 

一時預かり事業費について、対象施設及び利用件数の増加に伴い、負担金
23 

（保育課） 補助及び交付金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（目）児童福祉総務費 I 9, 492I | I 30,331 .................................................................................................. 

小児医療費助成事業費
39,823 

小児医療費助成事業について、助成対象となる医療費の増加に伴い、扶助
24 

（こども政策課） 費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（目）児童福祉総務費

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 501 501 | I 50 

子育て短期支援事業費
150 

子育て短期支援事業について、利用件数の増加に伴い、委託料を増額する
25 

（こども政策課） もの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（目）児童福祉総務費 I I I I 1,206 ....................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・................................................. 

養育医療給付事業費
1,206 

令和4年度の精算に伴う未熟児養育医療費国庫負担金及び同県費負担金の
26 （こども政策課） 過配分を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）児童福祉総務費................................................... ・・・・・・・・・・・・.................................. I I I 14, 587I 5,646 

子ども末来応援基金積立金
20,233 

27 （こども政策課）
寄附金等を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（目）児童福祉総務費 I I I 2,8961 5,793 .............................................................................................. 

ファーストプレゼント事業費
8,689 

ファーストプレゼント事業について、利用件数の増加に伴い、委託料を増
28 （こども政策課） 額するもの。

（繰越明許費） ＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）
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令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和5年度補正第13号）
（歳出）

（単位：千円）

項
（款項 目）

．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・．．．軍”"．．．．．．．．嚢＂＂＂＂落"……・ •…................ 
補正額 説 明

番
（主管課）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）児童保育費 240, 1541 94, 6071 I 16,2781 164, 117 ........................................................................................... 

民間保育所等運営事業費
515,156 

国が定める公定価格の改定及び入園児童数の増加に伴い、委託料を増額す
29 

（保育課） るほか、令和4年度の精算等に伴う子どものための教育・保育給付交付金
等の過配分を返還することに伴い、償還金利子及び割引料を増額するも
の。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

（目）児童保育費 103, 5141 51,4891 | I 42,304 ................................................................................................ 

施設型給付費
197,307 

国が定める公定価格の改定及び入園児童数の増加に伴い、負担金補助及び
30 

（保育課） 交付金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 | 地方債 I その他 I 一般財源

（目）児童保育費 38,4261 13, 7821 | I 15,334 .. ・・・・・・....................................................................................... 

地域型保育給付費
67,542 

国が定める公定価格の改定及び入園児童数の増加に伴い、負担金補助及び
31 

（保育課） 交付金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

（目）児童保育費 I I I l 16,974 ........................................................................................................ 

施設等利用費
16,974 

令和 2年度及び4年度の精算に伴う子育てのための施設等利用給付交付金
32 

（保育課） 等の過配分を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）児童保育費
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． I I I I 54,950 

子育て世帯生活支援特別給付金返還金
54,950 

令和4年度の精算に伴う新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化
33 

（こども政策課） 交付金の過配分を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

（目）児童保育費
............................................. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・--・・・・----・・----・.. ・・・・--・・--・・・・ I I I I 32,183 

子育て世帯生活支援特別給付金給付事
32,183 

令和4年度の精算に伴う新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化
34務費返還金

交付金の過配分を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

（こども政策課）
＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）児童福祉施設費 I I I I 10,771 ................................................................................................. 

保育園施設維持管理経費
10,771 

国が定める公定価格の改定及び入園児童数の増加に伴い、委託料を増額す
35 （保育課） るもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）
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項
番

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和5年度補正第13号）
（歳出）

（単位：千円）
（款 項目）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．事"..0●●●”嚢＂．．．．．．．．忍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．

補正額 説 明
（主管課）

（款）民生費（項）児童福祉費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）児童福祉施設費 I I I I 2,830 ........................................................................................................ 

児童指導育成経費
2,830 

公立保育園について、新型コロナウイルス感染症が 5類感染症に移行した
（保育課） こと等による提供食数の増加に伴い、賄材料費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）民生費（項）生活保護費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）生活保護総務費 I I I I 122,342 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

生活保護総務管理経費
122,342 

令和 4年度の精算に伴う生活保護費国庫負担金等の過配分を返還するた
（生活支援課） め、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 l 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）保健衛生総務費 7191 I I I ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

予防接種健康被害救済事業費
719 

予防接種法に基づく予防接種を受けたことによる健康被害について、厚生
（健康増進課） 労働大臣より認定されたことに伴い、負担金補助及び交付金を増額するも

の。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

（目）予防費 I I I I 13,600 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

感染症予防事業費
13,600 

令和4年度の精算に伴う感染症予防事業費等負担金の過配分を返還するた
（保健予防課） め、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）予防費 I I I I 7, 151 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

感染症発生動向調査事業費
7,151 

令和4年度の精算に伴う感染症予防事業費等負担金の過配分を返還するた
（保健予防課） め、償還金利子及ぴ割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）予防費 I I I I 15, 321 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

感染症患者医療費
15,321 

令和 4年度の精算に伴う感染症医療費負担金の過配分を返還するため、償
（保健予防課） 還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

（目）予防費 I I I I 1,670 ........................................................................................................ 

風しん抗体検査事業費
1,670 

令和4年度の精算に伴う疾病予防対策事業費等補助金の過配分を返還する
（保健予防課） ため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）
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令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和5年度補正第13号）
（歳出）

（単位：千円）

項
（款項目）

.............................．．．事".....．．．棄＂．．．．．．．．忍"..．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂．．．．．

補正額 説 明
番

（主管課）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 l 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

----（目）----予防費----------------------------------------------------------------- I I I 10, 8871 

新型コロナウイルス感染症対策事業費
10,887 

新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養に係る県との連携事業につい
43 

（保健予防課） て、令和 3年度及び4年度の額が確定し、県への過払い分が市へ返還され
ることに伴い、その財源として歳入した同感染症緊急包括支援補助金（医
療分）を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）保健銅生費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

（目）母子衛生費--------------------------------------------------- 1,8331 I I 1,0201 815 

母子相談事業費
3,668 

産後ケア事業について、宿泊型の導入や利用者負担割合の軽減、利用回数
44 

（こども育成相談課） の増加等の拡充により利用希望者が増加したことに伴い、委託料を増額す
るもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 1 県支出金 l 地方債 I その他 I 一般財源
（目）母子衛生費

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． I I I I 2,746 

新型コロナウイルス感染症対策事業費
2,746 

令和4年度の精算に伴う母子保健衛生費国庫補助金の過配分を返還するた
45 

（こども育成相談課） め、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 | その他 | 一般財源
（目）環境衛生費 | I I 1, 3781 76 ...................................................................................................... 

太陽光発電設備普及啓発基金積立金
1,454 

売電収入、寄附金等を基金へ積み立てるため、積立金を増額するもの。
46 

（環境政策課）

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）....保健所費..................................................... .. I I I 1891 948 

保健所管理運営経費
1,137 

保健所庁舎について、燃料価格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、負
47 （保健企画課） 担金補助及び交付金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）清掃費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）清掃総務費 I ........................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.................................. I I 2361 

清掃総務管理経費
236 

指定ごみ袋の販売手数料について、当初の想定を上回る販売件数が見込ま
48 （資源循環課） れるため、手数料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）衛生費（項）清掃費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

．．．． （目.）....清掃総務費............................................ I I I 76, 7411 67,622 

ごみ減量化・資源化基金積立金
144,363 

有価物売却代金、寄附金等を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額
49 （資源循環課） するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）
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令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

項
番

50 

51 

52 

53 

54 

55 

一般会計（令和5年度補正第13号）
（歳 出 ）

（款項目）
•一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．寧＂”．．．．．．．．棄”●●●●●●●●●忍"...........................

補正額
（主管課）

（款）衛生費（項）清掃費
（目）じんかい処理費．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

動物死体処理経費
228 

（環境事業センター）

（款）衛生費（項）清掃費
（目）じんかい処理費........................................................................................................ 

焼却炉経費
2,913 

（環境事業センター）

（款）土木費（項）道路橋りょう費

（目）道路維持費 ．． 

道路舗装修継事業費
88,863 

（道路管理課）

（繰越明許費）

（款）土木費（項）道路橋りょう費
（目）道路新設改良費．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

道路照明灯等関係経費
26,818 

（道路管理課）

（繰越明許費）

（款）土木費（項）道路橋りょう費
（目）道路新設改良費........................................................................................................ 

行谷芹沢線道路改良
8,107 

（道路建設課）

（繰越明許費）

（款）士木費（項）道路橋りょう費
（目）橋りょう維持費...................................................................................................... .. 

橋りょう等長寿命化推進事業費
65,661 

（道路建設課）

（繰越明許費）

（款）土木費（項）都市計画費

（目．）．．．都市計画総務費． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

香川駅周辺整備事業費
3,499 

56 （拠点整備課）

（繰越明許費）

（単位：千円）

説 明

国庫支出金 1 県支出金 | 地方債 I その他 I 一般財源
| | I I 228 

動物死体処理経費について、当初の想定を上回る処理件数が見込まれるた
め、委託料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源 ． 
| | I I 2,913 

ごみ焼却処理施設について、発電機停止期間の増加により買電量が増加し
たことに伴い、光熱水費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
31, 6731 I 57, 1001 | 90 

市道の安全性の確保を図るため、国の補正予算を活用し、老朽化により損
傷した舗装の修繕を進めることに伴い、工事請負費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 | その他 | 一般財源
5,0001 | 21,8001 | 18 

自転車利用者等の安全性向上を図るため、国の補正予算を活用し、自転車
走行空間の整備を進めることに伴い、工事請負費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 l 県支出金 I 地方債 | その他 I 一般財源
3,0851 I 4,9001 I 122 

行谷芹沢線道路改良事業について、歩行者、自転車等の安全性及び利便性
向上を図るため、国の補正予算を活用し、道路拡幅及び歩道設置を進める
ことに伴い、工事請負費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 | 地方債 I その他 | 一般財源
12, 6501 | 41, 5001 I 11,511 

橋りょう等の長寿命化を推進するとともに、安全性・利便性を維持するた
め、国の補正予算を活用し、橋りょう等の定期点検を行うほか、神明歩道
橋等の修繕工事を実施することに伴い、委託料、工事請負費、負担金補助
及び交付金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 | その他 | 一般財源
△ 3, 8371 | 6,4001 I 936 

香川駅周辺整備事業について、当初の想定より減額となった補償算定等に
係る委託料及び公有財産購入費を減額するとともに、用地買収に伴う補償
費の増額に伴い、補償補填及び賠償金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）
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項
番

57 

58 

59 

60 

61 

62 

令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和5年度補正第13号）
（歳出）

（単位：千円）
（款項目）..........................．．寧＂．．．．．．．．．．業．．．．．．．．．．．．．忍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

補正額 説 明
（主管課）

（款）土木費（項）都市計画費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

． （目）緑化推進費-・・・・・・・・・・・・・・・・・・ I I I △ 3141 457 

緑のまちづくり基金積立金
143 

寄附金等を基金へ積み立てるため、積立金を増額するもの。
（景銀みどり課）

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）土木費（項）都市計画費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 | その他 I 一般財源
（目）緑化推進費

........ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......................................................................... | | I I 605 

森林環境譲与税基金積立金
605 

令和4年度に事業の財源として繰り入れた同基金繰入金について、対象事
（景銀みどり課） 業の執行の結果余剰となった額を同基金に積み戻すことに伴い、積立金を

増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）消防費（項）消防費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（目）常備消防費．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． I I 1, 1001 I 2,596 

消防施設設備維持管理経費
10,296 

消防署松林出張所について、外壁タイル改修工事を行うため、工事請負費
（消防総務課） を増額するもの。

（繰越明許費） ＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）教育費（項）教育総務費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

．．．． （目．）．．．事務局費．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． I I I I 4,219 

事務局管理経費
4,219 

小学校及び中学校並びに公民館等における各種活動の増加等により、処理
（教育総務課） を依頼するごみの排出量が増加したことに伴い、委託料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）教育費（項）教育総務費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）事務局費........................................................................................................ | I 19,2001 I 8,676 

教育事務委託負担金
27,876 

藤沢市への教育事務委託負担金について、学校管理費及び事務局費等の不
（学務課） 足のほか、国の補正予算を活用し藤沢市が実施する大庭小学校グラウンド

整備工事等により不足が生じるため、負担金補助及び交付金を増額するも

（繰越明許費） の。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）教育費（項）教育総務費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）事務局費 I I ............................................................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ I 1,5421 24 

学校施設整備基金積立金
1,566 

寄附金等を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。
（教育施設課）

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）教育費（項）小学校費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

....（.目.）....学校管理費....... ................................ 29,046I I 149,400I I 242 

学校施設整備事業費
178,688 

国の補正予算を活用し、円蔵小学校のトイレ改修工事、小出小学校及び円
63 （教育施設課） 蔵小学校の屋内運動場照明設備改修工事を行うため、工事請負費を増額す

るもの。

（繰越明許費） ＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）
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64 

65 

66 

令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和5年度補正第13号）
（歳出）

（款項目）
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．軍＂．．．．．．．．．．．棄．．．．．．．．．素"...．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”....

補正額
（主管課）

（款）教育費（項）小学校費
（目）教育振興費

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

特別支援学級関係経費
26,620 

（学校教育指導課）

（繰越明許費）

（款）教育費（項）中学校費
（目）学校管理費................................................................................................. 

学校施設整備事業費
497,416 

（教育施設課）

（繰越明許費）

（款）教育費（項）社会教育費
（目）青少年対策費

．．．．曇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

放課後児童健全育成事業費
35,992 

（青少年課）

（単位：千円）

説 明

国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
11, 2541 I 11, 9001 I 3,466 

市算内の特別支援学級における在籍児童数の平準化を図るため、国の補正予
を活用し、香川小学校に特別支援学級を設置することに伴い、消耗品

費、工事請負費、備品購入費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 1 県支出金 | 地方債 I その他 I 一般財源
78,3441 I 417,5001 I 1,572 

国の補正予算を活用し、第一中学校及び西浜中学校のトイレ改修工事、西
浜中学校ほか 7校の屋内運動場照明設備改修工事、梅田中学校のグラウン
ド他改修工事、西浜中学校及び鶴が台中学校の空調設備改修工事を行うた
め、工事請負費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

国庫支出金 I 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

I I I I 35,992 

令和 3年度及び4年度の精算に伴う子ども。子育て支援交付金等の過配分
を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）
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令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

国民健康保険事業特別会計（令和5年度補正第4号）
（ 歳 出 ）

項
（款項目）

番

．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．．．．．．．．．．事．．．．．．．．．．．．羹".......．否”...............＂.．．．.... 
補正額 説 明

（主管課）

（款）国民健康保険運営基金 国庫支出金 l 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源

（項）国民健康保険運営基金 I I I 201 350,000 
（目）国民健康保険運営基金 350,020 ........................................................................................... 

前年度繰越金及び利子を基金へ積み立てるため、積立金を増額するもの。
1国民健康保険運営基金積立金

（保険年金課）
＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（単位：千円）
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令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

介護保険事業特別会計（令和5年度補正第4号）
（ 歳 出 ）

項
（款 項目）

--------．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂ー・事＂．．．．．．．．．棄―---------—忍―------------------------------
補正額 説 明

番
（主管課）

（款）保険給付費（項）保険給付費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 | その他 I 一般財源
（目）介護サービス諸費 30, 1681 21, 7321 I 59,2501 38,850 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．............................................................... 

介護サービス諸費
150,000 

介護サービス諸費について、利用実績の増加に伴い、負担金補助及び交付
1 

（介護保険課） 金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）保険給付費（項）保険給付費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（目）審査支払手数料 871 511 I 1581 104 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

審査支払手数料
400 

神奈川県国民健康保険団体連合会に対する審査支払手数料について、介護
2 

（介護保険課） 給付費の点検や審査件数の増加に伴い、手数料を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）介護保険運営基金 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（項）介護保険運営基金 4761 I I I 
（目）介護保険運営基金 476 ........................................................................ ········•···········.......... 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年度に減免を実施した介
3介護保険運営基金積立金

護保険料の減収分について、その財源となる特別調整交付金が追加交付さ

（介護保険課） れたことに伴い、減収分を繰り入れていた基金に同交付金を積み立てるた
め、積立金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（款）諸支出金（項）繰出金 国庫支出金 l 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）一般会計繰出金 I I I | 2,533 ............................................... •·•···•••••··•··········•··•···· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・.... 

一般会計繰出金
2,533 

地域包括支援センター運営経費への国及び県の重層的支援体制整備事業費
4 

（高齢福祉課） 交付金の追加交付に合わせ、特別会計が負担すべき費用が増加することに
伴い、繰出金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年1月24日）

（単位：千円）
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議案第 12号□］
茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

障がい者に係る表彰制度の廃止に伴い、茅ヶ崎市障害者表彰審査委員会を廃止するた

め提案する。

2 根拠法規

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 13 8条の 4第 3項及び第 20 3条の 2第

5項＼

3 条例の概要

(1) 茅ヶ崎市障害者表彰審査委員会は、廃止することとした。（別表関係）

(2) 所要の規定を整備することとした。（附則第 2項関係）

(3) この条例は、公布の日から施行することとした。
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茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 月ヽ1r J 

しヽ

別表（第 2条関係） 別表（第 2条関係）

附属機関 附属機関 設置目的 委員の数 附属機関 附属機関 設置目的 委員の数

の属する の属する

執行機関 執行機関

略 略 略 略 略 略

茅ヶ崎市障害者 茅ヶ崎市障害者保健福祉計画 2 0人以内 茅ヶ崎市障害者 茅ヶ崎市障害者保健福祉計画 20人以内

保健福祉計画推 の策定及び変更並びに当該計 保健福祉計画推 の策定及び変更並びに当該計
: 

進委員会 画に基づく事業の推進に関す 進委員会 画に基づく事業の推進に関す
市 る事項につき市長の諮問に応 市 る事項につき市長の諮問に応

，ヘ

じて調査審議し、その結果を じて調査審議し、その結果を

答申し、又は建議すること。 答申し、又は建議すること。

長 長
茅ヶ崎市障害者 障害者の表彰に関する事項に 1 0人以内

表彰審査委員会 つき市長の諮問に応じて調査

審議し、その結果を答申する

こと。

略 略 略 略 略 略

略 略 略 略 略 略 略 略
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茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例附則において改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 月‘IJ’ 

（茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

別表第1 （第 1条関係） 別表第 1 （第 1条関係）

区分 単位 報酬額 区分 単位 報酬額

略 略 略 略 略 略

障害者保健福祉計画 略 略 障害者保健福祉計画 略 略

推進委員会委員 推進委員会委員

障害者表彰審査委員 且堕 I旦 000円

会委員

略 I略 I略 口 I略 I略

備考略 備考略

も：
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茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例参照条文

0地方自治法

第百三十八条の四 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、．法律の定め

るところにより、委員会又は委員を置く。

② 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若

しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定める

ことができる。

虚普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争

処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことが

できる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

第二百三条の二 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処

理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理

者、開栗管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常

勤の職員（短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。）

に対し、報酬を支給しなければならない。

② 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めを

した場合は、この限りでない。

③ 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

④ 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲

げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

虚報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定＿めなければ

ならない。

0茅ヶ崎市附属機関設置条例

（設置）

第 2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。

0茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（報酬）

第 1条 特別職の職員で非常勤のもの（以下「特別職の職員」という。）の報酬は、別表第 1のとお

りとする。

2 年額で定める報酬は年度末に、月額で定める報酬はその月の 21日までに、日額で定める報酬は

職務に従事した都度支給する。ただし、特別の事情があるときは、年額で定める報酬は分割して、

日額で定める報酬は一括して支給することができる。

3 年額で定める報酬は、年の中途において就職し、又は退職し、若しくは死亡した場合は、その者

の在職期間に応じて月割計算によって支給する。この場合において、 1月未満の端数は 1月とする

4 月額で定める報酬は、就職した場合はその日から日割計算によって支給し、退職し、又は死亡し

た場合はその月分の全額を支給する。

5 任期満了により退職した者が再び就職した場合における前 2項の規定の適用については、引き続

き在職したものとみなす。
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議案第 13号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例について

1 提案の理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴

い、規定を整備するため提案する。

2 根拠法規

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 

年法律第 27号）第 9条第 2項

3 条例の概要

(1) 特定個人番号利用事務及び利用特定個人情報について、新たに定義することとした。

（第 2条関係）

(2) 規定を整備することとした。（第 4条関係）

(3) この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律（令和 5年法律第 48号）の施行の日から施行すること

とした。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正
ヽ~

月LJ

（定義）

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 

｝ 略

(4) 

早特定個人番号利用事務法第 19条第8号
に規定する特定個人番号利用事務をいう。

豆利用特定個人情報法第 19条第8号に規

定する利用特定個人情報をいう。

（個人番号の利用範囲）

第4条略

2 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事

務 を処理するために必要な限度で利

用特定個人情報 であって自ら

が保有するものを利用することができる。ただ

し、法の規定により、情報提供ネットワークシ

ステムを使用して他の個人番号利用事務実施者

から当該利用特定個人情報の提供を受けること

ができる場合は、この限りでない。

3 略

4 略

（定義）

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(I) 

！略

(4) 

（個人番号の利用範囲）

第4条略

2 市長又は教育委員会は、法別表第 2の第 2欄

に掲げる事務を処理するために必要な限度で匝

表の第 4欄に掲げる特定個人情報であって自ら

が保有するものを利用することができる。ただ

し、法の規定により、情報提供ネットワークシ

ステムを使用して他の個人番号利用事務実施者

から当該特定個人情報 の提供を受けること

ができる場合は、この限りでない。

3 略

4 略
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例参照条文

0行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律（令和 5年法律第 48号）第 1条の規定による改正後のもの）

（利用範囲）

第九条 別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処

理する者（法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うことと

されている者又は当該事務に準ずる事務（個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質

が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同ーであることその他政令で定める基準に適合する事務に

限る。）として主務省令で定めるもの（以下この項において「準法定事務」という。）を処理する

者として主務省令で定めるもの（第十九条第八号において「準法定事務処理者」という。）がある

場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。）は、同表の当該各項の下欄に掲げる事務

（準法定事務を含む。同号において同じ。）の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおい

て個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる

。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

呈 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税（地

方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同

じ。）又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定

個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号

を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

3 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による戸籍関係情報（戸籍又は除かれた戸籍（戸

籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）第百十九条の規定により磁気ディスク（これに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。）をもって調製されたものに限る。

以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。）の副本に記録されている情報の電子計算機

処理等（電子計算機処理（電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、

更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。）その他これに伴う政令で定める措置を

いう。以下同じ。）を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録さ

れている者（以下この項において「戸籍等記録者」という。）についての他の戸籍等記録者との間

の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情

報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定

めるものであって、情報提供用個人識別符号（同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情

報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定

する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個

人番号であるものをいう。以下同じ。）をその内容に含むものをいう。以下同じ。）の提供に関す

る事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管

理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全部又は

一部の委託を受けた者も、同様とする。

4 健康保険法（大正十一年法律第七十号）第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法（昭

和二十五年法律第七十三号）第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法（昭和二

十九年法律第百十五号）第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置

法（昭和三十二年法律第二十六号）第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項

、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第七十条の二の二第十九項若しく

は第七十条の二の三第十六項、国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第七十四条の十三の二

若しくは第七十四条の十三の三、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二百二十五条から第二

百二十八条の三の二まで、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第七条又は内国税の適正な

課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（平成九年法律第百十号）第

四条第一項若しくは第四条の三第一項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座

の管理等に関する法律（令和三年法律第三十九号）第六条第一項その他の法令又は条例の規定によ
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り、別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理

する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は第二項に規定する事務の処理に関

して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を

行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当

該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

5 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者四うち所得税法第二百二

十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激甚災害に対処するための

特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百五十号）第二条第一項に規定する激甚災害

が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところ

により、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用す

ることができる。

6 前各項に定めるもののほか、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人

情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用す

ることができる。

（特定個人情報の提供の制限）

第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならな

゜
一 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその

代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき（個人番号利用事務実施

者が、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条

の二第五項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を

求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し

提供するときに限る。）。

二 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提

供するとき（第十二号に規定する場合を除く。）。

三 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人

情報を提供するとき。

四 ーの使用者等（使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。

）における従業者等（従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員

をいう。以下この号において同じ。）であった者が他の使用者等における従業者等になった場合

において、当該従業者等の同意を得て、当該ーの使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人

番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供

するとき。

五 機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報等を提供

するとき。

六 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴

い特定個人情報を提供するとき。

七 住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報

を提供するとき。

ム別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理

する者（準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。）のうち特

定個人番号利用事務（同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を

受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この号及び

次号において同じ。）を処理する者として主務省令で定めるもの（法令の規定により特定個人番

号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以

下「情報照会者」という。）が、特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところ

により、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定め

るもの（以下「利用特定個人情報」という。）を記録した特定個人情報ファイルを保有する者と

して主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣（法令の規定により当該利用特定個人情報の

利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、そ
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の者を含む。以下「情報提供者」という。）に対し、当該利用特定個人情報（情報提供者の保有

する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。）の提供を求めた場合において、当該情報

提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。

九 条例事務関係情報照会者（第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号

利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして

個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個

人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。）が、政令で定めるとこ

ろにより、条例事務関係情報提供者（当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録

した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事

務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。）に対し、当該事務を処理するために必要

な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの（条

例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。）の提供を求

めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当

該利用特定個人情報を提供するとき。

十 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長

官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、

第七十二条の五十八、第三百十七条、第三百二十五条又は第七百三十九条の五第七項の規定その

他政令で定める同法若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成三十一年法律第

三号）又は国税（国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。）に関する法律の

規定により国税又は地方税若しくは森林環境税に関する特定個人情報を提供する場合において、

当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき

十ー 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その

事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。

十二 社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二条第五項に規定する振

替機関等（以下この号において単に「振替機関等」という。）が同条第一項に規定する社債等（

以下この号において単に「社債等」という。）の発行者（これに準ずる者として政令で定めるも

のを含む。）又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信

回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを

利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受

ける者が第九条第四項に規定する書面（所得税法第二百二十五条第一項（第一号、第二号、第八

号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。）の規定により税務署長に提出されるものに

限る。）に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を

含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措

置として政令で定める措置を講じているとき。

十三 第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会（以下「委員

会」という。）に提供するとき。

十四 第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。

十五 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法（昭和二十二年法律第七十

九号）第百四条第一項（同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。）若しくは議

院における証人の宣誓及び証言等に関する法律（昭和二十二年法律第二百二十五号）第一条の規

定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件

の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査（第三十六条に

おいて「各議院審査等」という。）が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があると

き。

十六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は

本人の同意を得ることが困難であるとき。

十七 その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。
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21 令和 5年 6月 9日 金曜日 官 報 （号外第 122号）

（
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
―
―

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
―
―
十
五
年
法

律
第
―
―
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
法
第
二
条
第
七
項
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
以
下
こ
の

号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
交
付
の
申
請
の
受
付
及
び
当
該
申
請
に
係
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
の
引
渡
し
、
同
法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
の
届
出
の
受
付
、
当
該
届
出
に
係
る

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
付
及
び
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
返
還
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
引

渡
し
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
の
届
出
の
受
付
並
び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
返
納
の
受
付

九
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に
当
た
り
、
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
電
子
情
報
処
理
組
織
（
当
該
市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
郵
便
局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
用
い
て
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が

ら
通
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
本
人
確
認
の
措
置
（
同
項
後
段
の
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及

び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
本
人
確
認
の
措
置
に
係
る
書
類
の
受
付
及
び
個

人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
の
申
請
を
し
た
者
が
当
該
本
人
確
認
の
措
置
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
連
絡
そ
の
他
の

事
務

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
必
要
な
施
設
及
び
設
備
」
の
下
に
「
（
前
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
本

人
確
認
の
措
置
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
必

要
な
措
置
」
の
下
に
「
（
前
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
本
人
確
認
の
措
懺
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た

め
に
必
要
な
措
置
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す

る

。

．

第
二
条
第
六
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
一
―
一
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
同
法
第
三

条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
同
条
第
一
二
項
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
一
―
一
条

第
三
項
（
同
法
第
三
条
の
一
＿
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

「
及
び
」
を
「
並
び
に
J

に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
法
第
三
条
第
四
項
及
び
同
法
第
一
―
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
四
項
（
同
法
第
三
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
第
一
―
―

条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
条
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
七
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
―
一
条
の
二
第

一
項
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
二
十

―
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
（
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同

法
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
四
項
（
同
法

第
―
-
+
―
一
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び

同
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二

条
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「
当
該
申
請
」
を
[
同
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

v送
付
又

は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
送
付
（
同
条
第
一
二
項
の
申
出
に
係
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
同
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
第
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
三

項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改

め
、
同
条
第
九
号
中
「
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
本
人
確
認
の
措
搬
（
同

項
後
段
の
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
（
以

下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
第
一
一
号
措
置
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
本
人
確
認
の
措
置
」
を
「
当
該
第

二
号
措
置
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
本
人
確
認
の
措
骰
」
を
「
第
一
一
号
措
置
」
に
改
め
る
。

（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
行
政
機
関
の
長
等
か
ら
の
利
用
口
座
情
報
の
提
供
に
よ
る
登
録
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

中
「
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
取
得
及
び
情
報
の
提
供
」
を
「
国
税
庁
長
官
、
厚
生
労
働
大
臣
そ
の
他
こ
の
項

の
規
定
に
よ
る
事
務
」
に
、
「
係
る
も
の
」
を
「
係
る
も
の
（
以
下
「
利
用
口
座
情
報
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
第
九
条
」
を
「
次
条
第
一
―
一
項
及
び
第
九
条
]
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
情
報
」
を
「
利
用
口
座
情
報
」

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
行
政
機
関
の
長
等
か
ら
の
利
用
口
座
情
報
の
提
供
に
よ
る
登
録
の
特
例
）

第
五
条
の
二
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
等
（
厚
生
労
働
大
臣
そ
の
他
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
事
務

を
適
切
に
行
い
得
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
利
用
口
座
情
報
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
預
貯
金
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
預
貯
金
者
に
係
る
利
用
口
座
情
報
を
内
閣

総
理
大
臣
に
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
す
る
か
ど
う
か
を
回
答
す
る
よ
う
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
次

項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
送
付
し
た
上
で
、
当
該
預
貯
金
者
か
ら
同
意
を
得
た
と
き
（
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

同
意
を
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
当
該
預
貯
金
者
に
係
る
利
用
口
座
情

報
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
当
該
同
意
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
預
貯
金
者
が
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
者
で
な
い
と
き
は
、
公

的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
に
第
一
―
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
。

―
―
当
該
書
面
が
到
達
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
二
十
日
以
上
が
経
過
し
た
日
ま
で
の
期
問
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
令

で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
同
意
又
は
不
同
意
の
回
答
が
な
い
と
き
は
、
当
該
同
意
を
し
た
も
の

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
。

三
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
預
貯
金
者
へ
の
送
付
は
、
書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項

に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
も
の
に
付
し
、
か
つ
、
前
項
に
規
定
す
る
回
答
を
行
う
た
め
に
必
要

な
も
の
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
も
の
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

3

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
口
座
情
報
の
提
供
を
受
け
た
時
点
に
お
い
て
、
当
該
預
貯
金

者
が
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
者
で
な
い
と
き
は
当
該
預
貯
金
者
を
第
三
条
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
と
み
な

し
て
同
条
第
一
項
の
登
録
を
し
、
当
該
預
貯
金
者
が
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
者
で
あ
る
と
き
は
デ
ジ
タ
ル
庁

令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
預
貯
金
者
に
対
し
そ
の
旨
及
び
当
該
預
貯
金
者
に
係
る
公
的
給
付
支
給
等
口
座
情

報
は
変
更
さ
れ
な
い
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
そ
の
旨
」
と
あ
る

の
は
、
「
そ
の
旨
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
口
座
情
報
の
提
供
を
受
け
た
旨
」
と
読
み
替
え
て
、

同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4

国
庫
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
。

（
日
本
年
金
機
構
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
五
条
の
三
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
五
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
（
日
本
年
金
機
構
が
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
公
的
給
付
の
支
給
等
に
係
る
事
務
に
限
る
。
）
を
日
本
年
金
機
構
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す

る。
附

則

一

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
一

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
一
条
中
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二

項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
九
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
七
条
、
第
十

九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
公
布
の
日
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国
家
戦
略
特
別
区
域
法
に
よ
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の

登
録
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

第
二
条
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
七
項
中
「
掲
げ
る
事
項
」
の
下
に
「
（
外
国
人
住
民
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

る
外
国
人
住
民
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
」
を
、
「
記
載
さ
れ
、
」
の
下
に
「
第
十
六

条
の
一
一
第
一
項
の
申
請
の
日
に
お
い
て
本
人
の
年
齢
が
主
務
省
令
で
定
め
る
年
齢
に
満
た
な
い
場
合
を
除
き
」
を
加

え
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
―
―
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十

七
条
第
五
項
」
を
「
第
十
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
二
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

―
―
氏
名
の
振
り
仮
名
（
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
氏
名
の
振
り
仮
名
を
い
う
。
）

第
九
条
第
三
項
中
「
（
昭
和
―
―
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
」
を
削
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
一
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に

改
め
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
二
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

百
三
十
の
一
―
都
道
府
県
知
事
又
は

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二

条
の
五
第
十
二
項
に
規
定
す
る
試

験
実
施
指
定
都
市
の
長

を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
百
三
十
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

百
十
七
の
二

総
務
大
臣

国
会
議
員
互
助
年
金
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
一

号
）
又
は
同
法
附
則
第
一
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年

金
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
の
百
十
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
十
六
の

厚
生
労
働
大
臣

臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

顕
請
詞
鱈
誌
麟
直
繹
叩
訊
麟
翡
琶
疇
麟
顕

定
に
よ
る
改
正
前
の
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
一
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
衛
生
検
査
技
師

名
簿
へ
の
登
録
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

]
 

別
表
第
一
の
百
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
百
五
の
一
一
国
土
交
通
大
臣
―
[
〗
戸
言
冒
言
言
事
嗣
冒

別
表
第
一
の
百
十
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九
十
一
の

長
官

出
入
国
在
留
管
理
庁

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の

出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に

よ
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
の
九
十
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

6

機
構
は
、
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
き
第
一
二
項
の
申
出
を
し
た
者
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
作
成
し
た
場
合
（
同

項
の
市
町
村
の
長
か
ら
機
構
に
対
し
、
そ
の
者
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
措
罹
を
と
っ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
作
成
し
た
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
を
市
町
村
の
長
を
経
由

し
て
行
う
も
の
（
当
該
市
町
村
の
長
に
よ
り
次
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
者
に
限
る
。
）
の
う

ち
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
速
や
か
に
受
け
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
者

は
、
当
該
申
請
に
併
せ
て
、
機
構
か
ら
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
送
付
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
前
条
第
四
項
又
は
第
五
項
」
を
「
前
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」

を
「
機
構
若
し
く
は
同
条
第
四
項
」
に
、
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
条
第

三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
]
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
七
項
」
を

「
第
八
項
」
に
、
「
第
八
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
一

項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を

「
第
六
項
」
に
、
「
第
十
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項

と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
一
面
(
]
を
「
第
二
項
又
は
前
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
七

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

前
条
第
三
項
の
申
出
を
し
た
者
（
交
付
市
町
村
長
に
よ
り
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
交
付
市
町
村
長
か
ら
機
構
に
対
し
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
が
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
二
項
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
]
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
八
第
一
項
中
「
第
十
六
条
の
一
―
」
の
下
に
「
及
び
第
十
七
条
第
三
項

j

を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並

び
に
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
中
「
第
十
六
条
の
一
一
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
項
」
を
加
え
、
「
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
（
同

条
第
七
項
」
を
「
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
（
同
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
」
を
「
第
一
二
十
条
の
四
十
四
の
十
三
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
二
氏
名
の
振
り
仮
名
（
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
―
―
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
氏
名
の
振
り
仮
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
十
七
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

―
一
の
二
氏
名
の
振
り
仮
名

第
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
事
項

第
二
十
条
第
五
項
の
表
第
十
二
条
第
五
項
の
項
中
「
及
び
第
七
号
」
を
「
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
、
同

表
第
十
二
条
の
二
第
四
項
の
項
及
び
第
十
―
一
条
の
三
第
七
項
の
項
中
「
に
掲
げ
る
事
項
及
び
」
を
「
及
び
第
八
号
に

掲
げ
る
事
項
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
三
第
五
項
の
表
第
十
二
条
第
五
項
の
項
中
「
及
び
第
七
号
」
を
「
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改

め
、
同
表
第
十
二
条
の
二
第
四
項
の
項
及
び
第
十
二
条
の
三
第
七
項
の
項
中
「
に
掲
げ
る
事
項
及
び
」
を
「
及
び
第

八
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
」
に
改
め
る
。
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厚
生
労
働
大
臣

第十九条第八号中「別表第二の第一欄に掲げる者」を「別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地

方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者（準法定事務処理者を含む。以下この

号において「別表行政機関等」という。）のうち特定個人番号利用事務（同表の当該各項の下欄に掲一

げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主

務省令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。）を処理する者として主務省令で定

めるもの」に、「同表の第二欄に掲げる事務の」を「特定個人番号利用事務の」に改め、Dが」の下

に「、特定個人番号利用事務を処理するために」を加え、「同表の第三欄に掲げる者」を「当該特定

個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの（以下「利用一

特定個人情報」という。）を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別一

表行政機関等又は法務大臣」に、「同表の第四欄に掲げる特定個人情報の」を「当該利用特定個人情

報の」に、「同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報」

及び「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改め、同条第九号中「別表第二の第二欄

に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「（当該事務の内容に応じて」を「（当該事務を処理

するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として」に、「同

表の第四欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に、「当該特定個人情報」を「当該利用

特定個人情報」に改める。

-＂の＂名中、個目を利用、個人目にめる

第二十一条第二項中「より特定個人情報」を「より利用特定個人情報」に、「次に掲げる」を「当

該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該

利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第二十

八条（第三項及び第五項を除く。）の規定に違反する事実があったと認める」に、「対して特定個人情

報」を「対して利用特定個人情報」に改め、同項各号を削る。

第二十二条（見出しを含む。）から第二十四条までの規定中「特定個人情報」を「利用特定個人情
報」に改める。

第二十六条の見出し中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同条中「特定個人情報」

を「利用特定個人情報」に改め、「、第二十一条第二項第一号中「別表第二に掲げる」とあるのは「第

十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める」と」を削る。

第四十四条中「第十七条第一項及び第三項（同条第四項」を「第十六条の二第二項、第十七条第

一項から第四項まで及び第六項（同条第七項」に改める。

第五十二条中「若しくは職員」の下に「（領事官であってこれらの者以外の者を含む。）」を加える。

第五十六条中「第五十二条の三まで」の下に「及び第五十五条」を加える。

別表第一の一の項中「又は」を「若しくは」に改め、「事務」の下に「又は同法による保険医若し

くは保険薬剤師の登録に関する事務」を加ス、同表の―一の項の次に次のように加える。

一疇に総務大臣又は都道府県＿置由罰鼠攣喜言三

別表第一の五の項の次に次のように加える。

一五の二国土交通大臣＿闘茫闘尉翫翡諜詞翫蒻匹韓這嗜望一

別表第一の八の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、指定医の指定」を加え、同表

の十一の項の次に次のように加える。＇

-＋一のニー呻謬襲螂咋鉛瓢言届店襄註咋理容一

士 十 士 十

の の の の
五 四

I ！ ： 裔 大； 
事 臣

めクク t9 目るリリ
もII 
の一一

嬰
てよ 皐に^悶

酎>

絆＂ 且箆建
つ二
て百

｀ に

品伍 るる
も一

皐

｀ 
定る る

別表第一の二十一の項の次に次のように加をる。

ーニ十一の二厚生労働大臣＿璽胃讐遍噌畔暉嗣讐"-

別表第一の二十二の項中「（昭和二十五年法律第百二十三号）」を削り、同表の二十三の項の次に次

のように加える。

村四十九 i 道府土の 土 •土 i 
又条の の の の の
は第七 /＇ ‘ 

じ牛

四

！ 翌 I ！ i| i 大i 臣

は 旦
あ通

もの通訳円通訳

で国務省ぁ定—＾条死体存法 の教猛旦教 務省令第五条療法医

日
で定め二第の^和昭靡 の法

令に
登録＾ 昭

るーニ
でよ

令で第一^昭
皐に＾ 闊

も項十
定る に和 のの三

誓旦 胴 定める項第一和二十

-目つて—i 

るニ

嘉！ 且諜 も,号四

に五
の つ二 ;; 登 て百 い二
録 冒 う0百
に -四
関

＇に
に号ヽ でに

す 関 i> ぁょ 謬る でよ すに つる
事 認 鈷務認 員 謬つ^  務 るよ
で る国 もる

別
表
第
一
の
十
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一

十

四

の

二

都

道

府

県

知

事

一

喜

呻

翡

茫

認

訂

翫

翡

渭

且

｀

望

別
表
第
一
の
十
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

i
A

律

第

四

十

八

号

＇

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

一
条
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
る
。

目
次
中
「
よ
る
特
定
個
人
情
報
」
を
「
よ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
七
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中
「
特
定

個
人
情
報
」
＇
を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
災
害
対
策
に
関
す
る
分
野
」
を
「
、
災
害
対
策
そ
の
他
の
行
政
分
野
」
に
改
め
、
「
他
の

行
政
分
野
及
び
」
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
の
各
項
」
に
改
め
、
「
よ
り
同
表
の
」
の
下
に
「
当
該
各
項
の
」
を
加

え
、
「
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
」
を
「
若
し
く
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
又
は
当
該
事

務
に
準
ず
る
事
務
（
個
別
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
除
き
、
当
該
事
務
の
性
質
が
同
表
の
当
該
各
項
の
下
欄

に
掲
げ
る
事
務
と
同
一
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
事
務
に
限
る
。
）
と
し
て
主
務
省
令
で

定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
準
法
定
事
務
」
と
い
う
。
）
を
処
理
す
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も

の
（
第
十
九
条
第
八
号
に
お
い
て
「
準
法
定
事
務
処
理
者
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を

「
、
同
表
の
当
該
各
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
準
法
定
事
務
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
個
人
情
報
の
」
を
「
利

用
特
定
個
人
情
報
の
l

に
、
「
特
定
個
人
情
報
を
」
を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
を
]
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表

第
一
」
を
「
別
表
の
各
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
ま
で
又
は
」
を
「
ま
で
、
第
三
十
条
の
十
五
の
二
第
一
項
、
」
に
改
め
、
「
第
三
十
条
の
四
十

四
の
五
ま
で
」
の
下
に
「
又
は
第
一
二
十
条
の
四
十
四
の
七
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
い
る
者
」
の
下
に
「
又
は
戸
籍
の
附
票
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
（
国
外
転
出
者
で
あ

る
者
に
限
る
。
第
一
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
発
行
す
る
」
を
「
作
成
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
並

び
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
作
成
及
び
」
を
「
及
び
送
付
（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

発
行
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
状
況
並
び
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

2

前
項
の
申
請
は
、
機
構
に
対
し
て
、
直
接
に
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
記
録
さ

れ
て
い
る
住
民
基
本
台
恨
（
国
外
転
出
者
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
の
附
票
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
備
え
る
市
町
村
の
長
（
当
該
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
長
を
経
由
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
当
該
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
利
便
及
び
迅
速
な
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に
資
す
る
も
の
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め
る
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
又
は
当
該
住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る
市
町
村
の
長
）
を

経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

令
和
五
年
六
月
九
日

御

名

御

璽

岸

田

文

雄

3

戸
籍
の
附
票
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
は
、
第
一
項
の
申
請
に
併
せ
て
、
領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使

館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
そ
の
他
総
務
省
令
・
外
務
省
令
で
定
め
る
者
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
戸
籍
の
附
票
を
備
え
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
長
か
ら
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
引
渡
し
を

受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

機
構
は
、
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
き
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
前
項
の
申
出
を
し
た
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
を

備
え
る
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

5

機
構
は
、
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
き
第
三
項
の
申
出
を
し
た
者
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
作
成
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
戸
籍
の
附
票
を
備
え
る
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
作
成

し
た
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
出
に
係
る
領
事
官
又
は
市
町
村
の
長

に
対
し
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
申
請
に
よ
り
、
」
を
「
前
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
又
は

そ
の
作
成
に
つ
い
て
の
通
知
を
受
け
た
」
に
改
め
、
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
」
の
下
に
「
直
接
に
又
は
同
条
第
三
項
の

申
出
に
係
る
領
事
官
若
し
く
は
市
町
村
長
を
経
由
し
て
」
を
加
え
、
「
当
該
市
町
村
長
」
を
「
当
該
交
付
を
行
う
市
町

村
長
（
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
十
八
条
の
二
第
一
二
項
に
お
い
て
「
交
付
市
町
村
長
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
措
置

と
し
て
政
令
で
定
め
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
そ
の
者
に
係
る
住
民
票
又
は
戸
籍
の
附
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
そ
の
他
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
事
項
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
当
該
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号

（
そ
の
者
に
係
る
住
民
票
が
消
除
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
た
個
人
番
号
）
を

確
認
す
る
こ
と
。

二
前
条
第
一
項
の
申
請
又
は
当
該
申
請
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
引
渡
し
の
際
に
、
そ
の
者
か
ら
そ
の
者
の

氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
そ
の
他
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
政
令
で
定

め
る
も
の
の
提
示
を
受
け
、
そ
の
者
が
当
該
書
類
に
係
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
（
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
含
む
。
）
。

第
十
七
条
第
九
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第

八
項
」
に
改
め
、
「
速
や
か
に
」
の
下
に
「
、
直
接
に
又
は
領
事
官
を
経
由
し
て
」
を
加
え
、
「
前
項
中
「
住
所
地
市
町

村
長
」
と
あ
る
の
は
「
附
票
管
理
市
町
村
長
」
を
「
前
項
中
「
住
所
地
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
、
直
接
に
又
は

領
事
官
を
経
由
し
て
附
票
管
理
市
町
村
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
十
項

と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第

五
項
」
に
、
「
第
七
項
並
び
に
第
十
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条

第
三
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

2

前
条
第
一
項
の
申
請
（
同
条
第
三
項
の
申
出
を
し
た
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
交
付
市
町
村
長
以
外
の
市

町
村
長
を
経
由
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
交
付
市
町
村

長
に
代
わ
っ
て
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

前
条
第
一
云
一
項
の
申
出
を
し
た
者
（
交
付
市
町
村
長
に
よ
り
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
交
付
市
町
村
長
か
ら
当
該
申
出
に
係
る
領
事
官
又
は
市
町
村
長
に
対
し
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
個

人
番
号
カ
ー
ド
の
送
付
を
受
け
た
領
事
官
又
は
市
町
村
長
が
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
引
き

渡
す
こ
と
に
よ
り
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
、
交
付
市
町
村
長
に
よ
り
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

措
置
が
と
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
交
付
市
町
村
長
か
ら
当
該
領
事
官
又
は
市
町
村
長
に
対
し
そ
の
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
も
の
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
領
事
官
又
は
市
町
村
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
交

付
市
町
村
長
に
代
わ
っ
て
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

4

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
市
町
村
長
に
代
わ
っ
て
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
っ
た
市
町
村
長
又
は

領
事
官
は
、
そ
の
旨
を
当
該
交
付
市
町
村
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、
同
条
第
一
―
―

項
中
五
住
所
地
市
町
村
長
又
は
第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
附
票
管
理
市
町
村
長
」
を
「
交
付
市
町
村
長
（
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
市
町
村
長
以

外
の
市
町
村
長
が
同
条
第
一
項
第
一
一
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
長
）
」
に
改
め
る
。
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議案第 14号
'

,

 

茅ヶ崎市職員定数条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

消防職員が育児休業等をより取得しやすい環境を整備するとともに、茅ヶ崎市立病院・

の医療提供体制を強化するため提案する。

2 根拠法規

(1) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 17 2条第 3項

(2) 消防組織法（昭和 22年法律第 22 6号）第 11条第 2項

3 条例の概要

(1) 消防職員の定数を 31 4人から 33 0人に、病院事業の職員の定数を 55 6人から

5 8 1人に増加させることとした。（第 2条関係）

(2) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとした。
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茅ヶ崎市職員定数条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 月ヽlP j 

（職員の定数） （職員の定数）

第 2条職員の定数は、次のとおりとする。 第 2条職員の定数は、次のとおりとする。

部 局 等 定員数 部 局 等 定員数

略 略 略 略

7 消防職員 3 3 0人 7 消防職員 3 1 4人

8 病院事業の職員 5 8 1人 8 病院事業の職員 5 5 6人

合 計 2, 3 2 1人 合 計 2, 2 8 0人

2 略 2 略
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茅ヶ崎市職員定数条例の一部を改正する条例参照条文

0地方自治法

第百七十二条 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

② 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

虚 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限

りでない。

④ 第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務

、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除

くほか、地方公務員法の定めるところによる。

0消防組織法

（消防職員）

第十一条 消防本部及び消防署に消防職員を置く。

2 消防職員の定員は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
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議案第 15号 ］ 
茅ヶ崎市税外収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例の一部を改正する

条例について

1 提案の理由

督促状の発付期限を延長することにより、納期限後に税外収入金を納付した者の誤納

を抑制するため提案する。

2 根拠法規

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 23 1条の 3第 2項

3 条例の概要

(1) 督促状は、納期限後 30日以内に発しなければならないこととした。（第 2条関係）

(2) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとし、所要の経過措置を設けるこ

ととした。
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茅ヶ崎市税外収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正
ヽ r

HlJ 

（督促）

第 2条 市長は、税外収入金を納期限までに納付

しない者があるときは、納期限後 30日以内に

、発付の日から起算して 10日以内の期限を指

定して督促状を発して督促しなければならない

（督促）

第 2条 市長は、税外収入金を納期限までに納付

しない者があるときは、納期限後 20日以内に

、発付の日から起算して 10日以内の期限を指

定して督促状を発して督促しなければならない
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茅ヶ崎市税外収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例の一部を改正する条例参照条

文

0地方自治法

（督促、滞納処分等）

第二百三十一条の三 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納

期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しな

ければならない。

旦 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督刊足をした場合には、条例で定

めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。

3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共

団体の歳入（以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。）につき第一項の規定によ

る督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないとき

は、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分

の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及

び地方税に次ぐものとする。

4 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関

する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

5 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地

方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対

してするものとする。

6 第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審

査請求については、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第十九条の四の規定を準用する

7 普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた

場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求

に対する裁決をしなければならない。

8 議会は、前項の規定による諮間を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

9 普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは

、その旨を議会に報告しなければならない。

1 0 第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分

については、裁判所に出訴することができない。

1 1 第三項の規定による処分中差押物件の公売は、，その処分が確定するまで執行を停止する。

1 2 第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。
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議案第 16号

茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、戸籍法の改正により新たに

行うこととなった事務に係る手数料の金額を定めるとともに、危険物の貯蔵所の設置の

許可申請に対する審査に係る手数料の金額を改定するため提案する。

2 根拠法規

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 22 8条第 1項

3 条例の概要

(1) 他の市町村を本籍地とする者に対する戸籍証明書等の交付、戸籍電子証明書提供用

識別符号等の発行、届書等情報の内容の証明書の交付及び届書等情報の内容を表示し

たものの閲覧に係る手数料の金額を定めるとともに、危険物の貯蔵所のうち、浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可申請に対

する審査に係る手数料の金額を引き上げることとした。（別表第 2関係）

(2) 規定を整備することとした。（第 5条、別表第 1関係）

(3) この条例は、一部の規定を除き、令和 6年 3月 1日から施行することとした。

I 
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茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（手数料の減免）

第 5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 

i 略

(10) 

(11) 官公署から請求のあったもの（別表第 1の 20の項から 24の項ま

で、 65の項から 68の項まで、 13 5の項から 14 9の項まで及び 1

5 2の項から 16 1の項までに規定するもの（市長から請求のあったも

のを除く。）並びに別表第 2の 9の項から 25の項までに規定するもの

を除く。）

(12) 略

(13) 略

2 略

3 略

別表第 1 （第 2条関係）

（手数料の減免）

第 5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 

i 略

(10) 

(11) 官公署から請求のあったもの（別表第 1の 20の項から 24の項ま

で、 65の項から 68の項まで、 13 5の項から 14 9の項まで及び 1

5 2の項から 16 1の項までに規定するもの（市長から請求のあったも

のを除く。）並びに別表第 2の7の項から 23の項までに規定するもの

を除く。）

(12) 略

(13) 略

2 略

3 略

別表第 1 （第 2条関係）

手数料を徴収する事務 I 金額 摘要 手数料を徴収する事務 I 金額 摘要

略 I略 略 略 I略 略

3 公簿、公文書又は図 1書類 1件につき 30 0円

面等の閲覧（戸籍法第

48条第 2項の規定に

基づく届書その他市長

の受理した書類区且匝

法第 12 0条の 6第 1

項の規定に基づく届書

等情報の内容を表示し

迄の閲覧 を 除 く 。

）及び照合

1 公簿は

1冊、公

文書は 1

事件、図

面は 1枚

を1件と

する。

2 住民基

本台帳は

、1人を

3 公薄、公文書又は図 I書類 1件につき 300円

面等の閲覧（戸籍法第

48条第 2項の規定に

基づく届書その他市長

の受理した書類

—一の閲覧を除く。
）及び照合

1 公簿は

1冊、公

文書は 1

事件、図

面は 1枚

を1件と

する。

2 住民基

本台帳は

、1人を
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1件とす 1件とす

る。 る。

略 略 略 略 略 略

備考略 備考略

別表第 2 （第 2条関係） 別表第 2 （第 2条関係）

手数料を徴収する事務 金額 摘要 手数料を徴収する事務 金額 摘要

1 戸籍法第 10条第 1 1通につき 45 0円 1 戸籍法第 10条第 1 1通につき 450円

項、第 10条の 2第 1 項、第 10条の 2第 1

項から第 5項まで若し 項から第 5項まで若し

くは第 12 6条の規定 くは第 12 6条の規定

に基づく戸籍の謄本若 に基づく戸籍の謄本若

しくは抄本の交付又は しくは抄本の交付又は

同法第 12 0条第 1項 同法第 12 0条第 1項

、第 12 0条の 2第 1

璽若しくは第 12 6条 若しくは第 12 6条

の規定に基づく戸籍証 の規定に基づく磁気デ

明書 ィスクをもって調製さ

れた戸籍に記録されて

いる事項の全部若しく

は一部を証明した書面

の交付 の交付

略 略 略 略

3 戸籍法第 12 0条の 戸籍電子証明書提供用識別符号

3第 2項の規定に基づ 1件につき 400円

＜戸籍電子証明書提供

用識別符号の発行（情

報通信技術を活用した

行政の推進等に関する
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法律（平成 14年法律

第 15 1号）第 7条第

1項の規定により同法

第6条第 1項に規定す

る電子情報処理組織を

使用する方法（総務省

令で定めるものに限る

。以下この項において

同じ。）により戸籍電

子証明書提供用識別符

号の発行を行う場合（

当該発行に係る戸籍電

子証明書の請求が同条

第 1項の規定により同

項に規定する電子情報

処理組織を使用する方

法により行われた場合

に限る。）における当

該発行及び戸籍電子証

明書提供用識別符号の

発行に係る戸籍電子証

明書の請求を行う者が

同時に当該戸籍電子証

明書が証明する事項と

同一の事項を証明する

戸籍の謄本若しくは抄

本又は戸籍証明書の請

求を行う場合における

当該発行を除く。）

土戸籍法第 12条の 2I 1通につき 75 0円

において準用する同法

第 10条第 1項若しく

は第 10条の 2第 1項

旦戸籍法第 12条の 2I 1通につき 750円

において準用する同法

第 10条第 1項若しく

は第 10条の 2第 1項
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から第 5項までの規定 から第 5項までの規定

若しくは同法第 12 6 若しくは同法第 12 6 

条の規定に基づく除か 条の規定に基づく除か

れた戸籍の謄本若しく れた戸籍の謄本若しく

は抄本の交付又は同法 は抄本の交付又は同法

第 12 0条第 1項と且i 第 12 0条第 1項

1 2 0条の 2第 1項若 若

しくは第 12 6条の規 しくは第 12 6条の規

定に基づく除籍証明書 定に基づく磁気ディス

クをもって調製された

除かれた戸籍に記録さ

れている事項の全部若

しくは一部を証明した

の交付 豊画の交付

5 略 略 4 略 略

6 戸籍法第 12 0条の 除籍電子証明書提供用識別符号

3第 2項の規定に基づ 1件につき 70 0円

＜除籍電子証明書提供

用識別符号の発行（情

報通信技術を活用した

行政の推進等に関する

法律第 7条第 1項の規

定により同法第 6条第

1項に規定する電子情

報処理組織を使用する

方法により除籍電子証

明書提供用識別符号の

発行を行う場合（当該

発行に係る除籍電子証

明書の請求が同項の規

定により同項に規定す

る電子情報処理組織を
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使用する方法により行

われた場合に限る。）

における当該発行及び

除籍電子証明書提供用

識別符号の発行に係る

除籍電子証明書の請求

を行う者が同時に当該

除籍電子証明書が証明

する事項と同一の事項

を証明する除かれた戸

籍の謄本若しくは抄本

又は除籍証明書の請求

を行う場合における当

該発行を除く。）

7 戸籍法第48条第 1

項（同法第 11 7条に

おいて準用する場合を

含む。）の規定に基づ

く届出若しくは申請の

受理の証明書の交付-

同法第48条第 2項

（同法第 11 7条にお

いて準用する場合を含

む。）若しくは第 12 

6条の規定に基づく届

書その他市長の受理し

た書類に記載した事項

の証明書の交付又は同

法第 12 0条の 6第 1

項の規定に基づく届書

等情報の内容の証明書

の交付

1通につき 35 0円（婚姻、離

婚、養子縁組、養子離縁又は認

知の届出の受理について、請求

により法務省令で定める様式に

よる上質紙を用いる場合にあっ

ては、 1通につき 1, 4 0 0円

） 

5 戸籍法第48条第 1I 1通につき 35 0円（婚姻、離

項（同法第 11 7条に 婚、養子縁組、養子離縁又は認

おいて準用する場合を 知の届出の受理について、請求

含む。）の規定に基づ により法務省令で定める様式に

く届出若しくは申請の よる上質紙を用いる場合にあっ

受理の証明書の交付呈 ては、 1通につき 1, 4 0 0円

は同法第48条第 2項 ） 

（同法第 11 7条にお

いて準用する場合を含

む。）若しくは第 12 

6条の規定に基づく届

書その他市長の受理し

た書類に記載した事項

の証明書の交付
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8 戸籍法第48条第 2

項（同法第 11 7条に

おいて準用する場合を

含む。）の規定に基づ

く届書その他市長の受

理した書類を閲覧に供

する事務又は同法第 1

2 0条の 6第 1項の規

定に基づく届書等情報

の内容を表示したもの

を閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表

示したもの 1件につき 35 0円

9 略 略

1 0 略 略

1.1. 消防法第 11条第

1項前段の規定に基づ

＜貯蔵所の設置の許可

の申請に対する審査

(1) 

i 略

(4) 

(5)浮き屋根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外

タンク貯蔵所の設置の許可の

申請に係る審査 次に掲げる

浮き屋根式特定屋外タンク貯•

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が

1, 0 0 0キロリッドル以

上 5, 0 0 0キロリットル

未満の浮き屋根式特定屋外

タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 1 

2 4 5 0, 0 0 0円

旦戸籍法第48条第 2 書類 1件

項（同法第 11 7条に につき 35 0円

おいて準用する場合を

含む。）の規定に基づ

く届書その他市長の受

理した書類を閲覧に供

する事務

7 略 略

8 略 略

， 消防法第 11条第 (1) 

1項前段の規定に基づ i 略
＜貯蔵所の設置の許可 (4) 

の申請に対する審査 (5)浮き屋根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外

タンク貯蔵所の設置の許可の

申請に係る審査 次に掲げる

浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が

1, 0 0 0キロリットル以

上 5, 0 0 0キロリットル

未満の浮き屋根式特定屋外

タンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所 1 

, 180,000円
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イ 危険物の貯蔵最大数量が

5, 0 0 0キロリットル以

上 10, 000キロリット

ル末満の浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及び浮き蓋

付特定屋外タンク貯蔵所

1,720,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が

10, 000キロリットル

以上 50, 000キロリッ

トル未満の浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所及び浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所

1, 920, 000円

工 危険物の貯蔵最大数量が

50, 000キロリットル

以上 100, 000キロリ

ットル未満の浮き屋根式特

定屋外タンク貯蔵所及び浮

き蓋付特定屋外タンク貯蔵

所 2,360,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が

100,000キロリット

ル以上 200, 000キロ

リットル未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タンク貯

蔵所 2, 740, 000 

旦
力 危険物の貯蔵最大数量が

200, 000キロリット

ル以上 300, 000キロ

リットル未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所及び

イ 危険物の貯蔵最大数量が

5, 0 0 0キロリットル以

上 10, 000キロリット

ル未満の浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及び浮き蓋

付特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が

10, 000キロリットル

以上 50, 000キロリッ

トル未満の浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所及び浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所

1, 590, 000円9 9 

工 危険物の貯蔵最大数量が

50, 000キロリットル

以上 100, 000キロリ

ットル未満の浮き屋根式特

定屋外タンク貯蔵所及び浮

き蓋付特定屋外タンク貯蔵

所 1,950,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が

100, 000キロリット

ル以上 200, 000キロ

リットル未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タンク貯

蔵所 2, 270,000 

旦
力 危険物の貯蔵最大数量が

200, 000キロリット

ル以上 300, 000キロ

リットル未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所及び
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浮き蓋付特定屋外タンク貯 浮き蓋付特定屋外タンク貯

蔵所 5, 640, 000 蔵所 4, 550, 000 

旦 旦
キ 危険物の貯蔵最大数量が キ 危険物の貯蔵最大数量が

300, 000キロリット 300, 000キロリット

ル以上400, 000キロ ル以上400, 000キロ

リットル未満の浮き屋根式 リットル未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所及び 特定屋外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タンク貯 浮き蓋付特定屋外タンク貯

蔵所 7, 240, 000 蔵所 5,820,000 

旦 旦
ク 危険物の貯蔵最大数量が ク 危険物の貯蔵最大数量が

400, 000キロリット 400, 000キロリット

ル以上の浮き屋根式特定屋 ル以上の浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及び浮き蓋 外タンク貯蔵所及び浮き蓋

付特定屋外タンク貯蔵所 付特定屋外タンク貯蔵所

8, 790, 000円 7, 070, 000円

(6) (6) 

i 略 i 略

(12) (12) 

1 2 略 略 1 0 略 略

1 3 略 略 1 1 略 略

1 4 略 略 1 2 略 略

1 5 略 略 1 3 略 略

1 6 略 略 1 4 略 略

1 7 略 略 1 5 略 略

1 8 略 略 1 6 略 略
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1 9 略 略 1 7 略 略

2 0 略 略 1 8 略 略

2 1 略 略 1 9 略 略

2 2 略 略 2 0 略 略

旦 旦 略 略 旦上略 略

24 略 略・ 2 2 略 略

2 5 略 略 2 3 略 略

2 6 略 略 24 略 略

2 7 略 略 2 5 略 略

2 8 略 略 2 6 略 略

2 9 略 略 2 7 略 略

3 0 略 略 2 8 略 略

3 1 略 略 2 9 略 略

備考略 備考略
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茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例参照条文

0地方自治法

（手数料）

第二百二十七条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものに

つき、手数料を徴収することができる。

（分担金等に関する規制及び罰則）

第二百二十八条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めな

ければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認

められるものとして政令で定める事務（以下本項において「標準事務」という。）について手数料

を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定め

る金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

2 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五

万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については

、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額（当該五倍に相当する金額が五万円を超えな

いときは、五万円とする。）以下の過料を科する規定を設けることができる。

0戸籍法（戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第 17号）の規定による改正後

のもの）

第十条 戸籍に記載されている者（その戸籍から除かれた者（その者に係る全部の記載が市町村長の

過誤によってされたものであって、当該記載が第二十四条第二項の規定によって訂正された場合に

おけるその者を除く。）を含む。）又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄

本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書＿（以下「戸籍謄本等」という。）の交付の

請求をすることができる。

② 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

③ 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送

付を求めることができる。

第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付

の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める

事項を明らかにしてこれをしなければならない。

ニ 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある

皇立 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するため

に戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

三 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公

共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

二前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事

項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

盈 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必

要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の

任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍

の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

＠ 第一項の規定にかかわらず、弁護士（弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む

。次項において同じ。）、司法書士（司法書士法人を含む。次項において同じ。）、土地家屋調査

士（士地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。）、税理士（税理士法人を含む。次項におい

て同じ。）、社会保険労務士（社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。）、弁理士（弁理

士法人を含む。次項において同じ。）、海事代理士又は行政書士（行政書士法人を含む。）は、受

任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の

請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の

種類、当該事件又旦事務の依頻者の氏名又Jま名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事
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項を明らかにしてこれをしなければならない。

辺 第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、士地家屋調査士、税理士、社会保険労

務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合に

は、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その

有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事

項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

＝ 弁護士にあっては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続につ

いての代理業務（弁護士法人については弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第三十条の六

第一項各号に規定する代理業務を除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については外国弁護

士による法律事務の取扱い等に関する法律（昭和六十一年法律第六十六号）第八十条第一項にお

いて準用する弁護士法第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。）

二 司法書士にあっては、司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）第三条第一項第三号及び

第六号から第八号までに規定する代理業務（同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司

法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。）

二 土地家屋調査士にあっては、士地家屋調査士法（昭和二十五年法律第二百二十八号）第三条第

一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定す

る代理業務

旦税理士にあっては、税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第二条第一項第一号に規定

する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務

工社会保険労務士にあっては、社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項

第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に

関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第

一号の六までに規定する代理業務（同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。）

五弁理士にあっては、弁理士法（平成十二年法律第四十九号）第四条第一項に規定する特許庁に

おける手続（不服申立てに限る。）、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続（裁

定の取消しに限る。）についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に

対する手続（不服申立てに限る。）についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法

第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵

害訴訟の手続についての代理業務（弁理士法人については同法第六条に規定する訴訟の手続につ

いての代理業務及び同項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。）

⑤ 第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業

務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関

する法律（平成十五年法律第百十号）第三条に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃

亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法（昭和二十三年法律第百九十

九号）第十四条第二項の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法（平成十五

年法律第百九号）第十三条第二項及び第三項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業

務又は民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第三十五条第一項に規定する特別代理人としての業務

を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合に

おいて、む当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の困l用の目的

を明らかにしてこれをしなければならない。

⑥ 前条第三項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。

第十二条の二 第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた

戸籍に記載した事項に関する証明書（以下「除籍謄本等」という。）の交付の請求をする場合に準

用する。

第四十八条 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。

図利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理ーし迄書類の閲覧を請求

し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。

③ 第十条第三項及び第十条の三の規定は、前二項の場合に準用する。

第百十七条 第二十五条第一項、第二十七条から第三十二条まで、第三十四条から第三十九条まで、

第四十二条から第四十）＼条まで、及び第六十三条第二項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する
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第百二十条 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている

ときは、第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで（これらの規定を第十二条の二におい

て準用する場合を含む。）の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもって

調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面（以下「戸籍証明書」と

いう。）又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは

一部を証明した書面（以下「除籍証明書」という。）についてすることができる。

② 戸籍証明書又は除籍証明書は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法（昭和二十

六年法律第二百六十七号）その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又

は抄本とみなす。

第百二十条の二 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されて

いるときは、第十条第一項（第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条（第三項を

除く。）において同じ。）の請求は、いずれの指定市町村長（第百十八条第一項の規定による指定

を受けている市町村長をいう。以下同じ。）に対してもすることができる。

② 前項の規定によりする第十条第一項の請求（本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してする

ものに限る。）については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「

現に請求の任に当たっている者」とあり、及び「当該請求の任に当たっている者」とあるのは、 「

当該請求をする者」とする。

第百二十条の三 前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求は、戸籍電子証明書（第百十九条

の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものを

いう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）又は除籍電子証明書（第百十九条の規定により磁気ディ

スクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をい

う。以下同じ。）についてもすることができる。

盈 前項の規定によりする第十条第一項の請求があったときは、指定市町村長は、当該請求をした者

に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号（当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができる

ように付される符号であって、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。）又は除籍電子証明書提

供用識別符号（当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であっ

て、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。）を発行するものとする。

③ 指定市町村長は、行政機関等（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年

法律第百五十一号）第三条第二号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。）か

ら、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提供用識別符号

又は除籍電子証明書提供用識別符号を示して戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求められ

たときは、法務省令で定めるところにより、当該戸籍電子証明書提供用識別符号に対応する戸籍電

子証明書又は当該除籍電子証明書提供用識別符号に対応する除籍電子証明書を提供するものとする

④ 第一項の規定によりする第十条第一項の請求については、同項中「交付」とあるのは、 「第百二

十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、同項の請求（本籍

地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。）については、同条第三項及び第十条

の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たっている者」とあり、及び「当

該請求の任に当たっている者」とあるのは、 「当該請求をする者」とする。

第百二十条の六 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した指定市

町村長又は当該届出若しくは申請によって戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申

請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し、又は届書

等情報の内容について証明書を請求することができる。

② 第十条第三項及び第十条の三の規定は、前項の場合に準用する。

第百二十六条 市町村長又は法務局若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準及び手続によ

り、統計の作成又は学術研究であって、公益性が裔く、かつ、その目的を達成するために戸籍若し

くは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町＿村長の受理した書類に記載した事項に係る情
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報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度において、これらの情報を提供

することができる。

0情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

（電子情報処理組織による申請等）

第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のそ

の方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところ

により、主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を

含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する

他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関

する法令の規定を適用する。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機

関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該行政機関等に到達し

たものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているも

のを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該

法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に

規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らか

にする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手

数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場

合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることがで

きる。

6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等の

うちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情

報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合と

して主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外

の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とある

のは、 「行われた申請等（第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から

第五項までにおいて同じ。）」とする。

（電子情報処理組織による処分通知等）

第七条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことそ

の他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定め

るところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。た

だし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省

令で定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等

に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該処

分通知等に関する法令の規定を適用する。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受け

る者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該処分通知等を受ける

者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定され

ているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等について

は、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるも

のをもって代えることができる。
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5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係

る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに

第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部

分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分通知等

のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行わ

れた処分通知等」とあるのは、 「行われた処分通知等（第五項の規定により前項の規定を適用する

部分に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。）」とする。

0消防法

第十一条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所

、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号

に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変

更しようとする者も、同様とする。

ニ 消防本部及び消防署を置く市町村（次号及び第三号において「消防本部等所在市町村」という

。）の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所（配管によって危険物の移送の取扱いを行う

もので政令で定めるもの（以下「移送取扱所」という。）を除く。） 当該市町村長

二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所（移送取扱

所を除く。） 当該区域を管轄する都道府県知事

三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長

四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知

事（二以上の都道府県の区域にわたって設置されるものについては、総務大臣）

② 前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県

知事又は総務大臣（以下この章及び次章において「市町村長等」という。）は、同項の規定による

許可の申請があった場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第

四項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又

は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは

、許可を与えなければならない。

③ 総務大臣は、移送取扱所について第一項第四号の規定による許可をしようとするときは、その旨

を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、当該

許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

④ 関係市町村長は、移送取扱所についての第一項第四号の規定による許可に関し、当該都道府県知

事又は総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

⑤ 第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造

所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は

取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合してい

ると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の

位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更のエ

事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受

ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。

⑥ 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があったときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第一

項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受

けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

⑦ 市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所について第一項の規定による許可（同項

後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。）をしたときは、政令で

定めるところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に

通報しなければならない。

0地方公共団体の手数料の標準に関する政令（地方公共団体の手数料の標準に関する政

令の一部を改正する政令（令和 5年政令第 34 7号）の規定による改正後のもの）

地方自治法第二百二十八条第一項の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要ーと認め
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られるものとして政令で定める事務（以下「標準事務」という。）は、次の表の上欄に掲げる事務と

し、同項の当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるもの（以下「手数料を徴収する事務」という

。）は、同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、同項の政令で

定める金額は、同表の中欄に掲げる手数料を徴収する事務についてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額

とする。

標準事務 手数料を徴収する事務 金額

略 略 略

ム戸籍法（昭和二十 1 戸籍法第十条第一項、第十条の ー通につき四百五十円

二年法律第二百二十 二第一項から第五項まで若しくは

四号）第十条第一項 第百二十六条の規定に基づく戸籍

及び第十条の二第一 の謄本若しくは抄本の交付又は同

項から第五項まで（ 法第百二十条第一項、第百二十条

これらの規定を同法 の二第一項若しくは第百二十六条

第十二条の二におい の規定に基づく戸籍証明書の交付

て準用する場合を含

む。）、第四十八条 2 戸籍法第十条第一項、第十条の 証明事項一件につき三百五十円

第一項及び第二項( 二第一項から第五項まで又は第百

これらの規定を同法 二十六条の規定に基づく戸籍に記

第百十七条において 載した事項に関する証明書の交付

準用する場合を含む

。）、第百二十条第 3 戸籍法第百二十条の三第二項の 戸籍電子証明書提供用識別符号一

一項、第百二十条の 規定に基づく戸籍電子証明書提供 件につき四百円

二第一項、第百二十 用識別符号の発行（情報通信技術

条の三第一項及び第 を活用した行政の推進等に関する

二項、第百二十条の 法律（平成十四年法律第百五十一

六第一項並びに第百 号）第七条第一項の規定により同

二十六条の規定に基 法第六条第一項に規定する電子情

づく戸籍に関する事 報処理組織を使用する方法（総務

翌 省令で定めるものに限る。以下こ

の項において同じ。）により戸籍

電子証明書提供用識別符号の発行

を行う場合（当該発行に係る戸籍

電子証明書の請求が同条第一項の

規定により同項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法により

行われた場合に限る。）における

当該発行及び戸籍電子証明書提供

用識別符号の発行に係る戸籍電子

証明書の請求を行う者が同時に当

該戸籍電子証明書が証明する事項

と同一の事項を証明する戸籍の謄

本若しくは抄本又は戸籍証明書の

請求を行う場合における当該発行

を除く。）

4 戸籍法第十二条の二において準 ー通につき七百五十円

用する同法第十条第一項若しくは



-53-

--0123456789

第十条の二第一項から第五項まで

の規定若しくは同法第百二十六条

の規定に基づく除かれた戸籍の謄

本若しくは抄本の交付又は同法第

百二十条第一項、第百二十条の二

第一項若しくは第百二十六条の規

定に基づく除籍証明書の交付

旦戸籍法第十二条の二において準 証明事項一件につき四百五十円

用する同法第十条笙一項若しくは

箆十条の―箆一項から第五項まで

の規定又は同法第百二十六条の規

定に基づく除かれた戸籍に記載し

た事項に関する証明書の交付

6 戸籍法第百二十条の三第二項の 除饉電子証明書提供用識別符号一

規定に基づく除籍電子証明書提供 件につき七百円

用識別符号の発行（情報通信技術

を活用した行政の推進等に関する

法律第七条第一項の規定により同

法第六条第一項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法により

除饉電子証明書提供用識別符号の

発行を行う場合（当該発行に係る

除籍電子証明書の請求が同項の規

定により同項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法により行

われた場合に限る。）における当

該発行及び除籍電子証明書提供用

識別符号の発行に係る除籍電子証

明書の請求を行う者が同時に当該

除籍電子証明書が証明する事項と

同一の事項を証明する除かれた戸

籍の謄本若しくは抄本又は除籍証

明書の請求を行う場合における当

該発行を除く。）

工戸籍法第四十八条第一項（同法 ー通につき＝百五十円（婚姻、離

第百十七条において準用する場合 婚、養子縁組、養子離縁又は認知

を含む。）の規定に基づく届出若 の届出の受理について、請求によ

しくは申請の受理の証明書の交付 り法務省令で定める様式による上

、同法第四十八条第二項（同法第 質紙を用いる場合にあっては、一

百十七条において準用する場合を 通につき千四百円）

含む。）若しくは第百二十六条の

規定に基づく届書その他市町村長

の受理した書類に記載した事項の

証明書の交付又は同法第百二十条

の六第一項の規定に基づく届書等

情報の内容の証明書の交付
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8 戸籍法第四十八条第二項（同法 書類又は届書等情報の内容を表示

第百十七条において準用する場合 したもの一件につき三百五十円

を含む。）の規定に基づく届書そ

の他市町村長の受理した書類を閲

覧に供する事務又は同法第百二十

条の六第一項の規定に基づく届書

等情報の内容を表示したものを閲

覧に供する事務

略 略 略

土立消防法第十一条 略 略

第一項前段の規定に

基づく危険物の製造 2 消防法第十一条第一項前段の規 イ

所、貯蔵所又は取扱 定に基づく貯蔵所の設置の許可の i 略
所の設置の許可に関 申請に対する審査 . 

する事務 主浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン

ク貯蔵所の設置の許可の申請に

係る審査 次に掲げる浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵所及び浮

き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

旦と危険物の貯蔵最大数量が千

キロリットル以上五千キロリ

ットル未満の浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋

付特定屋外タンク貯蔵所亘

四十五万円

皇危険物の貯蔵最大数量が五

千キロリットル以上一万キロ

リットル未満の浮き屋根式特

定屋外タンク貯蔵所及び浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所

百七十二万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一

万キロリットル以上五万キロ

リットル未満の浮き屋根式特

定屋外タンク貯蔵所及び浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所

百九十二万円

辺危険物の貯蔵最大数量が五

万キロリットル以上十万キロ

リットル未満の浮き屋根式特

定屋外タンク貯蔵所及び浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所

二百三十六万円

豆危険物の貯蔵最大数量が十

万キロリットル以上二十万キ
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ロリットル未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所及び浮

き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

二百七十四万円

血危険物の貯蔵最大数量が二

十万キロリットル以上＝＋万

キロリットル未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵

匝五百六十四万円

立L危険物の貯蔵最大数量が三

十万キロリットル以上四十万

キロリットル未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵

酉七百二十四万円

堡危険物の貯蔵最大数量が四

十万キロリットル以上の浮き

屋根式特定屋外タンク貯蔵所

及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所八百七十九万円

ヘ

i 略
ヲ

略 略

略 略 略

備考略

0茅ヶ崎市手数料条例（茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例（令和 6年茅ヶ崎市

条例第 号）の規定による改正前のもの）

（徴収すべき事務及び金額）

第 2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表第 1及び別表第 2に掲げるとおりとする。

別表第 1 （第 2条関係）

手数料を徴収する事務 金額 摘要

略 略 略

2 0 建築基準法（昭和 25年法律第 20 1号）第 6条第 1 略 略

項（同法第87条第 1項において準用する場合を含む。）

の規定に基づく建築物の建築等に関する確認の申請に対す

る審査又は同法第 18条第 2項（同法第 87条第 1項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づく建築物の建築

等に関する通知に対する審査

2 1 建築基準法第 7条第 1項の規定に基づく建築物（同法 略 略

第 7条の 3第 5項又は第 7条の 4第 3項の中間検査合格証
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の交付を受けた建築物を除く。）に関する完了検査又は同

法第 18条第 17項の規定に基づく建築物（同条第 21項

の中間検査合格証の交付を受けた建築物を除く。）に関す

る完了検査

2 2 建築基準法第 7条第 1項の規定に基づく建築物（同法 略 略

第 7条の 3第 5項又は第 7条の 4第 3項の中間検査合格証

の交付を受けた建築物に限る。）に関する完了検査又は同

法第 18条第 17項の規定に基づく建築物（同条第 21項

の中間検査合格証の交付を受けた建築物に限る。）に関す

る完了検査

2 3 建築基準法第 7条の 3第 1項の規定に基づく建築物に 略

関する中間検査又は同法第 18条第 20項の規定に基づく

建築物に関する中間検査

24 建築基準法第 7条の 6第 1項第 1号若しくは第 2号（ 略

同法第 87条の 4又は第 88条第 1項若しくは第 2項にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定に基づ

く認定の申請に対する審査又は同法第 18条第 24項第 1

号若しくは第 2号（同法第 87条の 4又は第 88条第 1項

若しくは第 2項においてこれらの規定を準用する場合を含

む。）の規定に基づく認定の申請に対する審査

略 略

6 5 建築基準法第 87条の 4において準用する同法第 6条 略

第 1項の規定に基づく建築設備の設置に関する確認の申請

に対する審査又は同法第 87条の 4において準用する同法

第 18条第 2項の規定に基づく建築設備の設置に関する通

知に対する審査

6 6 建築基準法第 87条の 4において準用する同法第 7条 略

第 1項の規定に基づく建築設備に関する完了検査又は同法

第87条の 4において準用する同法第 18条第 17項の規

定に基づく建築設備に関する完了検査

6 7 建築基準法第 88条第 1項若しくは第 2項において準 略

用する同法第 6条第 1項の規定に基づく工作物の築造に関

する確認の申請に対する審査又は同法第 88条第 1項若し

くは第 2項において準用する同法第 18条第 2項の規定に

基づく工作物の築造に関する通知に対する審査

6 8 建築基準法第 88条第 1項若しくは第 2項において準 略

用する同法第 7条第 1項の規定に基づく工作物に関する完

了検査又は同法第 88条第 1項若しくは第 2項において準

用する同法第 18条第 17項の規定に基づく工作物に関す

る完了検査

略 略 略
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1 3 5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する 略 略

法律（平成 18年法律第 91号）第 17条第4項（同法第

1 8条第 2項において準用する場合を含む。）の規定によ

り建築基準法第 6条第 1項に規定する建築基準関係規定の

適合の通知の申出があった場合における高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律第 17条第 1項（同

法第 18条第 2項において準用する場合を含む。）の規定

に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の

申請に対する審査

1 3 6 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 略

年法律第 87号）第 5条第 1項から第 5項までの規定に基

づく長期優良住宅建築等計画（あらかじめ、同法第 6条第

1項第 1号に掲げる基準に適合していることにつき住宅の

品質確保の促進等に関する法律（平成 11年法律第 81号

）第 5条第 1項に規定する登録住宅性能評価機関（以下こ

の項、次項、 13 9の項から 14 1の3の項まで、 14 5 

の項、 1 5 5の項、 15 6の項及び 15 8の項から 16 1 

の項までにおいて「登録住宅性能評価機関」という。）に

よる審査を受けたものを除く。）の認定の申請に対する審

査（長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 6条第 2項

の規定により建築基準法第 6条第 1項に規定する建築基準

関係規定の適合についての審査の申出があった場合を除く

）゚ 

1 3 7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 5条第 1 略

項から第 5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画

（同法第 6条第 1項第 1号に掲げる基準に適合しているこ

とにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を

受けたものに限る。）の認定の申請に対する審査（同法第

6条第 2項の規定により建築基準法第 6条第 1項に規定す

る建築基準関係規定の適合についての審査の申出があった

場合を除く。）

1 3 8 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 6条第 2 略 略

項（同法第 8条第 2項において準用する場合を含む。）の

規定により建築基準法第 6条第 1項に規定する建築基準関

係規定の適合についての審査の申出があった場合における

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 5条第 1項から

第 5項まで（同法第 8条第 2項においてこれらの規定を準

用する場合を含む。）の規定に基づく長期優良住宅建築等

計画の認定の申請に対する審査

1 3 9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 5条第 6 略

項及び第 7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画（

あらかじめ、同法第 6条第 1項第 1号に掲げる基準に適合

していることにつき登録住宅性能評価機関による審査を受

けたものを除く。）の認定の申請に対する審査
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1 3 9の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 5条 略

第6項及び第 7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計

画（同法第 6条第 1項璽 1号に掲げる基準に適合している

ことにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査

を受けたものに限る。）の認定の申請に対する審査

1 4 0 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 8条第 1 略

項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更（あらか

じめ、変更部分について同法第 6条第 1項第 1号に掲げる

基準に適合していることにつき登録住宅性能評価機関によ

る審査を受けたものを除く。）の認定の申請に対する壷査

（同法第 8条第 2項において準用する同法第 6条第 2項の

規定により建築基準法第 6条第 1項に規定する建築基準関

係規定の適合についての審査の申出があった場合を除く。

L 

1 4 1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 8条第 1 略

項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更（変更部

分について同法第 6条第 1項第 1号に掲げる基準に適合し

ていることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関によ

る審査を受けたものに限る。）の認定の申請に対する審査

（同法第8条第 2項において準用する同法第 6条第 2項の

規定により建築基準法第 6条第 1項に規定する建築基準関

係規定の適合についての審査の申出があった場合を除く。

L 

1 4 1の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条 略

第 1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更（

あらかじめ、変更部分について同法第 6条第 1項第 1号に

掲げる基準に適合していることにつき登録住宅性能評価機

関による審査を受けたものを除く。）の認定の申請に対す

る審査

1 4 1の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条 略

第 1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更（

変更部分について同法第 6条第 1項第 1号に掲げる基準に

適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機

関による審査を受けたものに限る。）の認定の申請に対す

る審査

1 4 2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 9条第 1 略

項又は第 3項の規定に基づく同法第 8条第 1項の規定によ

る長期優良住宅建堡等計画の変更の認定の申請に対する審

査

1 4 3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 10条の 略

規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査

1 4 4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 18条第 略

1項の規定に基づく住宅の容積率の特例の許可の申請に対
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する審査

1 4 5 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24年法 略

律第 84号）第 53条第 1項の規定に基づく低炭素建築物

新築等計画（同法第 54条第 1項第 1号及び第 3号に掲げ

る基準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性

能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律（平成 27年法律第 53号）第 15条第 1項に規定

する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（次項、 14 

8の項、 14 9の項、 15'5の項、 15 6の項及び 15 8 

の項から 16 1の項までにおいて「登録住宅性能評価機関

等」という。）による審査を受けたものを除く。）の認定

の申請に対する審査

1 4 6 都市の低炭素化の促進に関する法律第 53条第 1項 略

の規定に基づく低炭素建築物新筈等計画（同法第 54条第

1項第 1号及び第 3号に掲げる基準に適合していることに

つき、あらかじめ登録住宅性能評価機関等による審査を受

けたものに限る。）の認定の申請に対する審査

1 4 7 都市の低炭素化の促進に関する法律第 54条第 2項 略 略

（同法第 55条第 2項において準用する場合を含む。）の

規定により建築基準法第 6条第 1項に規定する建築基準関

係規定の適合についての審査の申出があった場合における

都市の低炭素化の促進に関する法律第 53条第 1項の規定

に基づく低炭素建築物新堡等計画の認定又は同法第 55条

第 1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認

定の申請に対する審査

1 4 8 都市の低炭素化の促進に関する法律第 55条第 1項 略

の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更（変更部分

について同法第 54条第 1項第 1号及び第 3号に掲げる基

準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評

価機関等による審査を受けたものを除く。）の認定の申請

に対する壷査

1 4 9 都市の低炭素化の促進に関する法律第 55条第 1項 略

の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更（変更部分

について同法第 54条第 1項第 1号及び第 3号に掲げる基

準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評

価機関等による審査を受けたものに限る。）の認定の申請

に対する審査

略

1 5 2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 略

1 2条第 1項又は第 13条第 2項の規定に基づく建築物工

ネルギー消費性能適合性判定

1 5 3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 略
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1 2条第 2項又は第 13条第 3項の規定に基づく建築物工

ネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー

消費性能適合性判定

1 5 4 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 略

1 2条第 1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受

けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が同条第 2

項に規定する軽微な変更に該当する旨の証明の申請に対す

る審査又は同法第 13条第 1項の建築物エネルギー消費性

能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画

の変更が同条第 2項に規定する軽微な変更に該当する旨の

証明の求めに対する審査

1 5 5 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 略

34条第 1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向

上計画（同法第 35条第 1項第 1号から第 3号までに掲げ

る基準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性

能評価機関等による審査を受けたもの又は登録住宅性能評

価機関から住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5条第

1項に規定する住宅性能評価書（以下この項、次項及び 1

5 8の項から 16 1の項までにおいて「住宅性能評価書」

という。）が交付された住宅に係るものを除く。）の認定

の申請に対する審査（建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第 35条第 2項の規定により建築基準法第 6

条第 1項に規定する建築基準関係規定の遥合についての審

査の申出があった場合を除く。）

1 5 6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 略

3 4条第 1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向

上計画（同法第 35条第 1項第 1号から第 3号までに掲げ

る基準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性

能評価機関等による審査を受けたもの又は登録住宅性能評

価機関から住宅性能評価書が交付された住宅に係るものに

限る。）の認定の申請に対する審査（同条第 2項の規定に

より建築基準法第 6条第 1項に規定する建築基準関係規定

の適合についての審査の申出があった場合を除く。）

1 5 7 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 略 略

3 5条第 2項（同法第 36条第 2項において準用する場合

を含む。）の規定により建築基準法第 6条第 1項に規定す

る建築基準関係規定の適合についての審査の申出があった

場合における建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律第 34条第 1項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定又は同法第 36条第 1項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請

に対する審査

1 5 8 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 略

3 6条第 1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向

上計画の変更（変更部分について同法第 35条第 1項第 1
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号から第 3号までに掲げる基準に適合していることにつき

、あらかじめ登録住宅性能評価機関等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能評価機関から住宅性能評価書が交付

された住宅に係るものを除く。）の認定の申請に対する審

査（同法第 36条第 2項において準用する同法第 35条第

2項の規定により建築基準法第 6条第 1項に規定する建築

基準関係規定の適合についての審査の申出があった場合を

除く。）

1 5 9 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 略

3 6条第 1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向

上計画の変更（変更部分について同法第 35条第 1項第 1

号から第 3号までに掲げる基準に適合していることにつき

、あらかじめ登録住宅性能評価機関等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能評価機関から住宅性能評価書が交付

された住宅に係るものに限る。）の認定の申請に対する審

査（同法第 36条第 2項において準用する同法第 35条第

2項の規定により建築基準法第 6条第 1項に規定する建築

基準関係規定の適合についての審査の申出があった場合を

除く。）

1 6 0 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 略

4 1条第 1項の規定に基づく建築物（同法第 34条第 1項

の認定（同法第 36条第 1項の変更の認定を含む。次項に

おいて同じ。）を受けた同法第 34条第 1項に規定する建

築物エネルギー消費性能向上計画（変更があったときは、

その変更後のもの。次項において同じ。）若しくは同法第

2条第 1項第 3号に規定する建築物エネルギー消費性能基

準に適合していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評

価機関等による審査を受けた計画若しくは都市の低炭素化

の促進に関する法律第 53条第 1項の認定（同法第 55条

第 1項の変更の認定を含む。次項において同じ。）を受け

た同法第 53条第 1項に規定する低炭素建築物新築等計画

（変更があったときは、その変更後のもの。次項において

同じ。）に基づき建築が行われた建築物又は建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律第 2条第 1項第 3号に

規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合しているこ

とにつき、あらかじめ登録住宅性能評価機関等による審査

を受けた住宅若しくは登録住宅性能評価機関から住宅性能

評価書が交付された住宅を除く。）が建築物エネルギー消

費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

1 6 1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 略

4 1条第 1項の規定に基づく建築物（同法第 34条第 1項

の認定を受けた同項に規定する建築物エネルギー消費性能

向上計画若しくは同法第 2条第 1項第 3号に規定する建築

物エネルギー消費性能基準に適合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価機関等による審査を受けた計画

若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律第 53条第 1

項の認定を受けた同項に規定する低炭素建築物新築等計画
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に基づき建築が行われた建築物又は建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律第 2条第 1項第 3号に規定する

建築物エネルギー消費性能基準に適合していることにつき

、あらかじめ登録住宅性能評価機関等による審査を受けた

住宅若しくは登録住宅性能評価機関から住宅性能評価書が

交付された住宅に限る。）が建築物エネルギー消費性能基

準に適合している旨の認定の申請に対する審査

略 略 略

備 考 略

別表第 2 （第2条＿関係）

手数料を徴収する事務 金額 摘要

略 略

7 消防法（昭和 23年法律第 18 6号）第 10条第 1項た 略

だし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し

、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

8 消防法第 11条第 1項前段の規定に基づく製造所の設置 略

の許可の申請に対する審査

， 消防法第 11条第 1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置 略

の許可の申請に対する審査

1 0 消防法第 11条第 1項前段の規定に基づく取扱所の設 略

置の許可の申請に対する審査

1 1 消防法第 11条第 1項後段の規定に基づく製造所の位 略

置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1 2 消防法第 11条第 1項後段の規定に基づく貯蔵所の位 略

置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1 3 消防法第 11条第 1項後段の規定に基づく取扱所の位 略

置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1 4 消防法第 11条第 5項の規定に基づく製造所の設置の 略

許可に係る完成検査

1 5 消防法第 11条第 5項の規定に基づく貯蔵所の設置の 略

許可に係る完成検査

1 6 消防法第 11条第 5項の規定に基づく取扱所の設置の 略

許可に係る完成検査

1 7 消防法第 11条第 5項の規定に基づく製造所の位置、 略

構造又は設備の変更の許可に係る完成検査
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1 8 消防法第 11条第 5項の規定に基づく貯蔵所の位置、 略

構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

1 9 消防法第 11条第 5項の規定に基づく取扱所の位置、 略

構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2 0 消防法第 11条第 5項ただし書の規定に基づく製造所 略

、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

2 1 消防法第 11条の 2第 1項の規定に基づく製造所、貯 略

蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

旦旦消防法第 11条の 2第 1項の規定に基づく製造所、貯 略

蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る

完成検査前検査

2 3 消防法第 14条の 3第 1項又は第 2項の規定に基づく 略

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

略 略

備考略
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37 令和 5年 11月 29日 水曜日 官 報 （号外第 250号）

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

総

務

大

臣

鈴

木

淳

司

法

務

大

臣

小

泉

龍

司

戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

政
令
第
三
百
三
十
六
号

戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
と
す

る。

御

名

御

璽

岸

田

文

雄
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令和 5年 12月 6日 水曜日 官 報 （号外第 255号） 6
 

7

戸
籍
法
第
四
十
八
条
第
一
項

（
同
法
第
百
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
く
届
出
若
し
く
は
申

6 
発求は除項籍求に明るわ織に求に発子使定よ法し発子二
行を抄かと電を係書当れを規が係行証用すり律た行証項戸
を行本れ同子行る提該た使定同るを明する同第行＾明の籍
除う又迄ー証う除供発場用す項除行書る電法七政情書規法
く場は戸の明者籍用行合するの籍う提方子第条の報提定第
↓合除籍事書が電識及にる電規電場供法情六第推通供に百

に籍の項が同子別ぴ限方子定子合用に報条一進信用基二
お証謄を証時証符除る法情に証＾識よ処第項等技識づ十
け明本証明に明号籍↓に報よ明当別り理一のに術別＜条
る書若明す当書の電によ処り書該符除組項規関を符除の
当のしする該の発子おり理同の発号籍織に定す活号籍三
該請くる事除請行証け行組項請行の電を規にる用の電第

5

戸
籍
法
第
十
二
条
の
二
に
お

↓
猛
囀
試
晶
彗
”

一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

又
は
同
法
第
百
二
十
六
条
の
規

定
に
基
づ
く
除
か
れ
た
戸
籍
に

記
載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明

書
の
交
付

4 
付定若項付籍の若ーーい

にし‘又の規し項項て戸
基く第は謄定くか若準籍
づは百同本にはらし用法
く第二法若基同第くす第
除百十第しづ法五はる十
籍二条百くく第項第同二
証十の二は除百ま十法条
明六二十抄か二で条第り
書条第条本れ十のの十＿
のの一第のた六規二条に
交規項ー交戸条定第第お

う
者
が
同
時
に
当
該
戸
籍
電
子

証
明
書
が
証
明
す
る
事
項
と
同

一
の
事
項
を
証
明
す
る
戸
籍
の

謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
戸
籍

証
明
書
の
請
求
を
行
う
場
合
に

お
け
る
当
該
発
行
を
除
く
。
）

離
婚
、
養
子
縁
組
、
養
子
離

は
認
知
の
届
出
の
受
理
に
つ
い

て
請
求
に
よ
り
法
務
省
令
で
定

除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符

号
一
件
に
つ
き
七
百
円

証
明
事
項
一
件
に
つ
き
四
百
五
十

円 一
通
に
つ
き
七
百
五
十
円

本
則
の
表
十
六
の
項
の
2
の
ホ
の
田
中
「
百
十
八
万
円
」
を
「
百
四
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
の
2
の
ホ
の
②
中

「
百
四
十
一
万
円
」
を
「
百
七
十
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
の
2
の
ホ
の
③
中
「
百
五
十
九
万
円
」
を
「
百
九
十
二
万

円
」
に
改
め
、
同
項
の
2
の
ホ
の
④
中
「
百
九
十
五
万
円
」
を
「
二
百
三
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
項
の
2
の
ホ
の
固

中
「
二
百
二
十
七
万
円
」
を
「
二
百
七
十
四
万
円
」
に
改
め
、
同
項
の
2
の
ホ
の
⑥
中
「
四
百
五
十
五
万
円
」
を
「
五

百
六
十
四
万
円
」
に
改
め
、
同
項
の
2
の
ホ
の
⑦
中
「
五
百
八
十
二
万
円
」
を
「
七
百
二
十
四
万
円
」
に
改
め
、
同
項

の
2
の
ホ
の
⑧
中
「
七
百
七
万
円
」
を
「
八
百
七
十
九
万
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
一
の
項
の
4
の
イ
中
「
六
千
六
百

円
」
を
「
七
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
4
の
口
中
「
四
千
六
百
円
」
を
「
五
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
4
の

ハ
中
「
三
千
七
百
円
」
を
「
四
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
5
中
「
四
千
七
百
円
」
を
「
五
千
三
百
円
」
に
改
め
、

同
表
二
十
三
の
項
の
4
の
イ
中
「
五
千
七
百
円
」
を
「
六
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
4
の
口
中
「
三
千
八
百
円
」

を
「
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
六
の
項
の
口
中
「
を
い
う
。
」
の
下
に
「
以
下
こ
の
項
、
」
を
、
「
金
額
」
の
下

に
「
（
当
該
移
動
式
製
造
設
備
に
つ
い
て
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
あ
っ

て
は
、
六
千
円
）
」
を
加
え
、
同
表
五
十
の
項
の
1
中
「
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
」
を
削
り
、
同
表
五
十
二

の
項
の
5
の
イ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
表
六
十
八
の
二
の
項
中
「
一
万
二
千
七
百
円
」

を
「
一
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
本
則
の
表
八
の
項
の
改
正
規
定
は
戸
籍
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
三
月

一
日
）
か
ら
、
同
表
二
十
一
の
項
及
び
二
十
三
の
項
の
改
正
規
定
は
同
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
大
臣
鈴
木

内
閣
総
理
大
臣
岸
田

8

戸
籍
法
第
四
十
八
条
第
二
項

（
同
法
第
百
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
く
届
書
そ
の
他
市
町

村
長
の
受
理
し
た
書
類
を
閲
覧

贔
悶
醤
双
詣
翡
虚

基
づ
く
届
書
等
情
報
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
に
供
す

る
事
務

のに百の理く第す法同請
証基二証し届百る第法の
明づ十明た書二場百第受
書く条書書そ十合十四理
の届のの類の六を七十の
交書六交に他条含条八証
付等第付記市のむに条明

情一又載町規こお第書
報項はし村定若い二の
のの同た長にして項交
内規法事の基く準＾付
容定第項受づは用同‘

淳
司

文
雄

書
類
又
は
届
書
等
情
報
の
内
容
を

表
示
し
た
も
の
一
件
に
つ
き
三
百

五
十
円

め
る
様
式
に
よ
る
上
質
紙
を
用
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
通
に
つ

き
千
四
百
円
）
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令和 5年 12月 6日 水曜日 官 報 （号外第 255号）

八
戸第第十百むおら八用同第項第
籍百百条二こいの条す法五及二戸
に二二の十‘て規第る第項び百籍
関十十三条第定ー場十ま第二法
す六条第の百準を項合二で十十＾
る条のーニニ用同及を条＾条四昭
事の六項第十す法び含のこの号和
務規第及一条る第第む二れ二..__,二
定ーび項第場百—↓iこら第第十
に項第一ム十項‘おの一十二
基並二第項口七＾第い規項条年
つび項百‘を条こ四て定か第法
くに‘二第含にれ十準をら一律

政
令
第
三
百
四
十
七
号

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。
本
則
の
表
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
六
日

御

名

御

璽

3 
戸供発場用す項子合用に以省組項規五法し発子二
籍用行合するの証＾識よ下令織に定十律た行証項戸
電識及にる電規明当別りこでを規に一＾行＾明の籍
子別び限方子定書該符戸の定使定よ号平政情書規法
証符戸る法情にの発号籍項め用すりツ成の報提定第
明号籍↓に報よ請行の電にるする同第十推通供に百
書の電によ処り求に発子おもる電法七四進信用基二
の発子おり理同が係行証いの方子第条年等技識づ十
請行証け行組項同るを明てに法情六第法に術別＜条
求に明るわ織に条戸行書同限＾報条一律関を符戸の
を係書当れを規第籍う提じる総処第項第す活号籍三
行る提該た使定ー電場供.....;; 0務理一の百る用の電第

2

戸
籍
法
第
十
条
第
一
項
、
第

十
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項

ま
で
又
は
第
百
二
十
六
条
の
規

定
に
基
づ
く
戸
籍
に
記
載
し
た

事
項
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付

1 
く第二法若のま十
戸百十第し規で条戸
籍二条百く定若の籍
証十の二はにし二法
明六二十抄基く第第
書条第条本づは一十
のの一第のく第項条
交規項ー交戸百か第
付定若項付籍二ら一

にし‘又の十第項
基く第は謄六五
づは百同本条項第

戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符

号
一
件
に
つ
き
四
百
円

証
明
事
項
一
件
に
つ
き
三
百
五
十

円 一
通
に
つ
き
四
百
五
十
円

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸

田

文

雄
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l 議案第 17号 I 
茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、所要の規定を整備す

るため提案する。

2 根拠法規

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 22 8条第 1項

3 条例の概要

(1) 引用法令の題名を改めることとした。（別表第 1関係）

(2) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとした。



-
6
8
-

-
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 "u 
訂

別表第 1 （第 2条関係） 別表第 1 （第 2条関係）

手数料を徴収する事務 I 金額 摘要 手数料を徴収する事務 I 金額 摘要

略 I略 略 略 I略 略

1 4 5 都市の低炭素化

の促進に関する法律（

平成 24年法律第 84

号）第 53条第 1項の

規定に基づく低炭素建

築物新築等計画（同法

第 54条第 1項第 1号

及び第 3号に掲げる基

準に適合していること

につき、あらかじめ登

録住宅性能評価機関又

は建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関

する法律（平成 27年

法律第 53号）第 15 

条第 1項に規定する登

録建築物エネルギー消

費性能判定機関（次項

、 1 4 8の項、 1 4 9 

の項、 1 5 5の項、 1 

5 6の項及び 15 8の

項から 16 1の項まで

において「登録住宅性

能評価機関等」という

次に掲げる申請の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

(1) 略

(2) 略

(3) 一の建築物（一戸建ての住

宅を除く。次項、 14 8の項

、 1 4 9の項、 1 5 5の項及

び 15 8の項において同じ。

）の認定の申請（同時に住宅

部分の申請をする場合におけ

るものを含む。） 次に掲げ

る当該申請に係る建築物の部

分の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額を合計した金額

ア 住宅部分（建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に

関する法律第 11条第 1項

に規定する住宅部分をいう

。以下同じ。） （建築物工

ネルギー消費性能基準等を

定める省令第 10条第 2号

イ（2) 及び口 (2) に適合す

るものとして申請された建

築物に係るものに限る。）

1 4 5 都市の低炭素化

の促進に関する法律（

平成 24年法律第 84

号）第 53条第 1項の

規定に基づく低炭素建

築物新築等計画（同法

第 54条第 1項第 1号

及び第 3号に掲げる基

準に適合していること

につき、あらかじめ登

録住宅性能評価機関又

は建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律 （平成 27年

法律第 53号）第 15 

条第 1項に規定する登

録建築物エネルギー消

費性能判定機関（次項

、 1 4 8の項、 1 4 9 

の項、 1 5 5の項、 1 

5 6の項及び 15 8の

項から 16 1の項まで

において「登録住宅性

能評価機関等」という

次に掲げる申請の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

(1) 略

(2) 略

(3) 一の建築物（一戸建ての住

宅を除く。次項、 14 8の項

、 1 4 9の項、 1 5 5の項及

び 15 8の項において同じ。

）の認定の申請（同時に住宅

部分の申請をする場合におけ

るものを含む。） 次に掲げ

る当該申請に係る建築物の部

分の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額を合計した金額

ア 住宅部分（建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関

する法律第 11条第 1項

に規定する住宅部分をいう

。以下同じ。） （建築物工

ネルギー消費性能基準等を

定める省令第 10条第 2号

イ（2) 及び口 (2) に適合す

るものとして申請された建

築物に係るものに限る。）
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。）による審査を受け

たものを除く。）の認

定の申請に対する審査

次に掲げる住宅部分の床

面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

（ア）

｝略

（エ）

イ略

ウ 非住宅部分（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等

に関する法律第 11条第 1

項に規定する非住宅部分を

いう。以下同じ。） （建築

物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第 10条第

1号イ（2) 及び口 (2) （非

住宅部分の全部を工場等(

同号に規定する工場等をい

う。以下同じ。）の用途に

供する場合にあっては、同

号口（2)) 又は建築物に係

るエネルギーの使用の合理

化の一層の促進その他の建

築物の低炭素化の促進のた

めに誘導すべき基準の一部

経

を改正する件（令和 4年国

環

済産業省

士交通省告示第 1号。以下

境省

この項及び 14 8の項にお

いて「改正告示」という。

）附則第 3項の規定により

読み替えて適用される建築

。）による審査を受け

たものを除く。）の認

定の申請に対する審査

次に掲げる住宅部分の床

面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

（ア）

i 略

（エ）

イ略

ウ 非住宅部分（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に

関する法律第 11条第 1

項に規定する非住宅部分を

いう。以下同じ。） （建築

物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第 10条第

1号イ（2) 及び口 (2) （非

住宅部分の全部を工場等（

同号に規定する工場等をい

う。以下同じ。）の用途に

供する場合にあっては、同

号口（2)) 又は建築物に係

るエネルギーの使用の合理

化の一層の促進その他の建

築物の低炭素化の促進のた

めに誘導すべき基準の一部

経

を改正する件（令和 4年国

環

済産業省

土交通省告示第 1号。以下

境省

この項及び 14 8の項にお

いて「改正告示」という。

）附則第 3項の規定により

読み替えて適用される建築



-
7
0
-

-
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

物エネルギー消費性能基準 物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第 10条第 等を定める省令第 10条第

1号口（2)及び改正告示の 1号口（2)及び改正告示の

施行の日以後の認定申請建 施行の日以後の認定申請建

築物の非住宅部分のうち増 築物の非住宅部分のうち増

築、改築又は修継等をする 築、改築又は修繕等をする

部分の一次エネルギー消費 部分の一次エネルギー消費

量並びに住宅部分のうち増 量並びに住宅部分のうち増

築、改築又は修繕等をする 築、改築又は修繕等をする

部分の外壁、窓等を通じて 部分の外壁、窓等を通じて

の熱の損失の防止及び一次 の熱の損失の防止及び一次

エネルギー消費量に関する エネルギー消費量に関する

基準（令和 4年国土交通省 基準（令和 4年国土交通省

告示第 11 0 7号。 14 8 告示第 11 0 7号。 14 8 

の項、 1 5 5の項及び 15 の項、 1 5 5の項及び 15 

8の項において「増改築部 8の項において「増改築部

分告示」という。）第 1第 分告示」という。）第 1第

1項第 2号の評価方法によ 1項第 2号の評価方法によ

り申請された建築物に係る り申請された建築物に係る

ものに限る。） 次に掲げ ものに限る。） 次に掲げ

る非住宅部分の床面積の区 る非住宅部分の床面積の区

分に応じ、それぞれ次に定 分に応じ、それぞれ次に定

める金額 める金額

（ア） （ア）

l 略 l 略

（守） （キ）

工略 工略

略 略 略 略 略 略

1 5 2 建築物のエネル 略 1 5 2 建築物のエネル 略

ギー消費性能の向上等 ギー消費性能の向上に

に関する法律第 12条 関する法律第 12条

第 1項又は第 13条第 第 1項又は第 13条第
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2項の規定に基づく建 2項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性 築物エネルギー消費性

能適合性判定 能適合性判定

1 5 3 建堡物のエネル 略 1 5 3 建築物のエネル 略

ギー消費性能の向上等 ギー消費性能の向上に

に関する法律第 12条 関する法律第 12条

第2項又は第 13条第 第 2項又は第 13条第．

3項の規定に基づく建 3項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性 築物エネルギー消費性

能確保計画の変更に係 能確保計画の変更に係

る建築物エネルギー消 る建築物エネルギー消

費性能適合性判定 費性能適合性判定

1 5 4 建築物のエネル 略 1 5 4 建築物のエネル 略

ギー消費性能の向上等 ギー消費性能の向上に

に関する法律第 12条 関する法律第 12条

第 1項の建築物エネル 第 1項の建築物エネル

ギー消費性能適合性判 ギー消費性能適合性判

定を受けた建築物エネ 定を受けた建築物エネ

ルギー消費性能確保計 ルギー消費性能確保計

画の変更が同条第 2項 画の変更が同条第 2項

に規定する軽微な変更 に規定する軽微な変更

に該当する旨の証明の に該当する旨の証明の

申請に対する審査又は 申請に対する審査又は

同法第 13条第 1項の 同法第 13条第 1項の

建築物エネルギー消費 建築物エネルギー消費

性能適合性判定を受け 性能適合性判定を受け

た建築物エネルギー消 た建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更 費性能確保計画の変更

が同条第 2項に規定す が同条第 2項に規定す

る軽微な変更に該当す る軽微な変更に該当す

る旨の証明の求めに対 る旨の証明の求めに対

する審査 する審査
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1 5 5 建築物のエネル

ギー消費性能の向上等

に関する法律第 34条

第 1項の規定に基づく

建築物エネルギー消費

性能向上計画（同法第

3 5条第 1項第 1号か

ら第 3号までに掲げる

基準に適合しているこ

とにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関

等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能

評価機関から住宅の品

質確保の促進等に関す

る法律第 5条第 1項に

規定する住宅性能評価

書（以下この項、次項

及び 15 8の項から 1

6 1の項までにおいて

「住宅性能評価書」と

いう。）が交付された

住宅に係るものを除く

。）の認定の申請に対

する審査（建築物のエ

ネルギー消費性能の向

上等に関する法律第 3

5条第 2項の規定によ

り建築基準法第 6条第

1項に規定する建築基

準関係規定の適合につ

いての審査の申出があ

った場合を除く。）

次に掲げる建築物の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額

(1) 

l 略

(3) 

(4) 2以上の建築物（建築物の

エネルギー消費性能の向上等

に関する法律第 34条第 3項

に規定する他の建築物を含む

場合をいう。次項、 15 8の

項及び 15 9の項において同

じ。） 当該計画に係る建築

物について、次に掲げる建築

物の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額を合計した金額

ア略

イ略

ウ 他の建築物（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等

に関する法律第 35条第 1

項第 4号に掲げる基準に適

合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能評価

機関から住宅性能評価書が

交付された住宅に係るもの

に限る。） 次項(1) 、（2

）又は (3) に定める金額

1 5 5 建築物のエネル

ギー消費性能の向上に

関する法律第 34条

第 1項の規定に基づく

建築物エネルギー消費

性能向上計画（同法第

3 5条第 1項第 1号か

ら第 3号までに掲げる

基準に適合しているこ

とにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関

等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能

評価機関から住宅の品

質確保の促進等に関す

る法律第 5条第 1項に

規定する住宅性能評価

書（以下この項、次項

及び 15 8の項から 1

6 1の項までにおいて

「住宅性能評価書」と

いう。）が交付された

住宅に係るものを除く

。）の認定の申請に対

する審査（建築物のエ

ネルギー消費性能の向

上に関する法律第 3

5条第 2項の規定によ

り建築基準法第 6条第

1項に規定する建築基

準関係規定の適合につ

いての審査の申出があ

った場合を除く。）

次に掲げる建築物の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額

(1) 

｝略

(3) 

(4) 2以上の建築物（建築物の

エネルギー消費性能の向上に

関する法律第 34条第 3項

に規定する他の建築物を含む

場合をいう。次項、 15 8の

項及び 15 9の項において同

じ。） 当該計画に係る建築

物について、次に掲げる建築

物の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額を合計した金額

ア略

イ略

ウ 他の建築物（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に

関する法律第 35条第 1

項第 4号に掲げる基準に適

合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能評価

機関から住宅性能評価書が

交付された住宅に係るもの

に限る。） 次項 (1) 、（2

）又は (3) に定める金額
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1 5 6 建築物のエネル

ギー消費性能の向上等

に関する法律第 34条

第 1項の規定に基づく

建築物エネルギー消費

性能向上計画（同法第

3 5条第 1項第 1号か

ら第 3号までに掲げる

基準に適合しているこ

とにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関

等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能

評価機関から住宅性能

評価書が交付された住

宅に係るものに限る。

）の認定の申請に対す

る審査（同条第 2項の

規定により建築基準法

第 6条第 1項に規定す

る建築基準関係規定の

適合についての審査の

申出があった場合を除

く。）

次に掲げる建築物の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額

(1) 略

(2) 略

(3) 2以上の建築物 当該計画

に係る建築物について、次に

掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額を合

計した金額

ア略

イ 他の建築物（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等

に関する法律第 35条第 1

項第 4号に掲げる基準に適

合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価

機関等による審脊を受けた

もの又は登録住宅性能評価

機関から住宅性能評価書が

交付された住宅に係るもの

を除く。） 前項(1) 、（2

）又は (3) に定める金額

ウ 他の建築物（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等

に関する法律第 35条第 1

項第 4号に掲げる基準に適

合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能評価

機関から住宅性能評価書が

交付された住宅に係るもの

に限る。） （1) 又は (2)

1 5 6 建築物のエネル

ギー消費性能の向上に

関する法律第 34条

第 1項の規定に基づく

建築物エネルギー消費

性能向上計画（同法第

3 5条第 1項第 1号か

ら第 3号までに掲げる

基準に適合しているこ

とにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関

等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能

評価機関から住宅性能

評価書が交付された住

宅に係るものに限る。

）の認定の申請に対す

る審査（同条第 2項の

規定により建築基準法

第 6条第 1項に規定す

る建築基準関係規定の

適合についての審査の

申出があった場合を除

く。）

次に掲げる建築物の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額

(1) 略

(2) 略

(3) 2以上の建築物 当該計画

に係る建築物について、次に

掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額を合

計した金額

ア略

イ 他の建築物（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に

関する法律第 35条第 1

項第4号に掲げる基準に適

合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能評価

機関から住宅性能評価書が

交付された住宅に係るもの

を除く。） 前項 (1) 、（2

）又は (3) に定める金額

ウ 他の建築物（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に

関する法律第 35条第 1

項第 4号に掲げる基準に適

合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受けた

もの又は登録住宅性能評価

機関から住宅性能評価書が

交付された住宅に係るもの

に限る。） （1) 又は (2)
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に定める金額

1 5 7 建築物のエネル I略
ギー消費性能の向上等

に関する法律第 35条

第 2項（同法第 36条

第 2項において準用す

る場合を含む。）の規

定により建築基準法第

6条第 1項に規定する

建築基準関係規定の適

合についての審査の申

出があった場合におけ

る建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関

する法律第 34条第 1

項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能

向上計画の認定又は同

法第 36条第 1項の規

定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請

に対する審査

1 5 8 建築物のエネル

ギー消費性能の向上等

に関する法律第 36条

第 1項の規定に基づく

建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更（

変更部分について同法

第 35条第 1項第 1号

から第 3号までに掲げ

次に掲げる建築物の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額

(1) 

！略

(3) 

(4) 2以上の建築物 当該計画

に係る建築物について、次に

掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額を合

略

に定める金額

1 5 7 建築物のエネル I略
ギー消費性能の向上に

関する造聾＿第 35条

第 2項（同法第 36条

第 2項において準用す

る場合を含む。）の規

定により建築基準法第

6条第 1項に規定する

建築基準関係規定の適

合についての審査の申

出があった場合におけ

る建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第 34条第 1

項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能

向上計画の認定又は同

法第 36条第 1項の規

定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請

に対する審査

1 5 8 建築物のエネル

ギー消費性能の向上に

関する法律第 36条

第 1項の規定に基づく

建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更（

変更部分について同法

第 35条第 1項第 1号

から第 3号までに掲げ

次に掲げる建築物の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額

(1) 

！略

(3) 

(4) 2以上の建築物 当該計画

に係る建築物について、次に

掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額を合

略
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る基準に適合している

ことにつき、あらかじ

め登録住宅性能評価機

関等による審査を受け

たもの又は登録住宅性

能評価機関から住宅性

能評価書が交付された

住宅に係るものを除く

。）の認定の申請に対

する審査（同法第 36 

条第 2項において準用

する同法第 35条第 2

項の規定により建築基

準法第 6条第 1項に規

定する建築基準関係規

定の適合についての審

査の申出があった場合

を除く。）

1 5 9 建築物のエネル

ギー消費性能の向上等

に関する法律第 36条

第 1項の規定に基づく

計した金額

ア略

イ略

ウ 既に計画の認定を受けた

他の建築物で、建築物のエ

ネルギー消費性能に変更が

生じるもの（建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に

関する法律第 35条第 1項

第4号に掲げる基準に適合

していることにつき、あら

かじめ登録住宅性能評価機

関等による審査を受けたも

のに限る。） 次項（1) 又

は(2) に定める金額

工略

オ新たに計画に追加する建

築物（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する

法聾第 35条第 1項第4号

に掲げる基準に適合してい

ることにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関等に

よる審査を受けたもの又は

登録住宅性能評価機関から

住宅性能評価書が交付され

た住宅に係るものに限る。

) 1 5 6の項（1) 又は (2

）に定める金額

次に掲げる建築物の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額

(1) 略

(2) 略

る基準に適合している

ことにつき、あらかじ

め登録住宅性能評価機

関等による審査を受け

たもの又は登録住宅性

能評価機関から住宅性

能評価書が交付された

住宅に係るものを除く

。）の認定の申請に対

する審査（同法第 36 

条第 2項において準用

する同法第 35条第 2

項の規定により建築基

準法第 6条第 1項に規

定する建築基準関係規

定の適合についての審

査の申出があった場合

を除く。）

1 5 9 建築物のエネル

ギー消費性能の向上に

関する法律第 36条

第 1項の規定に基づく

計した金額

ア略

イ略

ウ 既に計画の認定を受けた

他の建築物で、建築物のエ

ネルギー消費性能に変更が

生じるもの（建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関

する法律第 35条第 1項

第4号に掲げる基準に適合

していることにつき、あら

かじめ登録住宅性能評価機

関等による審査を受けたも

のに限る。） 次項（1) 又

は（2) に定める金額

工略

オ新たに計画に追加する建

築物（建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法

塾第35条第 1項第4号

に掲げる基準に適合してい

ることにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関等に

よる審査を受けたもの又は

登録住宅性能評価機関から

住宅性能評価書が交付され

た住宅に係るものに限る。

) 1 5 6の項（I)又は(2

）に定める金額

次に掲げる建築物の区分に応じ

、それぞれ次に定める金額

(1) 略

(2) 略
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建築物エネルギー消費 (3) 2以上の建築物 当該計画 建築物エネルギー消費 (3) 2以上の建築物 当該計画

性能向上計画の変更（ に係る建築物について、次に 性能向上計画の変更（ に係る建築物について、次に

変更部分について同法 掲げる建築物の区分に応じ、 変更部分について同法 掲げる建築物の区分に応じ、

第 35条第 1項第 1号 それぞれ次に定める金額を合 第 35条第 1項第 1号 それぞれ次に定める金額を合

から第 3号までに掲げ 計した金額 から第 3号までに掲げ 計した金額

る基準に適合している ア 略 る基準に適合している ア 略

ことにつき、あらかじ イ 既に計画の認定を受けた ことにつき、あらかじ イ 既に計画の認定を受けた

め登録住宅性能評価機 他の建築物で、建築物のエ め登録住宅性能評価機 他の建築物で、建築物のエ

関等による審査を受け ネルギー消費性能に変更が 関等による審査を受け ネルギー消費性能に変更が

たもの又は登録住宅性 生じるもの（建築物のエネ たもの又は登録住宅性 生じるもの（建築物のエネ

能評価機関から住宅性 ルギー消費性能の向上等に 能評価機関から住宅性 ルギー消費性能の向上に関

能評価書が交付された 関する法律第 35条第 1項 能評価書が交付された する法律第 35条第 1項

住宅に係るものに限る 第4号に掲げる基準に適合 住宅に係るものに限る 第4号に掲げる基準に適合

。）の認定の申請に対 していることにつき、あら 。）の認定の申請に対 していることにつき、あら

する審査（同法第 36 かじめ登録住宅性能評価機 する審査（同法第 36 かじめ登録住宅性能評価機

条第 2項において準用 関等による審査を受けたも 条第 2項において準用 関等による審査を受けたも

する同法第 35条第 2 のを除く。） 前項(1) 、 する同法第 35条第 2 のを除く。） 前項(1) 、

項の規定により建築基 (2) 又は(3) に定める金額 項の規定により建築基 (2) 又は(3) に定める金額

準法第 6条第 1項に規 ウ 既に計画の認定を受けた 準法第 6条第 1項に規 ウ 既に計画の認定を受けた

定する建築基準関係規 他の建築物で、建築物のエ 定する建築基準関係規 他の建築物で、建築物のエ

定の適合についての審 ネルギー消費性能に変更が 定の適合についての審 ネルギー消費性能に変更が

査の申出があった場合 生じるもの（建築物のエネ 査の申出があった場合 生じるもの（建築物のエネ

を除く。） ルギー消費性能の向上等に を除く。） ルギー消費性能の向上に関

関する法律第 35条第 1項 する法律第 35条第 1項

第4号に掲げる基準に適合 第4号に掲げる基準に適合

していることにつき、あら していることにつき、あら

かじめ登録住宅性能評価機 かじめ登録住宅性能評価機

関等による審査を受けたも 関等による審査を受けたも

のに限る。） (1) 又は(2 のに限る。） (1)又は(2

）に定める金額 ）に定める金額

工 新たに計画に追加する建 工 新たに計画に追加する建

築物（建築物のエネルギー 築物（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する 消費性能の向上に関する法

詰聾第 35条第 1項第4号 雙第35条第 1項第 4号
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1 6 0 建築物のエネル I略
ギー消費性能の向上等

に関する法律第41条

第 1項の規定に基づく

建築物（同法第 34条

第 1項の認定（同法第

3 6条第 1項の変更の

認定を含む。次項にお

いて同じ。）を受けた

同法第 34条第 1項に

規定する建築物エネル

に掲げる基準に適合してい

ることにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関等に

よる審査を受けたもの又は

登録住宅性能評価機関から

住宅性能評価書が交付され

た住宅に係るものを除く。

) 1 5 5の項(1) 、（2)

又は(3) に定める金額

オ 新たに計画に追加する建

築物（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する

法墾第 35条第 1項第4号

に掲げる基準に適合してい

ることにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関等に

よる審査を受けたもの又は

登録住宅性能評価機関から

住宅性能評価書が交付され

た住宅に係るものに限る。

) 1 5 6の項（1) 又は (2

）に定める金額

1 6 0 建築物のエネル I略
ギー消費性能の向上に

関する法律第41条

第 1項の規定に基づく

建築物（同法第 34条

第 1項の認定（同法第

3 6条第 1項の変更の

認定を含む。次項にお

いて同じ。）を受けた

同法第 34条第 1項に

規定する建築物エネル

に掲げる基準に適合してい

ることにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関等に

よる審査を受けたもの又は

登録住宅性能評価機関から

住宅性能評価書が交付され

た住宅に係るものを除く。

) 1 5 5の項(1) 、（2)

又は(3) に定める金額

オ新たに計画に追加する建

築物（建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法

聾第35条第 1項第4号
に掲げる基準に適合してい

ることにつき、あらかじめ

登録住宅性能評価機関等に

よる審査を受けたもの又は

登録住宅性能評価機関から

住宅性能評価書が交付され

た住宅に係るものに限る。

) 1 5 6の項（1) 又は(2

）に定める金額
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ギー消費性能向上計画

（変更があったときは

、その変更後のもの。

次項において同じ。）

若しくは同法第 2条第

1項第 3号に規定する

建築物エネルギー消費

性能基準に適合してい

ることにつき、あらか

じめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受

けた計画若しくは都市

の低炭素化の促進に関

する法律第 53条第 1

項の認定（同法第 55 

条第 1項の変更の認定

を含む。次項において

同じ。）を受けた同法

第53条第 1項に規定

する低炭素建築物新築

等計画（変更があった

ときは、その変更後の

もの。次項において同

じ。）に基づき建築が

行われた建築物又は聾

築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する

茎聾第 2条第 1項第 3

号に規定する建築物工

ネルギー消費性能基準

に適合していることに

つき、あらかじめ登録

住宅性能評価機関等に

よる審査を受けた住宅

ギー消費性能向上計画

（変更があったときは

、その変更後のもの。

次項において同じ。）

若しくは同法第 2条第

1項第 3号に規定する

建築物エネルギー消費

性能基準に適合してい

ることにつき、あらか

じめ登録住宅性能評価

機関等による審査を受

けた計画若しくは都市

の低炭素化の促進に関

する法律第 53条第 1

項の認定（同法第 55 

条第 1項の変更の認定

を含む。次項において

同じ。）を受けた同法

第 53条第 1項に規定

する低炭素建築物新築

等計画（変更があった

ときは、その変更後の

もの。次項において同

じ。）に基づき建築が

行われた建築物又は旦

築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法

璽ー第 2条第 1項第 3

号に規定する建築物工

ネルギー消費性能基準

に適合していることに

つき、あらかじめ登録

住宅性能評価機関等に

よる審査を受けた住宅
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若しくは登録住宅性能

評価機関から住宅性能

評価書が交付された住

宅を除く。）が建築物

エネルギー消費性能基

準に適合している旨の

認定の申請に対する審

査

1 6 1 建築物のエネル I略
ギー消費性能の向上等

に関する法律第41条

第 1項の規定に基づく

建築物（同法第 34条

第 1項の認定を受けた

同項に規定する建築物

エネルギー消費性能向

上計画若しくは同法第

2条第 1項第 3号に規

定する建築物エネルギ

ー消費性能基準に適合

していることにつき、

あらかじめ登録住宅性

能評価機関等による審

査を受けた計画若しく

は都市の低炭素化の促

進に関する法律第 53 

条第 1項の認定を受け

た同項に規定する低炭

素建築物新築等計画に

基づき建築が行われた

建築物又は建築物のエ

ネルギー消費性能の向

上等に関する法律第 2

若しくは登録住宅性能

評価機関から住宅性能

評価書が交付された住

宅を除く。）が建築物

エネルギー消費性能基

準に適合している旨の

認定の申請に対する審

査

1 6 1 建築物のエネル I略
ギー消費性能の向上に

関する法律第 41条

第 1項の規定に基づく

建築物（同法第 34条

第 1項の認定を受けた

同項に規定する建築物

エネルギー消費性能向

上計画若しくは同法第

2条第 1項第 3号に規

定する建築物エネルギ

ー消費性能基準に適合

していることにつき、

あらかじめ登録住宅性

能評価機関等による審

査を受けた計画若しく

は都市の低炭素化の促

進に関する法律第 53 

条第 1項の認定を受け

た同項に規定する低炭

素建築物新築等計画に

基づき建築が行われた

建築物又は建築物のエ

ネルギー消費性能の向

上に関する法律第 2
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条第 1項第 3号に規定 条第 1項第 3号に規定

する建築物エネルギー する建築物エネルギー

消費性能基準に適合し 消費性能基準に適合し

ていることにつき、あ ていることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能 らかじめ登録住宅性能

評価機関等による審査 評価機関等による審査

を受けた住宅若しくは を受けた住宅若しくは

登録住宅性能評価機関 登録住宅性能評価機関

から住宅性能評価書が から住宅性能評価書が

交付された住宅に限る 交付された住宅に限る

。）が建築物エネルギ 。）が建築物エネルギ

ー消費性能基準に適合 ー消費性能基準に適合

している旨の認定の申 している旨の認定の申

請に対する審査 請に対する審査

略 略 略 略 略 略

備考略 備考略



-81-

--0123456789

茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例参照条文

0地方自治法

（手数料）

第二百二十七条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものに

つき、手数料を徴収することができる。

（分担金等に関する規制及び罰則）

第二百二十八条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めな

ければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認

められるものとして政令で定める事務（以下本項において「標準事務」という。）について手数料

を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定め

る金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

2 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五

万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については

、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額（当該五倍に相当する金額が五万円を超えな

いときは、五万円とする。）以下の過料を科する規定を設けることができる。

〇茅ヶ崎市手数料条例

（徴収すべき事務及び金額）

第 2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表第 1及び別表第2に掲げるとおりとする。
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令和 5年 9月 13日 水瞳日 官 報 （号外特第 61号） 2
 

御

名

御

璽

岸斉西鈴齋
田 藤 村 木 藤

文鉄康俊
雄夫稔一健

岸

田

文

雄

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
九
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

政
令
第
二
百
七
十
九
号

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る。
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
と
す
る
。

法
務
大
臣

財
務
大
臣

経
済
産
業
大
臣

国
土
交
通
大
臣

内
閣
総
理
大
臣
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（

建

築

士

法

の

一

部

改

正

）

四

第

一

条

（

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

の

題

名

の

改

正

規

定

、

同

法

の

目

次

の

第
五
条
建
築
士
法
（
昭
和
―
―
十
五
年
法
律
第
二
百
―
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
正
規
定
（
「
特
定
建
築
主
の
新
築
す
る
分
譲
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
分
譲

第

一

一

条

第

十

項

中

「

、

「

軒

の

高

さ

」

」

を

削

る

。

型

規

格

共

同

住

宅

等

」

に

、

「

特

定

建

設

工

事

業

者

の

新

た

に

建

設

す

る

請

負

型

規

格

住

宅

」

を

「

請

負

型

二

戸

建

第
三
条
第
一
項
中
「
左
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
中
同
様
と
す
る
」
を
「
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
同
項
て
規
格
住
宅
及
び
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第

第
一
号
中
「
オ
ー
デ
イ
ト
リ
ア
ム
」
を
「
オ
ー
デ
イ
ト
リ
ア
ム
」
に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第
“
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
条
の
改
圧
規
定
、
同
法
第
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
汗
規
定
、
同
法
第
六
章
の
次
に
一
章
を
加
え

二
号
中
「
＋
―
ニ
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
」
を
「
十
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
地

、

、

る

改

正

規

定

、

同

法

第

七

十

二

条

の

改

正

規

定

、

同

法

第

七

卜

三

条

の

改

正

規

定

、

同

法

第

七

十

四

条

の

改

正

規

階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
二
号
中
「
れ
ん
瓦
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
若
し
く

定
、
同
法
第
七
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
七
条
の
改
正
規
定
及
び
同

は
」
を
「
れ
ん
が
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
又
は
」
に
、
「
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー

法
第
七
十
八
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
四
条
（
建
築
基
準
法
第
二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
十
七
号
の
改
正

規
定
を
除
く
。
）
、
同
法
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
六
条
の
改
正

ト
ル
を
こ
え
る
」
を
「
を
超
え
る
も
の
、
高
さ
が
十
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上

規
定
、
同
法
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
二
条
第
十
四
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
一
条

で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
こ
え
、
且
つ
」
を
「
超
え
、
か
つ
」
に
、
「
以
上
の

j

を
「
以
上
で
あ
る
」
に

に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
六
条
の
七
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
七
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及

改
め
る
。

び
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
、
「
同
項
第
四
号
]
を
「
同

（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

項
第
三
号
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
部
分
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
及
び
第
七
条
の
規
定
並
び
に

第
六
条
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
―
―
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

附
則
第
四
条
、
第
八
条
（
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
第
百
五
十
五
号
の
二

る。

日
の
改
正
規
定
（
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
同
号
口
の
改
正

第
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
若
し
く
は
前
号
」
を

規
定
（
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
及
び
第
九
条
の
規

加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

十
住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

~
~
~
~
~
~
い
．
｀
~
~
~
~

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
い
う
。
）
の
向
上
を
主
た

第
二
条
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
か
ら

る
目
的
と
す
る
住
宅
の
改
良
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

第
十
―
―
一
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第
十
三
条
に

第
十
四
条
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
そ
の
工
事
に
着
手
す
る
建
築
物
の
建
築
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
そ

第

二

十

二

条

中

「

第

九

号

」

を

「

第

十

号

」

に

改

め

る

。

の

工

事

に

着

手

し

た

建

築

物

の

建

築

に

関

し

て

当

該

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

の

た

め

に

第

二

条

の

第
七
条
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
建
築
主
、
国
等
の

第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
中
一
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
機
関
の
長
及
び
所
管
行
政
庁
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

等

に

関

す

る

法

律

」

に

改

め

る

。

ー

（

建

築

基

準

法

の

一

部

改

正

に

伴

う

経

過

措

置

）

一
第
三
条
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日

附
則
．

（

施

行

期

日

）

以

後

に

そ

の

工

事

に

着

手

す

る

建

築

物

の

建

築

、

大

規

模

の

修

繕

又

は

大

規

模

の

模

様

替

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
一
第
四
条
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び

~
 

一

附

則

第

五

条

の

規

定

公

布

の

日

附

則

第

二

条

の

規

定

に

よ

り

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

こ

と

と

さ

れ

る

場

合

に

お

け

る

こ

の

法

律

の

施

行

後

に

し

た

行

二
第
六
条
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

三
第
一
条
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
題
名
の
改
正
規
定
、
同
法
の
目
次
の
改
（
政
令
へ
の
委
任
）

正
規
定
（
「
特
定
建
築
主
の
新
築
す
る
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
一
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
分
譲
第
五
条
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置

型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
、
「
特
定
建
設
工
事
業
者
の
新
た
に
建
設
す
る
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
請
負
型
二
戸
建
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

て
規
格
住
宅
及
び
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
（
検
討
）

三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
‘
第
六
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規

同
法
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
章
の
次
に
一
章
を
加
え
定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基

る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
四
条
の
改
正
規
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

定
、
同
法
第
七
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
七
条
の
改
正
規
定
及
び
同
（
消
防
法
の
一
部
改
正
）

法
第
七
十
八
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
第
七
条
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日



-84-

--0123456789

令和 4年 6月 17日 金曜日 官 報 （号外第 129号） 72 
法
律
第
六
十
九
号

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

る

：

一

拍

戸

を

―

'

"

戸

規

格

住

宅

及

び

分

譲

目

、

中

、

型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
、
「
特
定
建
設
工
事
業
者
の
新
た
に
建
設
す
る
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
請
負
型
二
戸
建
て

規
格
住
宅
及
び
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
、
「
第
四
章
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
等
（
第

「
第
三
章
の
二
販
売
事
業
者
等
に
よ
る
建
築
物
の
販
売
等
に
係
る
措
置
（
第
三
十
三

三
十
四
条
ー
第
四
十
条
）
」
を
第
四
章
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
等
（
第
一
二
十
四
条
ー
第

鴨
」
・
第
一
二
十
三
条
の
．
―
-
）
」
に
、
「
第
七
章
雑
則
（
第
六
十
八
条
ー
第
七
十
一
条
）
」
を
疇

5
-
[
の
エ
則
真
疇
這

に
改
め
る
。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
に
お
け
る
措
置
（
第
六
十
七
条
の
ニ
ー
第
六
十
七
条
の
六
）

十
八
条
ー
第
七
十
一
条
）

第
一
条
中
「
の
向
上
に
」
を
一
の
向
上
及
び
建
築
物
へ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
の
設
置
の
促
進
（
以

下
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
」
と
い
う
。
）
に
」
に
、
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

を
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
を
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
]
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

等
」
に
改
め
、
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
前
一
二
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、
「
建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
促
進
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

第
四
条
第
一
項
及
び
第
一
一
項
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
を
促
進
す
る
」
を
「
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
を
図
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
」
に

改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
、
」
を
「
第
二
十
九
条
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一

号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
[
第
=
平
血
互
盃
兎
二
想
の
下
に
「
及
び
第
六
十
七
条
の
四
」
を
加
え
る

o

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
削
除

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
中
一
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
三
章
第
五
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
節
分
譲
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
分
譲
型
規
格
共
同
住
宅
等
に
係
る
措
置

第
二
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
特
定
二
戸
建
て
住
宅
建
築
主
及
び
特
定
共
同
住
宅
等
建
築
主
の
努
力
）
」
に
改
め
、
同

条
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
」
に
改
め
、
「
あ
っ
て
、
そ
の
」
の
下
に
「
一
年
間
に
」
を

加
え
、
「
（
以
下
」
を
「
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
」
に
、
「
。
以
下
」
を
「
。
同
項
に
お
い
て
」
に
、
「
次

条
第
一
項
」
を
「
同
項
]
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

特
定
共
同
住
宅
等
建
築
主
（
自
ら
が
定
め
た
共
同
住
宅
等
（
共
同
住
宅
又
は
長
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
規
格
に
基
づ
き
共
同
住
宅
等
を
新
築
し
、
こ

れ
を
分
譲
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
建
築
主
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
年
間
に
新
築
す
る
当
該
規
格
に
基
づ
く
共
同

住
宅
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
分
譲
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
の
住
戸
の
数
が
政

令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
，
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
六
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の

新
築
す
る
分
譲
型
規
格
共
同
住
宅
等
を
同
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
分
譲
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
に
関
す
る

基
準
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
又
は
分
譲
型
規
格
共
同
住
宅

等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
特
定
一
戸
建
て
住

宅
建
築
主
又
は
特
定
共
同
住
宅
等
建
築
主
（
次
項
及
び
同
条
に
お
い
て
「
特
定
二
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
]
と
い
う
。
）
]

に
、
「
分
譲
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
に
改
め
、
「
向
上
」
の
下
に
「
（
建
築
物
工

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
超
え
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
を
当
該
建
築
物
に
お
い
て
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
特

定
建
築
主
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
、
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規

格
住
宅
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
見
出
し
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
二
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特

定
建
築
主
」
を
「
特
定
二
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
、
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規

格
住
宅
等
」
に
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を

「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
、
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
分

譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
二
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
、
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規

格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
六
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
節
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
に
係
る
措
置

第
三
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
特
定
．
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
及
び
特
定
共
同
住
宅
等
建
設
工
事
業
者
の
努

カ
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
特
定
建
設
工
事
業
者
」
を
「
特
定
二
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
」
に
改
め
、
「
定
め
た
」

及
び
「
基
づ
き
」
の
下
に
「
一
戸
建
て
の
」
を
、
「
あ
っ
て
、
そ
の
」
の
下
に
「
一
年
間
に
」
を
、
「
基
づ
く
」
の
下
に

「
一
戸
建
て
の
」
を
加
え
、
「
「
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
請
負
型
二
戸
建
て

規
格
住
宅
」
に
改
め
、
「
政
令
で
定
め
る
住
宅
の
区
分
（
第
一
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
住
宅
区
分
」
と
い
う
。
）
ご

と
に
」
を
削
り
、
「
。
以
下
」
を
「
。
同
項
に
お
い
て
」
に
、
「
請
負
型
規
格
住
宅
を
次
条
第
一
項
」
を
「
請
負
型
一
戸

建
て
規
格
住
宅
を
同
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

特
定
共
同
住
宅
等
建
設
工
事
業
者
（
自
ら
が
定
め
た
共
同
住
宅
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
規
格
に
基
づ
き

共
同
住
宅
等
を
新
た
に
建
設
す
る
工
事
を
業
と
し
て
請
け
負
う
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
年
間
に
新
た
に
建
設
す
る

当
該
規
格
に
基
づ
く
共
同
住
宅
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
と

い
う
。
）
の
住
戸
の
数
が
政
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
新
た
に

建
設
す
る
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
を
同
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
請
負
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
に
関
す
る

基
準
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
建
設
工
事
業
者
」
を
「
請
負
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
又
は
請
負
型
規
格
共

同
住
宅
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
請
負
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
特
定
二
戸

建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
又
は
特
定
共
同
住
宅
等
建
設
工
事
業
者
（
次
項
及
び
同
条
に
お
い
て
「
特
定
二
戸
建
て
住

宅
建
設
工
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
特
定
建
設
工
事
業
者
」
を
「
特
定
二
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
等
」
に
、
「
請
負
型
規
格
住
宅
」
を

「
請
負
型
二
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
に
改
め
る
。
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議案第 18号

茅ヶ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準の改正に鑑み、特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要

事項の公表の方法の基準を改めるため提案する。

2 根拠法規

子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 34条第 2項及び第 46条第 2

項

3 条例の概要

(1) 特定教育・保育施設は、利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認めら

れる重要事項について、見やすい場所に掲示することに加えて、電気通信回線に接続

して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。（第 23 

条関係）

(2) 規定を整備することとした。（第 36条、第 53条関係）

(3) 所要の規定を整備することとした。（第 15条、第 44条関係）

(4) この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
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茅ヶ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 lj 
i
H
 

（特定教育・保育の取扱方針）

第 15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に

定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を

適切に行わなければならない。

(1) 略

(2)認定こども園（認定こども園法第 3条第 1

項又は第 3項の認定を受けた施設及び同条第

1 0項の規定による公示がされたものに限る

。） 次号及び第4号に掲げる事項

(3) 略

(4)保育所児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（昭和 23年厚生省令第63号）第

3 5条の規定に基づき保育所における保育の

内容について内閣総理大臣が定める指針

2 略

（掲示等）

第 23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育

・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要

、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用

申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると

認められる重要事項を掲示するとともに、電気

通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆に

よって直接受信されることを目的として公衆か

らの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい

、放送又は有線放送に該当するものを除く。）

により公衆の閲覧に供しなければならない。

（特別利用教育の基準）

第 36条略

2 略

3 特定教育・保育施設が、第 1項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、特定教育・

保育には特別利用教育を、施設型給付費には特

例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前節（第 6条第 3項及び第 7条第 2項を除く。

）の規定を適用する。この場合において、第 6

条第 2項中「特定教育・保育施設（認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ

。）」とあるのは「特定教育，保育施設（特別

利用教育を提供している施設に限る。以下この

項において同じ。）」と、 「利用の申込みに係

る法第 19条第 1号に掲げる小学校就学前子ど

も」とあるのは「利用の申込みに係る法第 19 

条第 2号に掲げる小学校就学前子ども」と、 「

同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは「

（特定教育・保育の取扱方針）

第 15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に

定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を

適切に行わなければならない。

(1) 略

(2) 認定こども園（認定こども園法第 3条第 1

項又は第 3項の認定を受けた施設及び同条第

1 1項の規定による公示がされたものに限る

。） 次号及び第4号に掲げる事項

(3) 略

(4)保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（昭和 23年厚生省令第 63号）第

3 5条の規定に基づき保育所における保育の

内容について厚生労働大臣が定める指針

2 略

（掲示）

第 23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育

・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要

、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用

申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると

認められる重要事項を掲示し

なければならない。

（特別利用教育の基準）

第 36条略

2 略

3 特定教育・保育施設が、第 1項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、特定教育・

保育には特別利用教育を、施設型給付費には特

例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前節（第6条第 3項及び第 7条第 2項を除く。

）の規定を適用する。この場合において、第 6

条第 2項中

「利用の申込みに係

る法第 19条第 1号に掲げる小学校就学前子ど

も」とあるのは「利用の申込みに係る法第 19 

条第 2号に掲げる小学校就学前子ども」と、 「

同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数Jとあるのは「
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同条第 1号又は第2号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総

数」と、 「同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分」とあるのは「同条第 1号に掲げる小学校

就学前子どもの区分」と、第 13条第 2項中「

法第27条第3項第 1号に掲げる額」とあるの

は「法第28条第 2項第3号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条

第4項第3号イ（ア）中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同

号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を除く。）」とする。

（特定地域型保育の取扱方針）

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準第35条の規定

に基づき保育所における保育の内容について旦

閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事

業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を

適切に行わなければならない。

（電磁的記録等）

第 53条略

2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定に

よる書面等の交付又は提出については、当該書

面等が電磁的記録により作成されている場合に

は、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4

項で定めるところにより、教育・保育給付認定

保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき

事項（以下この条において「記載事項」という

。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設

等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付

認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以

下この条において同じ。）を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって次

に掲げるもの（以下この条において「電磁的方

法」という。）により提供することができる。

この場合において、当該特定教育・保育施設等

は、当該書面等を交付し、又は提出したものと

みなす。

3 

(1)略

(2)電磁的記録媒体（＿電磁的記録に係る記録媒

体をいう。）

をもって調製

するファイルに記載事項を記録したものを交

付する方法

i 略

6 

同条第 1号又は第 2号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総

数」と、 「同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分」とあるのは「同条第 1号に掲げる小学校

就学前子どもの区分」と、第 13条第 2項中「

法第 27条第 3項第 1号に掲げる額」とあるの

は「法第28条第 2項第3号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条

第4項第3号イ（ア）中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同

号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を除く。）」とする。

（特定地域型保育の取扱方針）

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準第 35条の規定

に基づき保育所における保育の内容について厘

生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事

業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を

適切に行わなければならない。

（電磁的記録等）

第 53条略

2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定に

よる書面等の交付又は提出については、当該書

面等が電磁的記録により作成されている場合に

は、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4

項で定めるところにより、教育・保育給付認定

保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき

事項（以下この条において「記載事項」という

。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設

等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付

認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以

下この条において同じ。）を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって次

に掲げるもの（以下この条において「電磁的方

法」という。）により提供することができる。

この場合において、当該特定教育・保育施設等

は、当該書面等を交付し、又は提出したものと

みなす。

3 

(1)略

(2)磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製

するファイルに記載事項を記録したものを交

付する方法

i 略

6 
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茅ヶ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例参照条文

0子ども・子育て支援法

（特定教育・保育施設の基準）

第三十四条 特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該

各号に定める基準（以下「教育・保育施設の認可基準」という。）を遵守しなければならない。

一 認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県（地方自治法第二百五十二

条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「指定都市等

」という。）の区域内に所在する認定こども園（都道府県が設置するものを除く。以下「指定都

市等所在認定こども園」という。）については、当該指定都市等。以下この号において同じ。）

の条例で定める要件（当該認定こども園が認定こども園法第三条第一項の認定を受けたものであ

る場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十項

の規定による公示がされたものである場合に限る。）、認定こども園法第三条第三項の規定によ

り都道府県の条例で定める要件（当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同

項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十項の規定による

公示がされたものである場合に限る。）又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府

県の条例で定める設備及び運営についての基準（当該認定こども園が幼保連携型認定こども園（

認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。）である場合に限る。

二 幼稚園 学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準（第五十八条

の四第一項第二号及び第三号並びに第五十八条の九第二項において「設置基準」という。） （幼

稚園に係るものに限る。）

三 保育所 児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県（指定都市等又は同法第五十九条

の四第一項に規定する児童相談所設置市（以下「児童相談所設置市」という。）の区域内に所在

する保育所（都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号にお

いて「指定都市等所在保育所」という。）については、当該指定都市等又は児童相談所設置市）

の条例で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準（保育所に係るものに限る。）

2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準

に従い、特定教育・保育（特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっ

ては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ。）を提供しなければなら

ない。

3 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に

従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

ー 特定教育・保育施設に係る利用定員（第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう

。第七十二条第一項第一号において同じ。）

ニ 特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及

び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定

めるもの

4 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準及び同項第二号の内閣府令を定め、又は

変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部

分についてこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

5 特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は

第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開

始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の

辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育。保育の提供を希望する者に

対し、必要な教育。保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育。保育施設の設置者その他関係

者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
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（特定地域型保育事業の基準）

第四十六条 特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一

項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準（以下「地域型保育事業の認可

基準」という。）を遵守しなければならない。

旦 特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い

、特定地域型保育を提供しなければならない。

3 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に

従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

ー 特定地域型保育事業に係る利用定員（第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう

。第七十二条第一項第二号において同じ。）

ニ 特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及

び秘密の保持等並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で

定めるもの

4 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準及び同項第二号の内閣府令を定め、又は

変更しようとするときは、特定地域型保育の取扱いに関する部分についてこども家庭審議会の意見

を聴かなければならない。

5 特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第四十

八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の

前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の

日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、

必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者その他関係者との連絡調

整その他の便宜の提供を行わなければならない。

0就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（地域の自

主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和 5年法律第 58号）第 3条の規定による改正後のもの）

（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等）

第三条 幼稚園又は保育所等の設置者（都道府県及び地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第

―百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「指

定都市等」という。）を除く。）は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県（当該幼稚園又

は保育所等が指定都市等所在施設（指定都市等の区域内に所在する施設であって、都道府県が単独

で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律

第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。）が設置する施設以外

のものをいう。以下同じ。）である場合にあっては、当該指定都市等）の条例で定める要件に適合

している旨の都道府県知事（当該幼稚園又は保育所等が指定都市等所在施設である場合にあっては

、当該指定都市等の長） （保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係

る事務を地方自治法第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等の長の委任を受け

て当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が行う場合その他の主務省令で定める場合にあっては

、都道府県又は指定都市等の教育委員会。以下この章及び第四章において同じ。）の認定を受ける

ことができる。

2 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運

営に関する基準を参酌して定めるものとする。

ー 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領（学校教育法第二十五条第一項の規

定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第十条第二項において同じ。）に

従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚

園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。

ー 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか

、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども（当該施設が保育所である場合にあっ
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ては、当該保育所が所在する市町村（特別区を含む。以下同じ。）における児章福祉法第二十四

条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限

る。）を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達

成されるよう保育を行うこと。

三 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし

当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得

る体制の下で行うこと。

3 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されて

いる場合における当該幼稚園及び保育機能施設（以下「連携施設」という。）の設置者（都道府県

及び指定都市等を除く。）は、その設置する連携施設が都道府県（当該連携施設が指定都市等所在

施設である場合にあっては、当該指定都市等）の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知

事（当該連携施設が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等の長）ー一ーの認定を受

けることができる。

4 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、主務大臣が定める施設の設備及び運

営に関する基準を参酌して定めるものとする。

一 次のいずれかに該当する施設であること。

イ 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二

十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当

該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

ロ 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成

する幼稚園に入園させて一貰した教育及び保育を行うこと。

二 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照

らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供

し得る体制の下で行うこと。

5 都道府県知事（指定都市等所在施設である幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当

該指定都市等の長。第八項及び第九項、次条第一項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項

において同じ。）は、国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する

国立大学法人を含む。以下同じ。）、市町村（指定都市等を除く。）及び公立大学法人以外の者か

ら、第一項又は第三項の認定の申請があったときは、第一項又は第三項の条例で定める要件に適合

するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準（当該認定の申請をした者が学校法人（私立学校法

（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。）又は社会福祉

法人（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以

下同じ。）である場合にあっては、第四号に掲げる基準に限る。）によって、その申請を審査しな

ければならない。

ー 第一項若しくは第三項の条例で定める要件に適合する設備又はこれに要する資金及び当該申請

に係る施設の経営に必要な財産を有すること。

二 当該申請に係る施設を設置する者（その者が法人である場合にあっては、経営担当役員（業務

を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）とする。次号において同じ。

）が当該施設を経営するために必要な知識又は経験を有すること。

三 当該申請に係る施設を設置する者が社会的信望を有すること。

四 次のいずれにも該当するものでないこと。

イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる

までの者であるとき。

ロ 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの

規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者であるとき。

ハ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
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二 申請者が、第七条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年

を経過しない者（当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分

に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知があった日前六十日

以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧間その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社

員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を

含む。ホ及び第十七条第二項第七号において同じ。）又はその事業を管理する者その他の政令

で定める使用人（以下この号において「役員等」という。）であった者で当該取消しの日から

起算して五年を経過しないものを含み、当該認定を取り消された者が法人でない場合において

は、当該通知があった日前六十日以内に当該事業の管理者であった者で当該取消しの日から起

算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該認定の取消しが、認定こど

も園の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を

防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ

の他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、二本

文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして

主務省令で定めるものに該当する場合を除く。

ホ 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下ホにおいて同じ。）の役員に占

めるその役員の割合が二分のーを超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じ

て当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者

として主務省令で定めるもの（以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。）、申請者の親

会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社

等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な

影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がそ

の役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じ

てその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主

務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。

）が、第七条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過

していないとき。ただし、当該認定の取消しが、認定こども園の認定の取消しのうち当該認定

の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の

設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こ

ども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認定の取消しに該当し

ないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場

合を除く。

へ 申請者が、認定の申請前五年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者

であるとき。

卜 申請者が、法人で、その役員等のうちにイから二まで又はへのいずれかに該当する者のある

ものであるとき。

チ 申請者が、法人でない者で、その管理者がイから二まで又はへのいずれかに該当する者であ

るとき。

6 都道府県知事は、第一項又は第三項の認定をしようとするときは、主務省令で定めるところによ

り、あらかじめ、当該認定の申請に係る施設が所在する市町村の長に協議しなければならない。

7 指定都市等の長は、第一項又は第三項の認定をしようとするときは、その旨及び次条第一項各号

に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。

8 都道府県知事は、第一項又は第三項及び第五項に基づく審査の結果、その申請が第一項又は第三

項の条例で定める要件に適合しており、かつ、その申請をした者が第五項各号に掲げる基準（その

者が学校法人又は社会福祉法人である場合にあっては、同項第四号に掲げる基準に限る。）に該当

すると認めるとき（その申請をした者が国、市町村（指定都市等を除く。）又は公立大学法人であ

る場合にあっては、その申請が第一項又は第三項の条例で定める要件に適合していると認めるとき
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）は、第一項又は第三項の認定をするものとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する

とき、その他の都道府県子ども・子育て支援事業支援計画（子ども・子育て支援法（平成二十四年

法律第六十五号）第六十二条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画をいう。以下この項及び第十七条第六項において同じ。） （指定都市等の長が第一

項又は第三項の認定を行う場合にあっては、同法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等が

定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下この項において同じ。）の達成に支障を生ずるお

それがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第一項又は第三項の認定

をしないことができる。

ー 当該申請に係る施設の所在地を含む区域（子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規

定により当該都道府県が定める区域（指定都市等の長が第一項又は第三項の認定を行う場合にあ

っては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域

）をいう。以下この項において同じ。）における特定教育・保育施設（同法第二十七条第一項に

規定する特定教育・保育施設をいう。以下この項及び第十七条第六項において同じ。）の利用定

員の総数（同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）が、都道府県

子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員

総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該申

請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

二 当該申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数（子ど

も・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）が、都道府

県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定

員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該

申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

三 当該申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数（子ど

も・子育て支援法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）が、都道府

県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定

員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該

申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認めるとき。

9 都道府県知事は、第一項又は第三項の認定をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨

及び理由を通知しなければならない。

旦都道府県知事又は指定都市等の長は、当該都道府県又は指定都市等が設置する施設のうち、第

一項又は第三項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件に適合していると認めるものに

ついては、これを公示するものとする。

1 1 指定都市等の長は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、次条第一項各号に掲げる

事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

0児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

（保育の内容）

第三十五条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その怯l容に

ついては、内閣総理大臣が定める指針に従う，

〇茅ヶ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例

（正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第 6条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当

な理由がなければ、これを拒んではならない。

旦特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）は、利用の

申込みに係る法第 19条第 1号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利

用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該
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特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合

においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の

教育又は保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法（第4項において「選考方

法」．という。）により選考しなければならない。

3 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。）は、利用の

申込みに係る法第 19条第 2号又は第 3号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同条第 2号又は第 3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同条第 2号又は第 3号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の

必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認

定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 — 

4 前 2項の特定教育・保育施設は、選考方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上

で、選考を行わなければならない。

5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る教育・保育給付認定子どもに対し自ら適切な教育又は

保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹

介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

（利用者負担額等の受領）

第 13条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者（満

3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）から当該特定教育・保育に係

る利用者負担額（満 3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第 27 

条第 3項第 2号に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。

旦特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該

特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第 27条第 3項第 1号に掲げる額をいう。次

項において同じ。）の支払を受けるものとする。

3 特定教育・保育施設は、前 2項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供に当たって、当

該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定教育

・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。

土特定教育・保育施設は、前 3項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便

宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保：護者から受けることが

できる。

(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用

(2)特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

卑食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満 3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給

付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所

得割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるものに対する副食の提供

（ア）法第 19条第 1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 7 

7, 1 0 1円

（イ）法第 19条第 2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特

定満 3歳以上保育認定子どもを除く。イ（イ）において同じ。） 57, 700円（令第4条

第 2項第 6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、 77, 101円）

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満 3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子

ども又は小学校第 3学年修了前子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の

小学部の第 1学年から第 3学年までに在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ。）が同一

の世帯に 3人以上いる場合にそれぞれ（ア）又は（イ）に定める者に該当するものに対する副食の

提供（アに該当するものを除く。）

辺法第 19条第 1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 急



-94-

--0123456789

担額算定基準子ども又は小学校第 3学年修了前子ども（そのうち最年長一者及び 2番目の年長

者である者を除く。）である者

旱法 第 19条第 2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 急

担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び 2番目の年長者である者を除くー，＿）である者

之満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特

定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認

定保護者に負担させることが適当と認められるもの

5 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該

費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者に対し交付しなければならない。

6 特定教育・保育施設は、第 3項及び第4項の規定による金銭の支払を求める際は、あらかじめ、

当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面に

よって明らかにするとともに、教育。保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を

得なければならない。ただし、第 4項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書による

ことを要しない。
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令和 5年 12月 26日 火曜日 官 報 第 11 31号

第

第 定正三 備

一分定と―^ の次のする条 考—3 ニーす当合う 術 じ 処 算 保 施 う 項 の 利 り提れ
ーるもう にめい条法 。 S 方ル録 ゜ にこ，以をご理機 こ＾承 ‘出て

Sて数‘第じ基こ子七 付よ も一中 > 面いよこ用使織を の 電 を・ 代る

ホ のが一七‘準第ど条改しり ・1 の壁 を的 等て 贔皐の す 用 を >信 使 孟嬰-ゞ／fず日>付 ・え場
事六日条当は七も第 た‘子ー い記 を 当‘条るすぃ 用のて >付 て合

略項 人に第該‘条・十 育 う にる に条‘ ‘に
9 9 を以保十各次第子項 雰塵て ー 項をご録媒 交付I お 方法方う。 係 に当 第は

満上育項号の十育第 の i の を体 又るいで法 る理お ； I 四‘たです第に各項て四正ょ欄前 記 記録もへ は こてあそ以下 線回 電組い該書 ＾ 項
す あ る 四 定 号第支号 ぅに ，載 し つ 電 提 と一ヂ つのーでの 織て面以 で
もる小号めに四援の に は たて磁 出 ． が 唱 て 他 のL.- 接使 等下定
のも学にる掲号法基 も的 しで磁次の続用 にこめ
での 校 掲 基 げの＾準 後改め掲げる 規貝のl注記 の調告＂記 f こ保六目 き 的 に， 条， しに i算機I 育晶盟畠す の認定保護者る該書面等当

あ就げ準る内以- る規則―で を衣す録 も施 る方掲にた係と 条又との
る 次 学 る と 施閣下 °定 >あ 交るに の ゜芭げお電る‘ と にはこ交
こに前施す設府 の る 付 フ 係 と こ る い 子 電 教 ・ ベ い おろ付
と掲子設るの令五 傍 平^成 ゜ すアる み喜設 のとものて情子育保ときうい施如 iこ又
゜ げどの゜区で一 線二 るイ記 な、場いの技同報計・育い事こて等豆又 よは

第 付を十六 一

一分 定と― し 年 3 ニーす当合う 術じ処t >付 施 う 項 の 利 り提れ
ーるもうにめい条 法^ 内 s記を項の ゜にこをこ理 こ ‘出て
イ全のち法応るう 第 危靡 >閣 6録もを他磁こ 書該おに 9以下利を組 等設 を＾以承紐教育, 者i 教にい
Sて数 ‘ 第 じ 基こ子七 しつ確こ包回 面いよこ用使織を の電下和を・ 育代る

ホ のが一七‘準第ど条改 同たて実れ丁上 等てりのす用を>I 嘉使 子 こ 得 >付 ・え場
事六日条当は七も第 れこ 上もにらイ-を 当‘条るすぃ 用のて て合

同項人に第該‘条・十 四 ーの にス にる 条‘ ‘に
上を以保十各次第子項 対に 十 を調製す録記準ク 人付六 該I 提供すお方法方う。 係に情報処に当 保育 第は

一満 上 育 項 号 の十育第 四 交 る し ず ‘ 又 るいで法回 る理おi t I 給付四‘
たです第に各項て四正 応号ヽ 付フてるシ は こてあそ以下 線 電 組 い ＾ 昂 項 翌塁戸
すある四定号 第支号 す すアお方 1 提とつの-での織て で
もる小号めに四援の るの る イ く 法 ・ 出が電， て他 C... 接使 定
のも学にる掲号法基 改ー ル こ に デ し．で磁次のの用 に こめ

での校掲基げの＾準前 正旦 誓 方法 に と よ イ た 保i き 的 に ， 条， 続しに孟算機 <育i `  の，護者る面等
あ就げ準る 内以ツ 次 >がり l もる方掲 おにた係と 条 又との
る次 学 る と 施閣下 で一． の゜＇ 法げ 電る‘ と に はこ
こに前施す設府ー にの き 定 口 と こ る 信 い 子 電 教 ・ ベいお ， ろ交付
と掲子設るの 令芭 掲よ 項 る の ム みはのとものて情子育保ときうい に 又
゜げどの゜区で げう を物事そ な、場いの技同報計・育い事こて よ は

るに
規改

イ
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
一
一
条
第

項
に
規
定
す
る
電
子
署
名

電
子
署
名

（
定
義
）

第
二
条
[
略
]

2

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る。

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

改

正

後

備
考

ヘ
健
康
管
理
及
び
安
全
確
保

[ms⑳
略

]

四
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
保
育
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
が
、
当
該
保
育
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
や
す
い
と
こ

ろ
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
電
気

通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送

信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応

じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、

放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

[四
S
閾

略

]

竺
S
四

略

]

表
中
の
[
]
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
[
同
上
]

2

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る。一
電
子
署
名
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

言
台
の
細
分
を
加
え
る
°
]

改

正

前

[
⑳
5
因
同
上
]

[
―

-
i
四
同
上
]

ヘ
健
康
管
理
及
び
安
全
確
保

[ms仰
同

上

]

図
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
保
育
サ
）

ビ
ス
の
内
容
が
、
当
該
保
育
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
や
す
い
と
こ

ろ
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
内
閣
府
の
所
管
す
る
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
内
閣
府
の
所
管
す
る
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
五
年
内
閣
府
令
第
一
千
一
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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[
条
を
削
る
・

J

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
九
条
第
九
条
に
規
定
す
る
別
記
様
式
第
八

号
に
よ
る
申
請
書
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
別
記
様
式
第
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第

十
三
号
に
よ
る
報
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
申
請
書
等
の
各
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録

媒
体
を
い
う
。
）
並
び
に
申
請
者
又
は
報
告
者
の
氏

名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
報
告
の
趣
旨
及
び

そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

II前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本

産
業
規
格
」
と
い
う
。
）

X
六
二
二
三
号
に
適
合
す

る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改

正

前

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
九
条
第
九
条
に
規
定
す
る
別
記
様
式
第
八

号
に
よ
る
申
請
書
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
別
記
様
式
第
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第

十
三
号
に
よ
る
報
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
申
請
書
等
の
各
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記

録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者

又
は
報
告
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は

報
告
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き

る。

0
内
閣
府
令
第
八
十
六
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
母
体

保
護
法
を
実
施
す
る
た
め
、
母
体
保
護
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令

和

五

年

十

二

月

二

十

六

日

内

閣

総

理

大

臣

岸

田

文

雄

母
体
保
護
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
母
体
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
母
体
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
厚
生
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

略
]

備
考
表
中
の
[
]
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
特
定
教
育
．
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す

る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に

関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

正

（
掲
示
等
）

第
二
十
三
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営

規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負

担
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
庫

設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を

掲
示
す
る
と
と
も
に
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し

て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受

信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め

に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放

送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
六
十
二
条
[
略
]

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
府
令
の
規

定
に
よ
る
書
面
等
の
交
付
又
は
提
出
に
つ
い
て

は
、
当
該
書
面
等
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
三
十
条
前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を

貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

[
条
を
削
る
°
]

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
六
十
二
条
[
同
上
]

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
こ
の
府
令
の
規

定
に
よ
る
書
面
等
の
交
付
又
は
提
出
に
つ
い
て

は
、
当
該
書
面
等
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ

改

（
罰
）

第
二
十
三
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営

規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負

担
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
障

設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を

掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
ヘ
の
記
録
方
式
）

第
三
十
一
条
第
二
十
九
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
ヘ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不

正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ

く
日
本
工
業
規
格

x六
ニ
ニ
四
号
又
は
日
本
産

業
規
格

x六
ニ
ニ
五
号
に
規
定
す
る
方
式

ニ
ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て

は
、
日
本
産
業
規
格
X
0六
0
五
号
に
規
定
す

る
方
式

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書

面）

一第
三
十
二
条
第
二
十
九
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格

x六
二
二
三
号
に
隅

定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

[
-
．
二
同
上
]
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る
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同
号
口
③
中
「
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受
け
る

者
を
含
む
o

)

j

と
す
る
。

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）

第
三
十
六
条
[
略
]

2

[

略
]

3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型

給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
前
款
（
第
六
条
第
一
二
項
及
び

第
七
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
中
「
特
定

教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
教

育
を
提
供
し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る

法
第
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子

ど
も
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
の
申
込
み
に
係

る
法
第
十
九
条
第
一
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
の
数
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
号
又
は

第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当

す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数
」
と
、

「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分

に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
同
条

第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分

に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
」
と
、
第
十
三
条
第
二

項
中
「
法
第
二
十
七
条
第
一
＿
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

璽
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
三

号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定

し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
四
項
第
一
二
号
口
①

中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の

定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、

同
条
第
四
項
第
三
号
口
田
中
「
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
l

と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付

認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
除

く
。
）
」
と
、
同
号
口
②
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認

定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認

定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
含

む
。
）
」
と
す
る
。

rri~ri:~:~ 

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
）

第
三
十
六
条
[
同
上
]

2

[

同
上
]

3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型

給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
前
款
（
第
六
条
第
一
二
項
及
び

第
七
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
中
「
利
用

の
申
込
み
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
利

用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
十
九
条
第
二
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
、
祠
同
号
に
掲

げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
の
総
数
」
と
、
第
十
三
条
第
二
項
中
「
法
第
二

十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
内
閣
総
理

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の

額
」
と
、
同
条
第
四
項
第
三
号
口
田
中
「
教
育
・

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け

る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
号
口
②
中
「
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
l

と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る

者
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

|―9 
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附

則

｝
の
府
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
裔
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た

～
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
九
月
十
六
日
）

条
中
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子

る
基
準
第
一
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
一
二
十
六
条
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日

表
中
の
[
]
の
記
載
は
注
記
で
あ
る

（
法
第
七
条
第
十
項
第
五
号
の
基
準
等
）

第
一
条
の
二
法
第
七
条
第
十
項
第
五
号
の
内
閣
府

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。

以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
、
幼
稚
園
（
学
校
教
育
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定

す
る
幼
稚
園
を
い
い
、
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の

及
び
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ

た
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
別
支
援

学
校
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
特
別

支
援
学
校
を
い
い
、
同
法
第
七
十
六
条
第
二
項

に
規
定
す
る
幼
稚
部
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に

在
籍
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
（
法
第
三
十

条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
一
―
-
+

条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
認
定
子
ど
も
を
除

く
。
）
に
対
し
て
教
育
・
保
育
を
行
う
こ
と
。

『
一

5
五

略

]

2

[

略
]

改

正

後

（
法
第
七
条
第
十
項
第
五
号
の
基
準
等
）

第
一
条
の
二
法
第
七
条
第
十
項
第
五
号
の
内
閣
府

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。

以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
、
幼
稚
園
（
学
校
教
育
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
一
―
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定

す
る
幼
稚
園
を
い
い
、
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の

及
び
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ

れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
別
支

援
学
校
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
特

別
支
援
学
校
を
い
い
、
同
法
第
七
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
幼
稚
部
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

に
在
籍
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
（
法
第
三

十
条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
認
定
子
ど
も
を

除
く
。
）
に
対
し
て
教
育
・
保
育
を
行
う
こ
と
。

[二

i
五

同

上

]

2

[

同
上
] 改

正

＂り
i

目

備
考
表
中
の
[
]
の
記
載
は
注
記
で
あ
る

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用

教
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
号
口
図
中

「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は

「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
教

育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。
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（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
）

第
十
五
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教

育
・
保
育
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

-
[
略
]

二
認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条

第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及

び
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る

事
項

[
三
•
四

~
~
~
 

2

[

略
]

略
]

0
内
閣
府
令
第
六
十
七
号

地

域

の

自

主

性

及

び

自

ゞ

屯

を

潰

め

る

た

る

た

和
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特

定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令

和

五

年

九

月

十

五

日

内

閣

総

理

大

臣

岸

田

文

雄

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関

す
る
基
準
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す

る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に

関
す
る
基
準
（
平
成
―
―
十
六
年
内
閣
府
令
第
一
千
一
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

癸

改

正

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
）

第
十
五
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教

育
・
保
育
の
提
供
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

-
[
同
上
]

―
―
認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
一
＿
一
条

第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及

び
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ

る
事
項

[
-
―
-
•
四
同
占

：
 

2

[

同
上
] 改

正

合
＂
~

4

月

（
特
別
利
用
保
育
の
基
準
）

第
三
十
五
条
[
略
]

2

[

略
]

3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型

給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
法
第
二
十
八

条
第
一
項
の
特
例
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
次
条

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も

の
と
し
て
、
前
款
（
第
六
条
第
三
項
及
び
第
七
条

第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
中
「
特
定
教
育
・

保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特

定
教
育
。
保
育
施
設
（
特
別
利
用
保
育
を
提
供
し

て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」

と
あ
る
の
は
「
同
号
又
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育

給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
第
十
三
条
第
二
項
中
「
法

第
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
内
閣

総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用

の
額
」
と
、
同
条
第
四
項
第
一
＿
一
号
口
田
中
「
教
育
・

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・

保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特
別
利
用
保
育
を
受
け

（
特
別
利
用
保
育
の
基
準
）

第
三
十
五
条
[
同
上
]

2

[

同
上
]

3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型

給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
法
第
二
十
八

条
第
一
項
の
特
例
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
次
条

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
も

の
と
し
て
、
前
款
（
第
六
条
第
三
項
及
び
第
七
条

第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
＿
項
中
「
特
定
教
育
・

保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特

定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
保
育
を
提
供
し

て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」

と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
号
又
は
第
一
＿
号
に
掲
げ

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保

育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総

数
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総

数
」
と
、
第
十
三
条
第
二
項
中
「
法
第
二
十
七
条

第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
]
と
あ
る
の
は
「
法

第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
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第
九
十
七
条
の
三
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
建
築
主
事
」
を
「
建
築
主
事
等
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
を
置
く
特
別
区
に
お
い
て
は
、
当
該
特
別
区
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
事
務

の
実
施
体
制
の
確
保
又
は
充
実
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
別
区
の
長
の
指
揮
監
督
の

下
に
、
こ
の
法
律
中
建
築
副
主
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
つ
か
さ

ど
ら
せ
る
た
め
に
、
建
築
副
主
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
建
築
副
主
事

に
関
す
る
規
定
は
、
当
該
特
別
区
が
置
く
建
築
副
主
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
七
条
の
五
第
二
項
中
「
建
築
主
事
」
を
「
建
築
主
事
等
」
に
改
め
る
。

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
七
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
三
月
を
経
過
し
た
日

二
第
六
条
の
規
定
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日

三
第
七
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま

で
及
び
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過

措
置
）

第
二
条
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
七
項
又
は
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

さ
れ
て
い
る
協
議
の
申
出
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総

合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
七
項
又
は
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
通
知
と
み
な

す。（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
地
方
独
立
行
政
法

人
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
第
五
項
の
規
定
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

大
学
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。
）
に
係
る
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る

同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」

と
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
期
計
画
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
公
立
大
学
法
人
に
係
る
同
且
即
に
開
始
し
た
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
中
期
計
画
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2

新
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
八
条
第
七
項
の
規
定
は
、
公
立
大
学
法
人
に
係
る
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
事
業
年
度
の
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
度
計
画

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
年
度
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
公
立
大
学
法
人
に
係
る
同
日
前
に
開
始
し

た
中
期
目
標
の
期
間
の
事
業
年
度
の
年
度
計
画
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3

新
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、
公
立
大
学
法
人
に
係
る
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
中
期
目
標
の
期
間
に
受
け
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
評
価
委
員
会
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
評
価
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
評
価
に
つ
い
て
適
用
し
、
公
立
大
学
法
人
に
係
る
同
日
前
に
開
始
し

た
中
期
目
標
の
期
間
に
受
け
る
評
価
委
員
会
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

＼
 

,
J
 

4

公
立
大
学
法
人
が
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
中
期

計
画
に
新
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
指
標
（
次
項
に
お
い
て
「
指
標
」
と
い
う
。
）
を

現
に
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
施
行
日
か
ら
、
同
条
第
七

項
の
規
定
は
施
行
日
を
含
む
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
の
年
度
計
画
か
ら
、
新
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
八
条

の
二
の
規
定
は
当
該
翌
事
業
年
度
に
受
け
る
評
価
委
員
会
の
評
価
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
。

5

公
立
大
学
法
人
が
、
施
行
日
後
に
お
い
て
、
令
和
六
年
四
月
一
日
前
に
開
始
し
た
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
中
期

計
画
に
指
標
を
新
た
に
定
め
た
場
合
に
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
地
方
独
立
行
政

法
人
法
第
七
十
八
条
第
五
項
の
規
定
は
当
該
定
め
た
日
か
ら
、
同
条
第
七
項
の
規
定
は
同
日
を
含
む
事
業
年
度
の
翌

事
業
年
度
の
年
度
計
画
か
ら
、
新
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
八
条
の
二
の
規
定
は
当
該
翌
事
業
年
度
に
受
け
る

評
価
委
員
会
の
評
価
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
。

（
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
建
築
基
準
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
合
格
し

た
者
（
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建

築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
合
格
し
た
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

建
築
基
準
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
建
築
基
準
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る

者
と
み
な
す
。

2

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
の
登
録
を

受
け
て
い
る
者
は
、
新
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
二
項
の
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
登
録
簿
ヘ

の
同
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な
す
。

3

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
登
録
簿
は
、
新
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
登
録
簿
と
み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条
前
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
項
中
「
建
築
主
事
」
を
「
建
築
主
事
等
」
に
改

め
る
。

（
児
童
福
祉
法
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

一
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項

二
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項

（

消

防

法

の

一

部

改

正

）

．

第
八
条
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
若
し
く
は
建
築
副
主
事
」
を
加
え
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

＼

）

 

別
表
第
一
第
三
十
二
号
三
十
三
イ
中
「
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
」
を
「
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
」

（

＼

 

¥

,

)

＼

_

）

＼

ー

）

に
改
め
、
同
号
三
十
三
口
を
同
号
三
十
三
ハ
と
し
、
同
号
三
十
三
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(

＼

(

＼

、

,

＇

ー

し

、

ー

ロ

ニ

級

建

築

基

準

適

合

判

定

資

格

者

の

登

録

一

登

録

件

数

―

―

件

に

つ

き

五

千

円

一

（
都
市
緑
地
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条
都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
建
築
主
事
等
」
を
「
検
査
実
施
者
」
に
改
め
る
。
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令
和
五
年
六
月
十
六
日

御

名

御

璽

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。内

閣
府
関
係
（
第
一
条
ー
第
三
条
）

総
務
省
関
係
（
第
四
条
•
第
五
条
）

法
務
省
関
係
（
第
六
条
）

国
土
交
通
省
関
係
（
第
七
条
）

内
閣
総
理
大
臣

目
次第

一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

附
則

第
一
章
内
閣
府
関
係

（
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
一
＿
一
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
条
の
二
第
一
項
中
「
次
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

2

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
す
る
被
災
者
の
住
家
に
関
す
る
情
報

を
、
そ
の
保
有
に
当
た
つ
て
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

特
別
区
の
区
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
知
事
に
対
し
て
、

被
災
者
の
住
家
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
交
通
安
全
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条
交
通
安
全
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
を
「
こ
と
が
で
き
る
j

に
改
め
る
。

4

、
前
の
ど
も
に
関
す
る
教
目
目
等
の
”
口
的
な
秤
供
の
進
に
関
す
る
‘
/
の
一
＂
正
）

第
三
条
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

：
 

第
一
一
条
第
六
項
中
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

中

ら

力

じ

、

自

ぐ

に

：

し

t
t
ー

を

の

曰

、

に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
項
を
削
り
、
第
十
一
項
を
第
十
項

と
し
、
第
十
二
項
を
第
十
一
項
と
す
る
。

第
六
条
中
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
十
一
項
」
を
「
第
三
条
第
十
項
」
に
、
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に

改
め
る
。

第
十
七
条
第
四
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
]
を
「
そ
の
旨
及
び
第
四
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
二
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

岸田文雄

五 五 五 五
の の の の

干 干 干 干
九 八 七 /＇ ‘ 

； I ！ i 
す森 て号ヽ 農

作成屯関に利用意向農地法よに

条農
る林 総地 第地
事法

務喜によ中

｀ 怠直

務に
でよ

で同喜理ある 雷る るつ同 定め法第事業て法

｀ 
に十

総第

のるも二十二条推進のに
皐七務百 あ又三

翡贔省九 つは十
令十

『で一 翌定条 務総喜五条第一 で二
めの 第る あ百
る四 二法

で十二項若
つニ

も第 項律 て十
の一

の-平
定条し 9] 項 畠 めのく

の る二は
林 r- も第第--地 関十 の一三 でよ
ム口 す五 項十 定る
帳 る年 の三 め同
の 翡 已糧作
成 で第 の四
に あ百 十
関 つ一 のの

環
境
省

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

七
号
）
に
よ
る
同
法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
、
同
条
第
八
項
（
同
法
第

十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
、
同

法
第
九
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
認
定
、
同
条
第
八
項
（
同
法
第

十
五
条
の
四
の
一
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
、
同

法
第
九
条
の
十
第
一
項
の
認
定
、
同
条
第
六
項
（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
四

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
又
は
同
法
第
十
五
条
の

四
の
二
第
一
項
、
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
四
の

四
第
一
項
の
認
定
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
の
百
十
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九
十
六
の

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
同
法

第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
若
し
く
は
選
任
の
請
求
、
同
条
第
二
項
若
し
く

五
項
の
命
令
の
請
求
又
ま
地
域
福
利
増
進
事
業
等
（
同
法
第
四
十
三
条

＂ 

は
第

第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
福
禾
増
進
事
業
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施

の
準
備
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別表第一の九十六の項の次に次のように加える

＝ 
干 干
八 八
の の

悶省 誓省

事務であ律年法第所有者不

つて十九四土地明

総務省-号利の

で地 令に用
定にの でよの

I めるよる登記
定めるも第法る同化等滑円

のも法同及び

第管 の四に
三理 謬認 条る
一正 第特
項化

喜のに

雪
にる 胃
闘 贔ヘ

鉛 す三
る十

第
二
十
八
条
中
「
同
条
第
十
項
の
申
請
書
の
写
し
の
送
付

j

を
「
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
」
に
、
「
同
条

第
十
二
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
、
「
第
十
八
条
第
二
項
の
書
類
の
写
し
の
送
付
」
を
「
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
l

に
、
「
第
一
＿
一
条
第
十
一
項
l

を
「
第
三
条
第
十
項
」
に
改

め
る
。

第
二
章
総
務
省
関
係

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
十
一
の
項
中
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
の
作
成
、
同
法
第
二
十
九
条

第
一
項
の
調
査
、
」
を
加
え
、
「
又
は
同
法
第
百
一
―
―
十
一
条
第
一
項
の
申
請
」
を
「
、
同
法
第
百
一
二
十
一
条
第
一
項
の
申

請
又
は
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
、
第
百
三
十
六
条
第
一
項
、
第
百
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
第

一
項
の
通
知
」
に
改
め
、
同
表
の
三
十
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
十
九
の
二

国
土
交
通
省

別
表
第
二
の
五
の
一
二
十
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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三 I
茅ヶ崎市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

こども施策を総合的かつ計画的に推進するためこども政策審議会を設置し、その組織

及び運営に関し必要な事項を定めるため提案する。

2 根拠法規

(1) 子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 72条第 1項及び第 3項

(2) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 20 3条の 2第5項

(3) 児童福祉法（昭和 22年法律第 16 4号）第 34条の 8の 2第 1項及び第 3 4条の

1 6第 1項

3 条例の概要

(1)題名を茅ヶ崎市こども政策審議会条例に改めることとした。（題名関係）

(2) 茅ヶ崎市こども政策審議会は、こども基本法（令和 4年法律第 77号）第 10条第

2項に規定するこども施策についての計画の策定及び変更並びに当該計画に基づく施

策の推進に関する事項につき市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又

は建議すること並びに子ども・子育て支援法第 72条第 1項各号に掲げる事務を処理

することを所掌することとした。（第 2条関係）

(3) 所要の規定を整備することとした。（第 3条から第 8条まで関係）

(4) 次に掲げる条例について、所要の規定を整備することとした。（附則第 4項、附則第

5項関係）

ア 茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 3

1年茅ヶ崎市条例第 11号）

イ 茅ヶ崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26 

年茅ヶ崎市条例第 49号）

ウ 茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成 26年茅ヶ崎市条例第 58号）

(5) この条例は、公布の日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。
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茅ヶ崎市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 ‘’ 月lj

茅ヶ崎市こども政策審議会条例

（設置）

第 1条 こども施策（こども基本法（令和4年法

律第 77号）第 2条第 2項に規定するこども施

策をいう。）を総合的かつ計画的に推進するた

め茅ヶ崎市こども政策審識会（以下「審議会」

という。）を設置する。

（所掌事項）

第 2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする

旦＿

山こども基本法第 10条第 2項に規定するこ

ども施策についての計画の策定及び変更並び

に当該計画に基づく施策の推進に関する事項

につき市長の諮間に応じて調査審議し、その

結果を答申し、又は建議すること。

2 （）子ども。子育て支援法（平成 24年法律第

6 5号）第 72条第1項各号に掲げる事務を

処理すること。

（委員）

第 3条審議会 は、委員 18人以内

をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長

が委噸する。

(1) 

｝略

(8) 

2 略

3 略

王之崎市子ども。子育て会議条例

（設置）

第 1条子ども。子育て支援法（平成 24年法律

第 65号）第 72条第 1項の規定に基づき、茅

ヶ崎市千ども・子育て会議（以下「子ども・子

育て会議」という。）を設置する。

（委員）

第 2条子ども・子育て会議は、委員 18人以内

をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長

が委嘱する。

(1) 

［ 略

(8) 

2 略

3 略

（会長及び副会長） （会長及び副会長）

第4条審議会 に会長及び副会長 1 第 3条子ども・子育て会議に会長及び副会長 1

人を置き、委員の互選により定める。 人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、壺議会

を代表する。

3 略

（会議）

第 5条審議会 の会議は、会長が招

集し、その議長となる。

2 審議会 の会議は、委員の過半数

が出席しなければ開くことができない。

3 審議会 の会議の議事は、出席委

員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

（意見の聴取等）

第 6条審議会 は、その任務を行う

ため必要があると認めるときは、会議に関係者

の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる。

（庶務）

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議

を代表する。

3 略

（会議）

第4条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招

集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数

が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の会議の議事は、出席委

員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

（意見の聴取等）

第 5条子ども・子育て会議は、その任務を行う

ため必要があると認めるときは、会議に関係者

の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる。

（庶務）
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第 7条審議会 の庶務は、こども育

成部において処理する。

（委任）

第 8条 この条例に定めるもののほか、審議会

の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会 に諮って定める。

第 6条 子ども・子育て会議の庶務は、こども育

成部において処理する。

（委任）

笙軍この条例に定めるもののほか、子ども・

子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が

子ども・子育て会議に諮って定める。
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茅ヶ崎市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例附則において改正する条例新旧対照

表

改 正 後 改 正 前

（茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

別表第 1 （第 1条関係） I別表第 1 （第 1条関係）

区分 単位 I報酬額 区分 単位 I報酬額

略 略 I略 略 略 I略

こども政策審議会会長＿―|略 I略 子ども・子育て会議会長 I略 I略

こども政策審議会委員 I略 I略 子ども・子育て会議委員 I略 I略

略 略 I略 略 略 I略

（茅ヶ崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

（最低基準の向上） （最低基準の向上）

第4条市長は、茅ヶ崎市こども政策審議会（茅第4条 市長は、茅ヶ崎市子ども・子育て会議（

ヶ崎市こども政策審議会条例（平成 25年茅ヶ 茅ヶ崎市子ども・子育て会議条例（平成 25年

崎市条例第 28号）に基づき設置された茅ヶ崎 茅ヶ崎市条例第 28号）に基づき設置された茅

市こども政策審議会 をいう。）の意見を ヶ崎市子ども・子育て会議をいう。）の意見を

聴き、家庭的保育事業等を行う者（以下「家庭 聴き、家庭的保育事業等を行う者（以下「家庭

的保育事業者等」という。）に対し、最低基準 的保育事業者等」という。）に対し、最低基準

を超えて、その設備及び運営を向上させるよう を超えて、その設備及び運営を向上させるよう

に勧告することができる。

2 略

に勧告することができる。

2 略

（茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

（最低基準の向上）

第4条 教育委員会は、茅ヶ崎市こども政策審識

会（茅ヶ崎市こども政策審議会条例（平成 25

年茅ヶ崎市条例第28号）に基づき設置された

茅ヶ崎市こども政策審議会 をいう。）の

意見を聴き、放課後児童健全育成事業を行う者

（以下「放課後児童健全育成事業者」という。

）に対し、最低基準を超えて、その設備及び運

営を向上させるように勧告することができる。

2 略

（最低基準の向上）

第4条 教育委員会は、茅ヶ崎市子ども・子育て

会議（茅ヶ崎市子ども・子育て会議条例（平成

25年茅ヶ崎市条例第 28号）に基づき設置さ

れた茅ヶ崎市子ども・子育て会議をいう。）の

意見を聴き、放課後児童健全育成事業を行う者

（以下「放課後児童健全育成事業者」という。

）に対し、最低基準を超えて、その設備及び運

営を向上させるように勧告することができる。

2 略
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茅ヶ崎市子ども。子育て会議条例の一部を改正する条例参照条文

0子ども・子育て支援法

（特定教育・保育施設の確認）

第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育。保育施設の設置者

（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人を含む

。第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号及び第五号並びに附則第七条にお

いて同じ。）及び公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第

一項に規定する公立大学法人をいう。第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並びに

第六十五条第三号及び第四号において同じ。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、

次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごと

の利用定員を定めて、市町村長が行う。

認定こども園 第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

二 幼稚園 第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分

三 保育所 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第三号に掲げる小学校就

学前子どもの区分

呈 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、第七十

―条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場

合にあっては子どもの保護者その他子ども。子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならな

゜
3 市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定

めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

（特定地域型保育事業者の確認）

第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者

の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所（

以下「地域型保育事業所」という。）ごとに、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員（事業所内保育の事業を行う事業所（以下「事業所内保育事業所」という。）にあっては

、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自

ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育の事

業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護

する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共

済組合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合等の構

成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子

ども」という。）及びその他の小学校就学前子どもごとに定める第十九条第三号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員とする。）を定めて、市町村長が行う。

旦 市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業をいう。以下同

じ。）の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設

置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子

育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

（市町村子ども・子育て支援事業計画）

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子

ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。

2 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

― 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施

設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」とい

う。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員

総数（第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特
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定地域型保育事業所（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係

る部分を除く。）に係る必要利用定員総数（同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るもの

に限る。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確

保の内容及びその実施時期

ニ 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援

事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容

及びその実施時期

三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関

する体制の確保の内容

四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容

3 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事

項について定めるよう努めるものとする。

ー 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項

二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行

われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及

び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関

する施策との連携に関する事項

四 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の

提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項

4 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護

者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘

案して作成されなければならない。

5 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情

を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成する

よう努めるものとする。

6 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計

画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本

的な計画（次条第四項において「教育振興基本計画」という。）その他の法律の規定による計画で

あって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない

工゚ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二

条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合

にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない

旦＿

8 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、インター

ネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

9 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府県

に協識しなければならない。

1 0 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を都道府県知事に提出しなければならない。

第七十二条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他

の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

ニ 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理するこ

と
゜

ニ特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理するこ

＇と
゜
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二市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六＿十一条第七項に規定する事項を処理すること

旦＿

旦 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な

事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

2 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育

て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。

立 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村

の条例で定める。

4 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議

制の機関を置くよう努めるものとする。

一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理す

ること。

二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要

な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用す

る。

0地方自治法

第百三十八条の四 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定め

るところにより、委員会又は委員を置く。

② 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若

しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定める

ことができる。

盈普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争

処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことが

できる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

第二百三条の二 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処

理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理

者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常

勤の職員（短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。）

に対し、報酬を支給しなければならない。

② 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めを

した場合は、この限りでない。

③ 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

④ 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲

げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

虚報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければ

ならない。

0児童福祉法

第三十四条の八の二 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定

めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達の

ために必要な水準を確保するものでなければならない。

② 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

③ 放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

第三十四条の十六 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基準を定めなけれ

ばならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的＿及び社会的な発達のために必

要な保育の水準を確保するものでなければならない，
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② 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に

従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 家庭的保育事業等に従事する者及びその員数

二 家庭的保育事業等の運営に関する事項であって、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密

の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

③ 家庭的保育事業等を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

0こども基本法

（都道府県こども計画等）

第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画（以

下この条において「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

旦 市町村は、こども大イ （都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県

こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以下この条において「

市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

3 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは

、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・

若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府県計画その他法令

の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のもの

として作成することができる。

立 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者

計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画その他法令の規定

により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作

成することができる。

（こども施策に対するこども等の意見の反映）

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該

こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために

必要l,t_措置を講ずるものとする。
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「議案第 ・9 99-

i 
L---

茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

医療費の助成の対象となる小児の範囲を拡大することにより、子育て世帯の経済的負

担の軽減を図るため提案する。

2 根拠法規

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 14条第 1項

3 条例の概要

(1) 医療費の助成の対象となる小児は、茅ヶ崎市の区域に住所を有する 18歳に達する

日以後の最初の 3月 31日までにある者とすることとした。（第 2条関係）

(2) 小児の医療費の助成を受けることができる者は、小児の疾病又は負傷について国民

健康保険法（昭和 33年法律第 19 2号）等の規定により医療に関する給付が行われ

る者とすることとした。（第 3条関係）

(3) 規定を整備することとした。（第 4条から第 6条まで関係）

(4) この条例は、一部の規定を除き、令和 6年7月 1日から施行することとし、所要の

経過措置を設けることとした。

， 
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茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 目‘’lj 

（用語の定義） （用語の定義）

第2条 この条例において「小児」とは、茅ヶ崎 第2条 この条例において「小児」とは、学校教

市の区域に住所を有する 18歳に達する日以後 育法（昭和 22年法律第 26号）第 1条に規定

の最初の 3月31日までにある者をいう。 する中学校、義務教育学校若しくは特別支援学

校の中学部（以下「中学校等」という。）を卒

業した日又は中等教育学校の前期課程を修了し

た日の属する月の末日（中学校等の卒業後又は

中等教育学校の前期課程の修了後において、卒

業又は修了以前から継続して入院している場合

には、その退院の日。ただし、当該卒業した日

若しくは修了した日の属する月の末日又は当該

退院の日が 18歳に達する日の属する月の末日

を経過している場合には、 18歳に達する日の

属する月の末日とする。）までにある者をいう

え

2 この条例において「児童」とは、 1 5歳に達

する日以後の最初の 3月 31日までにある者を

しヽう。

3 この条例において「小児を養育している者」

とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう

旦

旦L小児を監護し、かつ、これと生計を同じく

するその父又は母

皇父母に監護されず、又はこれと生計を同じ

くしない小児を監護し、かつ、その生計を維

持する者

虚第1号の場合において、父及び母がともに

当該父及び母の子である小児を監護し、かつ

、これと生計を同じくするときは、当該小児

は、当該父又は母のうちいずれか当該小児の

生計を維持する程度の高い者によって監護さ

れ、かつ、これと生計を同じくするものとみ

なす。

4 この条例にいう「父」には、母が小児を懐胎

した当時婚姻の届出をしていないが、その母と

事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む

ものとする。

2 この条例において「医療費」とは、診療報酬 5 この条例において「医療費」とは、診療報酬

の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第 59 の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第 59

号）によって算定された額（国民健康保険法（ 号）によって算定された額（当該法令の規定に

昭和 33年法律第 19 2号）その他規則で定め 基づきこれと異なる算定方法によることとされ

る法律（以下「医療保険各法」という。）にお ている

いてこれと異なる算定方法が定められている場 場

合には、その算定方法によって算定された額） 合には、その算定方法によって算定された額）

をいう。 をいう。

（対象者） -（対象者）
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第 3条 この条例により医療費の助成を受けるこ

とができる者（以下「対象者」という。）は、

小児（次の各号のいずれかに該当する者を除く

。）の疾病又は負傷について医療保険各法の規

定により医療に関する給付が行われる者とする

2— 
.ill生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

による保護を受けている者

＇坐中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成6年法律第

30号）による支援給付を受けている者

盈児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）

に基づく措置により医療を受給している者

迫規則で定める医療費助成事業により医療費

の助成を受けることができる者

（助成の範囲）

第4条 市長は、小児の疾病又は負傷について医

療保険各法の規定により医療の給付が行われた

場合における医療費のうち、当該法令の規定に

よって対象者

が負担すべき額から規則で

定める額を控除して得た額を助成する。

（助成の方法）

第 5条 この条例による医療費の助成は、病院、

診療所又は薬局その他の者（以下「病院等」と

いう。）に、対象者が次条に規定する医療証を

提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた

場合に、市長が前条の規定により算定された額

を当該病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由

があると認めたときは、前条の規定により算定

された額を対象者に支払うことにより医療費の

助成を行うことができる。

（医療証の交付）

第6条 この条例による医療費の助成を受けよう

とする対象者は、市長に申請し、規則の定める

ところにより、この条例による助成を受ける資

格を証する医療証の交付を受けなければならな

vヽ
゜

第3条 この条例により小児の医療費の助成を受

けることができる者（以下「対象者」という。

）は、茅ヶ崎市の区域に住所を有する小児を養

育している者で、その養育する小児の疾病又は

負傷について国民健康保険法（昭和 33年法律

第19 2号）その他規則で定める法律（以下「

医療保険各法」という。）の規定により医療（

児童以外の小児にあっては、入院に係る医療）

に関する給付が行われるものとする。

旦前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する小児を養育している者は、対象と

しない。

旦L生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

による保護を受けている小児

盈中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成6年法律第

30号）による支援給付を受けている小児

位児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）

に基づく措置により医療を受給している小児

旦規則で定める医療費助成事業により医療費

の助成を受けることができる小児

（助成の範囲）

第4条 市長は、小児の疾病又は負傷について医

療保険各法の規定により医療の給付が行われた

場合における医療費のうち、当該法令の規定に

よって小児に係る医療保険各法による被保険者

（国民健康保険法による場合には、世帯主）そ

の他これに準ずる者が負担すべき額から規則で

定める額を控除して得た額を助成する。

（助成の方法）

第5条児童の 医療費の助成は、病院、

診療所又は薬局その他の者（以下「病院等」と

いう。）に、対象者が次条に規定する医療証を

提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた

場合に、市長が助成する額

を当該病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由

があると認めたときは、

対象者に支払うことにより医療費の

助成を行うことができる。

旦児童以外の小児の医療費の助成は、市長が助

成する額を対象者に支払うことによって行う。

（医療証の交付）

第6条児童の 医療費の助成を受けよう

とする対象者は、市長に申請し、規則の定める

ところにより、この条例による助成を受ける資

格を証する医療証の交付を受けなければならな

vヽ。
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茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例参照条文

0地方自治法

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を

制定することができる。

二 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除

くほか、条例によらなければならない。

三 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した

者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五

万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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議案第 21号 1 

茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課

限度額及び低所得者に係る保険料の減額の基準となる所得の金額を引き上げるととも

に、国民健康保険法の改正に伴い、規定を整備するため提案する。

2 根拠法規

国民健康保険法（昭和 33年法律第 19 2号）第 81条

3 条例の概要

(1) 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を、 24 0, 0 

0 0円に引き上げることとした。（第31条関係）

(2)保険料の基礎賦課額から被保険者均等割額及び世帯別平等割額の 10分の 5に相当

する額を減額する基準における被保険者数に乗ずる金額を 295, 000円に、 10 

分の 2に相当する額を減額する基準における被保険者数に乗ずる金額を 545, 0 0  

0円にそれぞれ引き上げることとした。（第41条関係）

(3) 規定を整備することとした。（第 14条から第 17条まで、第 22条から第 26条ま

で、第 35条、第 40条関係）

(4) 所要の規定を整備することとした。（第 5条、第 18条から第 21条まで、第 27条

から第 30条まで、第 32条、第 41条の 3、第 41条の 4関係）

(5) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとし、所要の経過措置を設けるこ

ととした。
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茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正

＂ 
i
H
 

第 5条塑腔

基礎賦課総額）

第 14条保険料の賦課額のうち

基礎賦課額

（第41条、第41条の 3及び第41条の 4の

規定により基礎賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することとなる額を含

む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。

）は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 療養の給付に要する費用

の額から当該給付に

係る一部負担金に相当する額を控除した額

並びに入院時食事療養費、入院時生活療養

費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護

療養費、特別療養費、移送費、高額療養費

及び高額介護合算療養費の支給に要する費

用 の

額

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第 7

全＿の規定により読み替えられた法第 75 

条の 7第 1項の国民健康保険事業費納付金

をいう。以下この条において同じ。）の納

付に要する費用（

神

奈川県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者医療確保法の規定に

よる後期裔齢者支援金等（以下「後期高齢

者支援金等」という。）、高齢者医療確保

（退職被保険者の被扶養者）

第 5条 法附則第6条第 2項各号に規定する主と

してその者により生計を維持する被扶養者は、

次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)被扶養者の年間の収入が 1, 300, 00 

0円未満（被扶養者が 60歳以上の者又は厚

生年金保険法（昭和 29年法律第 11 5号）

に規定する障害厚生年金の受給要件に該当す

る程度の障害者にあっては、 1, 800, 0 

00円未満）であって、かつ、当該被扶養者

に係る退職被保険者（法附則第 6条第 1項に

規定する退職被保険者をいう。以下同じ。）

の年間の収入の 2分の 1未満である者

皇前号に準ずると市長が認める者

（一般被保険者に係る基礎賦課総額）

第 14条保険料の賦課額のうち一般被保険者（

法附則第 7条第 1項に規定する退職被保険者等

（以下「退職被保険者等」という。）以外の被

保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額

（第41条、第41条の 3及び第41条の 4の

規定により基礎賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することとなる額を含

む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。

）は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者

に係るものに限る。）の額から当該給付に

係る一部負担金に相当する額を控除した額

並びに入院時食事療養費、入院時生活療養

費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護

療養費、特別療養費、移送費、高額療養費

及び高額介護合算療養費の支給に要する費

用（一般被保険者に係るものに限る＿。）の

額

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第 2

旦主の規定により読み替えられた法第 75 

条の 7第 1項の国民健康保険事業費納付金

をいう。以下この条において同じ。）の納

付に要する費用（神奈川県が行う国民健康

保険の一般被保険者に係るものに限り、神

奈川県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者医療確保法の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下「後期高齢

者支援金等」という。）、高齢者医療確保
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ゥ

法の規定による病床転換支援金等（以下「

病床転換支援金等」という。）及び介護保

険法（平成 9年法律第 12 3号）の規定に

よる納付金（以下「介護納付金」という。

）の納付に要する費用に充てる部分を除く

。）の額

i 略

ォ

力 その他国民健康保険事業に要する費用（

国民健康保険の事務の執行に要する費用を

除く。）の額（

国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（神奈川県の国民

健康保険に関する特別会計において負担す

る後期高齢者支援金等及び病床転換支援金

等並びに介護納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）

の額を除く。）

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア略

イ 法附則第 7条 の規定により読み替えら

れた法第75条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（神奈川県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高齢

者支援金等、病床転換支援金等及び介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。以下このイにおいて同じ。）に係るも

のを除く。）及び同条の規定により貸し付

けられる貸付金（国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものを除く。

）の額

ウ 法第75条の 2第1項の国民健康保険保

険給付費等交付金

の額

工 その他国民健康保険事業に要する費用（

ゥ

法の規定による病床転換支援金等（以下「

病床転換支援金等」という。）及び介護保

険法（平成9年法律第 12 3号）の規定に

よる納付金（以下「介護納付金」という。

）の納付に要する費用に充てる部分を除く

。）の額

i 略

ォ

力 その他国民健康保険事業に要する費用（

国民健康保険の事務の執行に要する費用を

除く。）の額（退職被保険者等に係る療養

の給付に要する費用の額から当該給付に係

る一部負担金に相当する額を控除した額並

びに入院時食事療養費、入院時生活療養費

、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療

養費、特別療養費、移送費、高額療養費及

び高額介護合算療養費の支給に要する費用

の額並びに神奈川県が行う国民健康保険の

一般被保険者に係る国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（神奈川県の国民

健康保険に関する特別会計において負担す

る後期高齢者支援金等及び病床転換支援金

等並びに介護納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）及び退職被保険者等

に係る国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用の額を除く。）

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア略

イ 法附則第 22条の規定により読み替えら

れた法第 75条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（神奈川県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高齢

者支援金等、病床転換支援金等及び介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。以下このイにおいて同じ。）に係るも

のを除く。）及び同条の規定により貸し付

けられる貸付金（国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものを除く。

）の額

ウ 法第 75条の 2第1項の国民健康保険保

険給付費等交付金（エにおいて「国民健康

保険保険給付費等交付金」という。） （退

職被保険者等の療養の給付等に要する費用

（法附則第22条の規定により読み替えら

れた法第 70条第 1項に規定する療養の給

付等に要する費用をいう。エにおいて同じ

。）に係るものを除く。）の額

工 その他国民健康保険事業に要する費用（
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国民健康保険の事務の執行に要する費用を

除く。）のための収入（

法第 72条

の3第 1項、第72条の 3の2第 1項及び

第72条の 3の3第1項の規定による繰入

金

を除く。）の額

基礎賦課額）

第 15条保険料の賦課額のうち

一基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者

につき 算定した所得割額及び被保険者均等

割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定

した世帯別平等割額

の合計額とする。

（ 基礎賦課額の所得割額の

算定）

第 16条前条の所得割額は、被保険者 に係

る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方

税法（昭和 25年法律第226号）第 31 4条

の2第 1項に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額（同法附則第33条の 2第5項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附

則第 35条の 2の6第8項又は第 11項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第 33条の 3第5項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額、同法附則第 34条第

4項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和 32年法律第 26号）第 33条の

4第 1項若しくは第2項、第 34条第 1項、第

34条の 2第1項、第 34条の 3第 1項、第 3

5条第 1項、第35条の 2第 1項、第 35条の

3第 1項又は第36条の規定の適用がある場合

には、これらの規定の適用により同法第 31条

第 1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額）、地方税法附則第3

5条第 5項に規定する短期譲渡所得の金額（租

税特別措置法第33条の4第 1項若しくは第 2

項、第34条第 1項、第 34条の 2第 1項、第

34条の 3第1項、第 35条第 1項又は第36

条の規定の適用がある場合には、これらの規定

の適用により同法第 32条第 1項に規定する短

期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額）、地方税法附則第 35条の 2第5項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第 35条の 3第 15項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、同法附則第

国民健康保険の事務の執行に要する費用を

除く。）のための収入（法附則第 9条第 1

項の規定により読み替えられた法第72条

の3第 1項、第 72条の 3の2第 1項及び

第72条の 3の3第 1項の規定による繰入

金及び国民健康保険保険給付費等交付金（

退職被保険者等の療養の給付等に要する費

用に係るものに限る。）を除く。）の額

（一般被保険者に係る基礎賦課額）

第 15条保険料の賦課額のうち一般被保険者に

堡ゑ基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保

険者につき算定した所得割額及び被保険者均等

割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定

した世帯別平等割額（一般被保険者と退職被保

険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該

世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算

定した世帯別平等割額）の合計額とする。

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の

算定）

第16条前条の所得割額は、一般被保険者に係

る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方

税法（昭和 25年法律第226号）第31 4条

の2第 1項に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額（同法附則第 33条の 2第 5項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附

則第35条の 2の6第8項又は第 11項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第3.3条の 3第 5項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第

4項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和 32年法律第 26号）第33条の

4第 1項若しくは第 2項、第34条第 1項、第

34条の 2第 1項、第 34条の 3第 1項、第 3

5条第 1項、第35条の 2第 1項、第 35条の

3第1項又は第36条の規定の適用がある場合

には、これらの規定の適用により同法第31条

第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額）、地方税法附則第 3

5条第 5項に規定する短期譲渡所得の金額（租

税特別措置法第33条の 4第 1項若しくは第2

項、第34条第 1項、第34条の 2第 1項、第

34条の 3第 l項、第 35条第 1項又は第 36

条の規定の適用がある場合には、これらの規定

の適用により同法第32条第 1項に規定する短

期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額）、地方税法附則第 35条の 2第 5項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第35条の 3第 15項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、同法附則第
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35条の 2の2第5項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の 2

の6第 11項又は第 35条の 3第13項若しく

は第 15項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第35条の 4第4項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同

法附則第35条の4の2第7項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、外国居住

者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和 37年法律第 14 

4号）第8条第2項（同法第 12条第 5項及び

第 16条第 2項において準用する場合を含む。

第41条第 1項第 1号において同じ。）に規定

する特例適用利子等の額、同法第8条第4項（

同法第 12条第6項及び第 16条第3項におい

て準用する場合を含む。同号において同じ。）

に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和44年法律第46号

。第41条において「租税条約等実施特例法」

という。）第3条の 2の2第10項に規定する

条約適用利子等の額及び同条第 12項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この条にお

いて同じ。）の合計額から地方税法第314条

の2第2項の規定による控除をした後の総所得

金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に、次条の

所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 略

（ 基礎賦課額の保険料率）

第17条 基礎賦課額の保険

料率は、次のとおりとする。

(1)所得割基礎賦課総額の 100分の 55に

相当する額を被保険者 に係る基礎控除後

の総所得金額等（政令第 29条の 7第2項第

4号ただし書に規定する場合にあっては、国

民健康保険法施行規則（昭和 33年厚生省令

第53号。以下「省令」という。）第 32条

の9に規定する方法により補正された後の金

額）の総額で除して得た数

(2)被保険者均等割 基礎賦課総額の 10 0分

の25に相当する額を当該年度の初日におけ

る被保険者 の数で除して得た額

(3)世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれアからウまでに定め

るところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯

基礎賦課総額の 10 0分の

20に相当する額を当該年度の初日におけ

3 5条の 2の2第 5項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の 2

の6第11項又は第35条の 3第 13項若しく

は第 15項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第 35条の 4第4項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同

法附則第35条の 4の2第7項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、外国居住

者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和 37年法律第 14 

4号）第8条第2項（同法第 12条第 5項及び

第16条第2項において準用する場合を含む。

第41条第 1項第 1号において同じ。）に規定

する特例適用利子等の額、同法第8条第4項（

同法第 12条第6項及び第 16条第 3項におい

て準用する場合を含む。同号において同じ。）

に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和44年法律第46号

。第41条において「租税条約等実施特例法」

という。）第 3条の 2の2第 10項に規定する

条約適用利子等の額及び同条第 12項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この条にお

いて同じ。）の合計額から地方税法第 314条

の2第2項の規定による控除をした後の総所得

金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に、次条の

所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 略

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率）

第17条一般被保険者に係る基礎賦課額の保険

料率は、次のとおりとする。

(1)所得割基礎賦課総額の 100分の 55に

相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後

の総所得金額等（政令第 29条の 7第 2項第

4号ただし書に規定する場合にあっては、国

民健康保険法施行規則（昭和 33年厚生省令

第53号。以下「省令」という。）第 32条

の9に規定する方法により補正された後の金

額）の総額で除して得た数

(2)被保険者均等割 基礎賦課総額の 100分

の25に相当する額を当該年度の初日におけ

る一般被保険者の数で除して得た額

(3)世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれアからウまでに定め

るところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯二慇

被保険者に係る基礎賦課総額の 10 0分の

20に相当する額を当該年度の初日におけ
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る被保険者が 属する世帯の数から特定

同一世帯所属者（法第 6条第 8号に該当し

たことにより被保険者の資格を喪失した者

であって、当該資格を喪失した Hの前日以

後継続して同一の世帯に属する者をいう。

以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険

者が 属する世帯であって同日の属する

月（以下「特定月」という。）以後 5年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。以下

「特定世帯」という。）の数に 2分の 1を

乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一

の世帯に属する被保険者が 属する世帯

であって特定月以後 5年を経過する月の翌

月から特定月以後 8年を経過する月までの

間にあるもの（当該世帯に他の被保険者が

いない場合に限る。以下「特定継続世帯」

という。）の数に4分の 1を乗じて得た数

の合計数を控除した数で除して得た額

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定

した額に 2分の 1を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより

算定した額に4分の 3を乗じて得た額

2 略

3 略

第 18条から第21条まで塑陸

る一般被保険者が属する世帯の数から特定

同一世帯所属者（法第6条第 8号に該当し

たことにより被保険者の資格を喪失した者

であって、当該資格を喪失した日の前日以

後継続して同一の世帯に属する者をいう。

以下同じ。）と同一の世帯に属する一般被

保険者が属する世帯であって同日の属する

月（以下「特定月」という。）以後 5年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。以下

「特定世帯」という。）の数に 2分の 1を

乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一

の世帯に属する一般被保険者が属する世帯

であって特定月以後 5年を経過する月の翌

月から特定月以後 8年を経過する月までの

間にあるもの（当該世帯に他の被保険者が

いない場合に限る。以下「特定継続世帯」

という。）の数に4分の 1を乗じて得た数

の合計数を控除した数で除して得た額

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定

した額に 2分の 1を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより

算定した額に4分の 3を乗じて得た額

2 略

3 略

（退職被保険者等に係る基礎賦課額）

第 18条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等

に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被

保険者等につき算定した所得割額及び被保険者

均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき

算定した世帯別平等割額の合計額（退職被保険

者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場

合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算

額の総額）とする。

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額

の算定）

第 19条 前条の所得割額は、退職被保険者等に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基

礎控除後の総所得金額等に、第 17条の所得割

の保険料率を乗じて算定する。

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者

均等割額の算定）

第 20条第18条の被保険者均等割額は、第 1

7条の規定により算定した額と同額とする。

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平

等割額の算定）

第 21条 第 18条の世帯別平等割額は、次の各

号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

旦）次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯
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（基礎賦課限度額）

第22条第 15条 の基礎賦課額

は、 6

50, 000円を超えることができない。

（ 後期高齢者支援金等賦課

総額）

第23条保険料の賦課額のうち

後期高齢者支援金等賦課額（第41条、第

4 1条の 3及び第41条の 4の規定により後期

高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することとなる額を含

む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課

総額」という。）は、第 1号に掲げる額の見込

額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（神奈川県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する後期

高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付

に要する費用に係る部分

に限る。次号において同じ。）の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第 7条 の規定により読み替えら

れた法第 75条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）及び同

条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費

用に係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用（

国民健康保険事業費納付金の納付に要する

第 17条第 1項第 3号アに定：めるところによ

り算定した額

盈特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する

退職被保険者の属する世帯であって特定月以

後 5年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。

L 第 17条第 1項第3号イに定めるところ

により算定した額

堡特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する

退職被保険者の属する世帯であって特定月以

後5年を経過する月の翌月から特定月以後 8

年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）

第 17条第 1項第3号ウに定めるところによ

り算定した額

（基礎賦課限度額）

第22条 第 15条又は第 18条の基礎賦課額」

一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯

に属する場合には、第 15条の基礎賦課額と第

1 8条の基礎賦課額との合算額をいう。第40

条及び第41条第 1項において同じ。）は、 6

50, 000円を超えることができない。

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額）

第 23条保険料の賦課額のうち一般被保険者に

堡立後期高齢者支援金等賦課額（第41条、第

4 1条の 3及び第41条の 4の規定により後期

高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することとなる額を含

む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課

総額Jという。）は、第 1号に掲げる額の見込

額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（神奈川県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する後期

高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付

に要する費用に係る部分であって、神奈川県

が行う国民健康保険の一般被保険者に係るも

旦に限る。次号において同じ。）の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第 22条の規定により読み替えら

れた法第 75条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）及び同

条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費

用に係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用（

国民健康保険事業費納付金の納付に要する
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費用に限る。）のための収入（

法第

7 2条の 3第 1項、第 72条の 3の2第 1

項及び第 72条の 3の3第 1項の規定によ

る繰入金を除く。）の額

（ 後期高齢者支援金等賦課

額）

第 24条保険料の賦課額のうち

ー後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に

属する被保険者につき 算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該

世帯につき算定した世帯別平等割額

の合計

額とする。

（ 後期高齢者支援金等賦課

額の所得割額の算定）

第 25条前条の所得割額は、被保険者 に係

る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎

控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険

料率を乗じて算定する。

（ 後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率）

第 26条 後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の 1

00分の 55に相当する額を被保険者 に

係る基礎控除後の総所得金額等（政令第 29 

条の 7第 3項第4号ただし書に規定する場合

にあっては、省令第 32条の 9の2に規定す

る方法の例により補正された後の金額）の総

額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課

総額の 10 0分の 25に相当する額を当該年

度の初日における被保険者 の数で除して

得た額

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれアからウまでに定め

るところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯

後期高齢者支援金等賦課総

額の 10 0分の 20に相当する額を当該年

度の初日における被保険者が 属する世

帯の数から特定世帯の数に 2分の 1を乗じ

て得た数と特定継続世帯の数に4分の 1を

乗じて得た数の合計数を控除した数で除し

て得た額

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定

した額に 2分の 1を乗じて得た額

費用に限る。）のための収入（法附則第 9

条第 1項の規定により読み替えられた法第

7 2条の 3第 1項、第 72条の 3の2第 1

項及び第 72条の 3の3第 1項の規定によ

る繰入金を除く。）の額

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額）

第24条保険料の賦課額のうち一般被保険者に

堡ゑ後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に

属する一般被保険者につき算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該

世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保

険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する

場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世

帯とみなして算定した世帯別平等割額）の合計

額とする。

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額の所得割額の算定）

第25条 前条の所得割額は、一般被保険者に係

る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎

控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険

料率を乗じて算定する。

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率）

第26条 一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の 1

00分の 55に相当する額を一般被保険者に

係る基礎控除後の総所得金額等（政令第 29 

条の 7第3項第4号ただし書に規定する場合

にあっては、省令第 32条の 9 に規定す

る方法の例により補正された後の金額）の総

額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課

総額の 10 0分の 25に相当する額を当該年

度の初日における一般被保険者の数で除して

得た額

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれアからウまでに定め

るところにより算定した額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯二慇

被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総

額の 10 0分の 20に相当する額を当該年

度の初日における一般被保険者が属する世

帯の数から特定世帯の数に 2分の 1を乗じ

て得た数と特定継続世帯の数に 4分の 1を

乗じて得た数の合計数を控除した数で除し

て得た額

イ 特定世帯アに定めるところにより算定

した額に 2分の 1を乗じて得た額
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ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより

算定した額に4分の 3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合にお

いて、小数点以下第4位未満の端数又は 1円未

満の端数があるときは、これを切り上げるもの

とする。

3 市長は、第 1項に規定する保険料率を決定し

たときは、速やかに告示しなければならない。

第27条から第 30条まで則壁

（後期高齢者支援金等賦課限度額）

ウ 特定継続世帯アに定めるところにより

算定した額に4分の 3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合にお

いて、小数点以下第4位未満の端数又は 1円未

満の端数があるときは、これを切り上げるもの

とする。

3 市長は、第 1項に規定する保険料率を決定し

たときは、速やかに告示しなければならない。

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦

課額）

第 27条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等

に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯

に属する退職被保険者等につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに

当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計

額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の

世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者

均等割額の合算額の総額）とする。

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦

課額の所得割額の算定）

第28条 前条の所得割額は、退職被保険者等に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基

礎控除後の総所得金額等に、第26条の所得割

の保険料率を乗じて算定する。

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦

課額の被保険者均等割額の算定）

第29条第27条の被保険者均等割額は、第 2

6条の規定により算定した額と同額とする。

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦

課額の世帯別平等割額の算定）

第30条 第 27条の世帯別平等割額は、次の各

号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

旦と次号又は第 3号に掲げる世帯以外の世帯

第26条第 1項第 3号アに定めるところによ

り算定した額

皇特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する

退職被保険者の属する世帯であって特定月以

後 5年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。

L 第 26条第 1項第 3号イに定めるところ

により算定した額

位特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する

退職被保険者の属する世帯であって特定月以

後5年を経過する月の翌月から特定月以後 8

年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）

第26条第 1項第 3号ウに定めるところによ

り算定した額

（後期高齢者支援金等賦課限度額）
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第 31条第24条 の後期高齢者支

援金等賦課額は、 24 0, --00 0円

を超えることができない。

（介護納付金賦課総額）

第 32条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課

額（第41条及び第41条の 4の規定により介

護納付金賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。

）は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（神奈川県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する介護

納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。次号において同じ。）の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第 7条 の規定により読み替えら

れた法第 75条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）及び同

条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費

用に係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用（

国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に限る。）のための収入（

法第

7 2条の 3第 1項及び第 72条の 3の3第

1項の規定による繰入金を除く。）の額

（介護納付金賦課額の保険料率）

第 35条 介護納

付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 

［略

(3) 

2 略

3 略

（賦課期日後において納付義務の発生若しくは

消滅又は被保険者数の異動等があった場合）

第40条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生

した場合又は 1世帯に属する被保険者数が増加

し、若しくは減少し、 1世帯に属する被保険者

が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介

第31条 第 24条又は第 27条の後期高齢者支

援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等

とが同一の世帯に属する場合には、第 24条の

後期高齢者支援金等賦課額と第 27条の後期高

齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第40

条及び第41条第 3項において読み替えて準用

する同条第 1項において同じ。）は、 22 0, 

000円を超えることができない。

（介護納付金賦課総額）

第32条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課

額（第41条及び第41条の4の規定により介

護納付金賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。

）は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に

掲げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（神奈川県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する介護

納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。次号において同じ。）の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第 22条の規定により読み替えら

れた法第 75条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）及び同

条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費

用に係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用（

国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に限る。）のための収入（法附則第 9

条第 1項の規定により読み替えられた法第

72条の 3第 1項及び第 72条の 3の 3第

1項の規定による繰入金を除く。）の額

（介護納付金賦課額の保険料率）

第 35条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納

付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 

［略

(3) 

2 略

3 略

（賦課期日後において納付義務の発生若しくは

消滅又は被保険者数の異動等があった場合）

第40条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生

した場合又は 1世帯に属する被保険者数が増加

し、若しくは減少し、 1世帯に属する被保険者

が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介
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護納付金賦課被保険者でなくなった若しくは政

令第 29条の 7の2第2項に規定する特例対象

被保険者等（以下「特例対象被保険者等」とい

う。）となった

場合における当該納付義務者に係

る第 15条若しくは第 24条

ーの額（被保険者数が増加し、若しくは減少

した場合（特定同一世帯所属者に該当すること

により被保険者数が減少した場合を除く。）又

は特例対象被保険者等となった場合における当

該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）

若しくは第 33条の額又は次条第 1項各号（同

条第3項又は第4項の規定により読み替えて準

用する場合を含む。次項において同じ。）に定

める額、第41条の 3第1項（同条第 2項の規

定により読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。）に定める第 17条

-―の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料

率にそれぞれ 10分の 5を乗じて得た額、第4

1条の 3第3項第 1号（同条第4項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）に定める額、第41条の4第1項各

号（同条第 3項又は第4項の規定により読み替

えて準用する場合を含む。次項において同じ。

）に定める額若しくは同条第5項各号（同条第

7項又は第8項の規定により読み替えて準用す

る場合を含む。次項において同じ。）に定める

額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し

た日又は被保険者数が増加し、若しくは減少し

た日（法第6条第 1号から第8号までの規定の

いずれかに該当したことにより被保険者数が減

少した場合においては、その減少した日が月の

初日であるときに限り、その前日）、 1世帯に

属する被保険者が介護納付金賦課被保険者とな

った若しくは介護納付金賦課被保険者でなくな

った日若しくは特例対象被保険者等となった＿

日の

属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場

合における当該納付義務者に係る第 15条惹上

くは第24条 の額若しく

は第 33条の額又は次条第 1項各号に定める額

、第41条の 3第 1項に定める第 17条

の基礎賦課額の被保険者均等割の保

険料率にそれぞれ 10分の 5を乗じて得た額、

第41条の 3第3項第 1号に定める額、第41

条の4第 1項各号に定める額若しくは同条第5

項各号に定める額の算定は、その納付義務が消

滅した日（法第6条第 1号から第8号までの規

定のいずれかに該当したことにより納付義務が

護納付金賦課被保険者でなくなった若しくは政

令第29条の 7の2第 2項に規定する特例対象

被保険者等（以下「特例対象被保険者等」とい

う。）となった若しくは特例対象被保険者等で

はなくなった場合における当該納付義務者に係

る第 15条、第 18条、第 24条若しくは第2

工全の額（被保険者数が増加し、若しくは減少

した場合（特定同一世帯所属者に該当すること

により被保険者数が減少した場合を除く。）又

は特例対象被保険者等となった場合における当

該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）

若しくは第33条の額又は次条第 1項各号（同

条第3項又は第4項の規定により読み替えて準

用する場合を含む。次項において同じ。）に定

める額、第41条の 3第 1項（同条第 2項の規

定により読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。）に定める第 17条若しくは第

20条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料

率にそれぞれ 10分の 5を乗じて得た額、第4

1条の 3第3項第 1号（同条第4項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）に定める額、第41条の4第 1項各

号（同条第 3項又は第4項の規定により読み替

えて準用する場合を含む。次項において同じ。

）に定める額若しくは同条第 5項各号（同条第

7項又は第8項の規定により読み替えて準用す

る場合を含む。次項において同じ。）に定める

額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し

た日又は被保険者数が増加し、若しくは減少し

た日（法第6条第 1号から第8号までの規定の

いずれかに該当したことにより被保険者数が減

少した場合においては、その減少した日が月の

初日であるときに限り、その前日）、 1世帯に

属する被保険者が介護納付金賦課被保険者とな

った若しくは介護納付金賦課被保険者でなくな

った日若しくは特例対象被保険者等となった若

しくは特例対象被保険者等ではなくなった日の

属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場

合における当該納付義務者に係る第 15条-簗

1 8条、第24条若しくは第 27条の額若しく

は第33条の額又は次条第 1項各号に定める額

、第41条の 3第 1項に定める第 17条若しく

は第20条の基礎賦課額の被保険者均等割の保

険料率にそれぞれ 10分の 5を乗じて得た額、

第41条の 3第3項第 1号に定める額、第41 

条の4第1項各号に定める額若しくは同条第 5

項各号に定める額の算定は、その納付義務が消

滅した日（法第6条第 1号から第8号までの規

定のいずれかに該当したことにより納付義務が
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消滅した場合においては、その消滅した日が月

の初日であるときに限り、その前日）の属する

月の前月まで、月割をもって行う。

（低所得者の保険料の減額）

第41条 次の各号に該当する納付義務者に対し

て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

第 15条 の基礎賦課額から、それ

ぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（

当該減額して得た額が第22条に規定する額を

超える場合には、同条に規定する額）とする。

(1)世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

は、その発生した日）現在においてその世帯

に属する被保険者及び特定同一世帯所属者に

つき算定した地方税法第314条の 2第 1項

に規定する総所得金額（青色専従者給与額又

は事業専従者控除額については、同法第 31 

3条第 3項、第4項又は第5項の規定を適用

せず、所得税法（昭和40年法律第 33号）

第57条第 1項、第 3項又は第4項の規定の

例によらないものとし、山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額（

地方税法附則第 33条の 2第5項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附

則第 35条の 2の6第8項又は第 11項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額

）、同法附則第 33条の 3第5項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第

34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額

、同法附則第35条第5項に規定する短期譲

渡所得の金額、同法附則第35条の 2第 5項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額（同法附則第 35条の 3第15項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第35条の 2の2第5項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附

則第 35条の 2の6第11項又は第 35条の

3第 13項若しくは第 15項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、同法附

則第 35条の4第4項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第 35条の4

の2第7項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律第8条第 2項に規定する特例適用利

子等の額、同条第4項に規定する特例適用配

当等の額、租税条約等実施特例法第 3条の 2

の2第10項に規定する条約適用利子等の額

消滅した場合においては、その消滅した日が月

の初日であるときに限り、その前日）の属する

月の前月まで、月割をもって行う。

（低所得者の保険料の減額）

第41条 次の各号に該当する納付義務者に対し

て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

第15条又は第 18条の基礎賦課額から、それ

ぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（

当該減額して得た額が第 22条に規定する額を

超える場合には、同条に規定する額）とする。

(1)世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

は、その発生した日）現在においてその世帯

に属する被保険者及び特定同一世帯所属者に

つき算定した地方税法第31 4条の 2第 1項

に規定する総所得金額（青色専従者給与額又

は事業専従者控除額については、同法第 31 

3条第 3項、第4項又は第5項の規定を適用

せず、所得税法（昭和40年法律第 33号）

第57条第 1項、第 3項又は第4項の規定の

例によらないものとし、山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額（

地方税法附則第 33条の 2第5項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附

則第 35条の 2の6第8項又は第 11項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額

）、同法附則第33条の 3第5項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第

34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額

、同法附則第35条第 5項に規定する短期譲

渡所得の金額、同法附則第35条の 2第 5項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額（同法附則第 35条の 3第 15項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第 35条の 2の2第5項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附

則第35条の 2の6第 11項又は第 35条の

3第 13項若しくは第 15項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、同法附

則第 35条の4第4項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第35条の4
の2第7項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律第8条第 2項に規定する特例適用利

子等の額、同条第4項に規定する特例適用配

当等の額、租税条約等実施特例法第 3条の 2

及び同条第 12項に規定する条約適用配当等 ／ I 

の2第10項に規定する条約適用利子等の額

及び同条第 12項に規定する条約適用配当等

の額をいう。以下この項において同じ。）のの額をいう。以下この項において同じ。）の
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算定についても同様とする。以下同じ。）及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合算額が、地方税法第

3 1 4条の 2第2項第 1号に定める金額（世

帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険

者及び特定同一世帯所属者（次号及び第3号

において「世帯主等」という。）のうち給与

所得を有する者（前年中に同条第 1項に規定

する総所得金額に係る所得税法第28条第 1

項に規定する給与所得について同条第 3項に

規定する給与所得控除額の控除を受けた者（

同条第 1項に規定する給与等の収入金額が 5

50, 000円を超える者に限る。）をいう

。以下この号において同じ。）の数及び公的

年金等に係る所得を有する者（前年中に地方

税法第 31 4条の 2第 1項に規定する総所得

金額に係る所得税法第35条第3項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条第4項

に規定する公的年金等控除額の控除を受けた

者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が 600, 000円を超え

る者に限り、年齢65歳以上の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が 1, 100, 0 

00円を超える者に限る。）をいい、給与所

得を有する者を除く。）の数の合計数（次号

及び第3号において「給与所得者等の数」と

いう。）が 2以上の場合にあっては、地方税

法第 31 4条の 2第2項第 1号に定める金額

に当該給与所得者等の数から 1を減じた数に

100, 000円を乗じて得た金額を加えた

金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義

務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険

者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗

じて得た額とイに掲げる額とを合算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率に 10分の 7を乗じて得た額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割

の保険料率に 10分の 7を乗じて得た額

(2)前号に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第31 4条の 2

第2項第1号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が 2以上の場合にあっては

、同号に定める金額に当該給与所得者等の数

から 1を減じた数に 100, 000円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に 295, 000 

旦に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後

に保険料の納付義務が発生した場合には、そ

の発生した日）現在において当該世帯に属す

算定についても同様とする。以下同じ。）及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合算額が、地方税法第

3 1 4条の 2第2項第 1号に定める金額（世

帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険

者及び特定同一世帯所属者（次号及び第 3号

において「世帯主等」という。）のうち給与

所得を有する者（前年中に同条第 1項に規定

する総所得金額に係る所得税法第28条第 1

項に規定する給与所得について同条第3項に

規定する給与所得控除額の控除を受けた者（

同条第 1項に規定する給与等の収入金額が 5

50, 000円を超える者に限る。）をいう

。以下この号において同じ。）の数及び公的

年金等に係る所得を有する者（前年中に地方

税法第31 4条の 2第1項に規定する総所得

金額に係る所得税法第 35条第 3項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条第4項

に規定する公的年金等控除額の控除を受けた

者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が 600, 000円を超え

る者に限り、年齢65歳以上の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が 1, 100, 0 

00円を超える者に限る。）をいい、給与所

得を有する者を除く。）の数の合計数（次号

及び第 3号において「給与所得者等の数」と

いう。）が 2以上の場合にあっては、地方税

法第 31 4条の 2第2項第 1号に定める金額

に当該給与所得者等の数から 1を減じた数に

100, 000円を乗じて得た金額を加えた

金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義

務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険

者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗

じて得た額とイに掲げる額とを合算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率に 10分の 7を乗じて得た額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割

の保険料率に 10分の 7を乗じて得た額

(2)前号に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第 31 4条の 2

第2項第 1号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が 2以上の場合にあっては

、同号に定める金額に当該給与所得者等の数

から 1を減じた数に 100, 000円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に 290, 000 

旦に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後

に保険料の納付義務が発生した場合には、そ

の発生した日）現在において当該世帯に属す
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る被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であって

前号に該当するもの以外の者 アに掲げる額

に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされる者の数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率に 10分の 5を乗じて得た額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割

の保険料率に 10分の 5を乗じて得た額

(3)第 1号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額が、地方税法第31 4条の

2第2項第 1号に定める金額（世帯主等のう

ち給与所得者等の数が 2以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から 1を減じた数に 100,000円を乗

じて得た金額を加えた金額）に 54 5, 0 0 

旦旦に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日

後に保険料の納付義務が発生した場合には、

その発生した日）現在において当該世帯に属

する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数

の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て前2号に該当するもの以外の者 アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされる者の数を乗じて得た額とイ

に掲げる額とを合算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率に 10分の 2を乗じて得た額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割

の保険料率に 10分の 2を乗じて得た額

2 略

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、 「第 15条

」とあるのは「第24条 」と、

「第22条」とあるのは「第31条」と、前項

中「第 17条第2項及び第 3項」とあるのは「

第 26条第 2項及び第 3項」と読み替えるもの

とする。

4 第 1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、 「第 15条 」と

あるのは「第 33条」と、 「第 22条」とある

る被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であって

前号に該当するもの以外の者 アに掲げる額

に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされる者の数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率に 10分の 5を乗じて得た額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割

の保険料率に 10分の 5を乗じて得た額

(3)第 1号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額が、地方税法第314条の

2第2項第 1号に定める金額（世帯主等のう

ち給与所得者等の数が 2以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から 1を減じた数に 100, 000円を乗

じて得た金額を加えた金額）に 53 5, 0 0 

堕に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日

後に保険料の納付義務が発生した場合には、

その発生した日）現在において当該世帯に属

する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数

の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て前2号に該当するもの以外の者 アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされる者の数を乗じて得た額とイ

に掲げる額とを合算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率に 10分の 2を乗じて得た額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割

の保険料率に 10分の 2を乗じて得た額

2 略

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、 「第 15条又は第 18 

全」とあるのは「第24条又は第 27条」と、

「第22条」とあるのは「第 31条」と、前項

中「第 17条第2項及び第 3項」とあるのは「

第26条第2項及び第 3項」と読み替えるもの

とする。

4 第1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、 「第 15条又は第 18条」と

あるのは「第 33条」と、 「第22条」とある
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のは「第 36条」と、第 2項中「第17条第 2

項及び第 3項」とあるのは「第 35条第2項及

び第 3項」と読み替えるものとする。

（未就学児の被保険者均等割額の減額）

第41条の 3 当該年度において、その世帯に 6

歳に達する日以後の最初の 3月31日以前であ

る被保険者（第 3項において「未就学児」とい

う。）がある場合における当該被保険者に係る

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は

、第 17条 の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率から、当該保険料率に、そ

れぞれ、 10分の 5を乗じて得た額（その額に

1円未満の端数があるときは、その端数を切り

上げた額）を控除して得た額とする（第 3項に

掲げる場合を除く。）。

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の

減額について準用する。この場合において、同

項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、 「第 17条

とあるのは「第26条 」と読み替

えるものとする。

3 当該年度において、第41条に規定する基準

に従い保険料を減額するものとした納付義務者

の世帯に未就学児がある場合における当該未就

学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割額は、第 1号に掲げる額から第2号に掲

げる額を控除して得た額とする。

(1)第 17条 の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率から、当該保険料率に

第41条第 1項各号に規定する場合に応じて

それぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得

た額（その額に 1円未満の端数があるときは

、その端数を切り上げた額）を控除して得た

額

(2)略

4 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の

減額について準用する。この場合において、同

項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、 「第 17条

とあるのは「第 26条 」と読み替

えるものとする。

（出産被保険者の保険料の減額）

第41条の4 当該年度において、世帯に出産被

保険者（政令第 29条の 7第5項第8号に規定

する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある

場合における当該世帯の納付義務者に対して課

する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第 1

5条 の基礎賦課額から、次の各号

の合算額を減額して得た額（当該減額して得た

額が第 22条に規定する額を超える場合には、

のは「第36条」と、第2項中「第 17条第2

項及び第3項」とあるのは「第 35条第 2項及

び第 3項」と読み替えるものとする。

（未就学児の被保険者均等割額の減額）

第41条の 3 当該年度において、その世帯に 6

歳に達する日以後の最初の 3月 31日以前であ

る被保険者（第 3項において「未就学児」とい

う。）がある場合における当該被保険者に係る

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は

、第 17条又は第20条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率から、当該保険料率に、そ

れぞれ、 10分の 5を乗じて得た額（その額に

1円未満の端数があるときは、その端数を切り

上げた額）を控除して得た額とする（第 3項に

掲げる場合を除く。）。

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の

減額について準用する。この場合において、同

項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、 「第 17条又は第 20条」

とあるのは「第 26条又は第 29条」と読み替

えるものとする。

3 当該年度において、第41条に規定する基準

に従い保険料を減額するものとした納付義務者

の世帯に未就学児がある場合における当該未就

学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割額は、第 1号に掲げる額から第 2号に掲

げる額を控除して得た額とする。

(1)第 17条又は第20条の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率から、当該保険料率に

第41条第 1項各号に規定する場合に応じて

それぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得

た額（その額に 1円未満の端数があるときは

、その端数を切り上げた額）を控除して得た

額

(2)略

4 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の

減額について準用する。この場合において、同

項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支

援金等賦課額」と、 「第 17条又は第 20条」

とあるのは「第26条又は第29条」と読み替

えるものとする。

（出産被保険者の保険料の減額）

第41条の4 当該年度において、世帯に出産被

保険者（政令第29条の 7第 5項第8号に規定

する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある

場合における当該世帯の納付義務者に対して課

する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第 1

5条又は第 18条の基礎賦課額から、次の各号

の合算額を減額して得た額（当該減額して得た

額が第 22条に規定する額を超える場合には、
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同条に規定する額）とする（第 5項に掲げる場

合を除く。）。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割

の保険料率を乗じて得た額に 12分の 1を乗

じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予

定日（省令第32条の 10の2で定める場合

には、出産の日。第48条の 3第1項及び第

2項において同じ。）の属する月（以下この

号において「出産予定月」という。）の前月

（多胎妊娠の場合には、 3月前）から出産予

定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期

間」という。）のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率に 12分の 1を乗じて得た額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額

2 略

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、 「第 15条

」とあるのは「第24条 」と、

「第 22条に規定する額」とあるのは「第 31 

条に規定する額」と、前項中「第 17条第2項

」とあるのは「第 26条第2項」と読み替える

ものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第 1項中「規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）

をいう。以下この項において同じ。」と、 「基

礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と

、 「第 15条 」とあるのは「第 3

3条」と、 「第22条に規定する額」とあるの

は「第 36条に規定する額」と、第2項中「第

1 7条第2項」とあるのは「第 35条第2項」

と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第41条に規定する基準

に従い保険料を減額するものとした納付義務者

の世帯に出産被保険者がある場合における当該

世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課

額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第15条

の基礎賦課額から、次の各号の合

算額を減額して得た額（当該減額して得た額が

第22条に規定する額を超える場合には、同条

に規定する額）とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所

同条に規定する額）とする（第 5項に掲げる場

合を除く。）。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割

の保険料率を乗じて得た額に 12分の 1を乗

じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予

定日（省令第32条の 10の2で定める場合

には、出産の日。第48条の 3第1項及び第

2項において同じ。）の属する月（以下この

号において「出産予定月」という。）の前月

（多胎妊娠の場合には、 3月前）から出産予

定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期

間」という。）のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率に 12分の 1を乗じて得た額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額

2 略

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、 「第 15条又は第 18 

全」とあるのは「第 24条又は第 27条」と、

「第22条に規定する額」とあるのは「第 31 

条に規定する額」と、前項中「第 17条第 2項

」とあるのは「第 26条第 2項」と読み替える

ものとする。

4 第 1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第 1項中「規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）

をいう。以下この項において同じ。」と、 「基

礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と

、 「第 15条又は第 18条」とあるのは「第 3

3条」と、 「第 22条に規定する額」とあるの

は「第 36条に規定する額」と、第2項中「第

1 7条第2項」とあるのは「第 35条第 2項」

と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第41条に規定する基準

に従い保険料を減額するものとした納付義務者

の世帯に出産被保険者がある場合における当該

世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課

額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第 15条

又は第 18条の基礎賦課額から、次の各号の合

算額を減額して得た額（当該減額して得た額が

第 22条に規定する額を超える場合には、同条

に規定する額）とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所
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得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割

の保険料率を乗じて得た額に 12分の 1を乗

じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率から、当該保険料率に第41条第

1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同

項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除し

て得た額に 12分の 1を乗じて得た額に、当

該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額

6 略

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、 「第 15条

」とあるのは「第24条 」と、

「第22条に規定する額」とあるのは「第 31 

条に規定する額」と、前項中「第 17条第 2項

」とあるのは「第 26条第 2項」と読み替える

ものとする。

8 第5項及び第 6項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第5項中「世帯に出産被保険者」とあるのは

「世帯に出産被保険者（介護納付金賦課被保険

者である者に限る。以下この項において同じ。

）」と、 「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、 「第 15条 」とあ

るのは「第 33条」と、 「第22条に規定する

額」とあるのは「第36条に規定する額」と、

第6項中「第 17条第 2項」とあるのは「第3

5条第 2項」と読み替えるものとする。

得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割

の保険料率を乗じて得た額に 12分の 1を乗

じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率から、当該保険料率に第41条第

1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同

項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除し

て得た額に 12分の 1を乗じて得た額に、当

該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額

6 略

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、 「第 15条又は第 18 

全」とあるのは「第 24条又は第 27条」と、

「第22条に規定する額」とあるのは「第 31 

条に規定する額」と、前項中「第 17条第 2項

」とあるのは「第 26条第 2項」と読み替える

ものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第 5項中「世帯に出産被保険者」とあるのは

「世帯に出産被保険者（介護納付金賦課被保険

者である者に限る。以下この項において同じ。

）」と、 「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、 「第 15条又は第 18条」とあ

るのは「第33条」と、 「第22条に規定する

額」とあるのは「第 36条に規定する額」と、

第6項中「第 17条第 2項」とあるのは「第3

5条第 2項」と読み替えるものとする。
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茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例参照条文

0国民健康保険法（全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険

法等の一部を改正する法律（令和 5年法律第 31号）第4条の規定による改正前のも

の）

（適用除外）

箆前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内

の市町村とともに行う国民健康保険（以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。）の被保険

者としない。

ニ健康保険法（大正十一年法律 七十号）の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の

規定による日雇特例被保険者を除く。

三船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定による被保険者

二 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）又は地方公務員等共済組合法（昭和

三十七年法律第百五十二号）に基づく共済組合の組合員

盟私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定による私立学校教職員共済

制度の加入者

亙健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者

の同法の規定による被扶養者を除く。

左船員保険法、国 公務員共済組合法（他の法律において準用する場合を含む。）又は地方公務

員等共済組合法の規定による被扶養者

上健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保

険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の

被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇

特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例

被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。

ム 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）の規定による被保険者

九 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）による保護を受けている世帯（その保護を停止

されている世帯を除く。）に属する者

十 国民健康保険組合の被保険者

十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

第七十条 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令で定めるところに

より、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院

時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪間看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及

び高額介護合算療養費の支給に要する費用（第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七十六

条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」という。）並びに当該都道府県によ

る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金（以下「前期高齢者納付金」と

いう。）及び同法の規定による後期高齢者支援金（以下「後期高齢者支援金」という。）並びに介

護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。

ニ被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控

除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療

養費、特別療養 、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算

額から第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金

の合算額の二分の一に相当する額を控除した額

二 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額（高齢者の

医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金（以下「前期高齢者交付金」という。）

がある場合には、これを控除した額）

2 第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町

村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担
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することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号に

掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担

の措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する

額とする。

3 国は、第一項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係

る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合

等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めると

ころにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額（第七十二条の二第二項にお

いて「高額医療費負担対象額」という。）の四分のーに相当する額を負担する。

（市町村の特別会計への繰入れ等）

第七十二条の三 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条

例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第一項に規定する国民

健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額

した額の合額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところ

により算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2 都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の四分の三に相当する額を負

担する。

第七十二条の三の二 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、六歳に達する日以後の

最初の三月三十一日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課

又は地方税法第七百三条の五第二項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険

料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政

の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険

に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する

3 都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を

負担する。

第七十二条の三の三 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険

者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第

七百三条の五第三項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規

定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の

事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会

計に繰り入れなければならない。

2 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する

3゚ 都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を

負担する。

（都道府県及び市町村の補助及び貸付）

第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七十二条の三の二第三項、第七十二

条の三の三第三項及び第七十二条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費

用（前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。）

に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。

（国民健康保険保険給付費等交付金）

第七十五条の二 都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図

り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で

定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に

ついて、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
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2 前項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付は、都道府県国民健康保険運営方針と

の整合性を確保して行うよう努めるものとする。

（国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務）

第七十五条の七 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民

健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用（前期高

齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含砂。）に充てるた

め、政令で定めるところにより、条例で、年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

以下同じ。）ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものと

する。

2 市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。

（条例又は規約への委任）

第八十一条 第七十六条から前条までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課そ

の他保険料の賦課及び徴収ー等に関する事項は、政令で定める基準に従って条例又は規約で定める。

附則

（退職被保険者等の経過措置）

第六条 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者（六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であ

るものを除く。）のうち、次に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を

受けることができる者であって、これらの法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であ

った期間（当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む。）又はこれらの期間を合算し

た期間（以下この項及び附則第二十条において「年金保険の被保険者等であった期間」という。）

が二十年（その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であった期間が二十年未満である当該年金

たる給付を受けることができる者にあっては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間）

以上であるか、又は四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であった期間が十年以上である

ものに該当する者（当該者となった時以後平成二十六年度までの間に、持続可能な医療保険制度を

構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第三十一号。附則第二

十五条において「改正法」という。）第四条の規定による改正前のこの法律の定めるところにより

市町村が行う国民健康保険の被保険者である期間を有する者に限る。）は、退職被保険者とする。

ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事山としてその全額につき停止されている者に

ついては、この限りでない。

厚生年金保険法

― 恩給法（大正十二年法律第四十八＿号，他の一法律において準用する場合を含む_Q)

― 国家公務員共済組合法

匝 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）

五地方公務員等共済組合法

左 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）

上私立学校教職員共済法

ム地方公務員の退職年金に関する条例

凸 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和二十五年法律第二百五十六

笠
呈 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者（六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるも

のを除く。）であって、次の各号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする。

ニ 退職被保険者の直系尊属、配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下この項において同じ。）その他三親等内の親族であって、その退職被保険者と同一

の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの

ニ退職被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及

び子であって、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主と＿してその者により生計を維持するも

竺
― 前号の配偶者の死亡後における父母＿及び子であって、引き続きその退職被保険者と同一の世帯
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に属し、主としてその者により生計を維持するもの

（療養給付費等交付金）

第七条 支払基金は、政令で定めるところにより、退職被保険者及びその被扶養者（以下「退職被保

険者等」という。）が住所を有する都道府県（以下「退職被保険者等所属都道府県」という。）に

対し、当該退職被保険者等所属都道府県及び当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等

が住所を有する市町村（以下「退職被保険者等所属市町村」という。）が負担する費用のうち、第

一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額（以下「被用者保険等拠出

対象額」という。）について、療養給付費等交付金を交付する。

二 退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する

額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪間

看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

の合算額

三 調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に当該退職被保険者等所属都道府県に係る

被保険者の総数に対する退職被保険者等の総数の割合として厚生労働省令で定めるところにより

算定した割合（以下「退職被保険者等所属割合」という。）を乗じて得た額

二 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に

要する費用に相当する額の合算額を控除した額

2 前項の療養給付費等交付金（以下「療養給付費等交付金」という。）は、附則第十条の規定によ

り支払基金が徴収する療養給付費等拠出金をもって充てる。

3 第一項第二号に規定する調整対象基準額は、療養給付費等交付金の交付を受ける年度の概算調整

対象基準額（高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額を

いう。以下この項において同じ。）とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が

当該年度の前々年度の確定調整対象基準額（同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額

をいう。以下この項において同じ。）を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超

える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額（当該年度の前々年度における全ての退職被保

険者等所属都道府県に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利

子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより退職被保険者等所属都道府県ごとに

算定される額をいう。以下この項において同じ。）との合計額を控除して得た額とするものとし、

当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たない

ときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調

整金額との合計額を加算して得た額とする。

（国の負担等に関する読替え）

第九条 退職被保険者等所属都道府県については、第七十条第一項第一号中「被保険者」とあるのは

「一般被保険者（附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険

者をいう。第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項にお

いて同じ。）」と、同項第二号中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金の納付に要

する費用の額から、附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額

の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額Jと、第七十二条

の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項中「被保険者」とあるのは

「一般被保険者」とする。

2 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあって

は、第七十六条第二項中「組合は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の

規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、 「並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健

康保険法第百七十九条に規定する組合にあっては、同法」とあるのは「、介護納付金、附則第十条

第一項の規定による拠出金並びに健康保険法」とする。

（病床転換支援金の経過措置）

第二十二条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第六

十九条中「及び同法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等J_という。）」
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とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）及

び同法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）」と、第七十条第一

項（附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）中「及び同法の規定による

後期高齢者支援金（以下．「後期高齢者支援金」という。）」とあるのは「、同法の規定による後期

高齢者支援金（以下「後期高齢者支援金」という。）及び同法の規定による病床転換支援金（以下

「病床転換支援金」という。）」と、同項第二号（附則第九条 一項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支

援金」と、第七十三条第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支

援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第

二項（附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を＾む。）並びに第八十一条の二第

十項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床

転換支援金等」と、附則第七条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢

者支援金及び病床転換支援金」と、附則第二十一条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは

「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担する病床転換支援金の合算額」と、同条第四項

第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した病

床転換支援金の合計額」とする。

0地方税法

（所得控除）

第三百十四条の二 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合

には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所

得金額又は山林所得金額から控除するものとする。

ー 前年中に災害又は盗難若しくは横領（以下この号において「災害等」という。）により自己又

は自己と生計をーにする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産（第三百十三条第

十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。）について

損失を受けた場合（当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。）

において、当該損失の金額（当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類

するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。）の

合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額

イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額（損失の金額のうち災害に直接関連して支出をし

た金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。）が五万円以下である場合

（災害関連支出の金額がない場合を含む。） 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得

金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額

ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から

災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのい

ずれか低い金額

ハ 損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低

い金額

二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費（医師又は歯科医師

による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役

務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。）を支

払い、その支払った医療費の金額（保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋めら

れた部分の金額を除く。）の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合

計額の百分の五に相当する金額（その金額が十万円を超える場合には、十万円）を超える所得割

の納税義務者 その超える金額（その金額が二百万円を超える場合には、二百万円）

三 前年中に自己又は自己と生計をーにする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料（所得税

法第七十四条第二項に規定する社会保険料（租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会
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保険料とみなされる金銭の額を含む。）をいう。）を支払った、又は給与から控除される所得割

の納税義務者 その支払った、又は給与から控除される金額

四 前年中に次に掲げる掛金を支払った所得割の納税義務者 その支払った金額の合計額

イ 小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約（政令で定めるものを除く。）に基づく

掛金

ロ 確定拠出年金法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五

条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金

ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で

政令で定めるものに係る契約に基づく掛金

五 前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、口に規定する介護医療保険料又は

ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払った所得割の納税義務者 次の

イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額（当該合

計額が七万円を超える場合には、七万円）

イ 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金（第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係

るものにあっては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金（以下この

号及び第七項において「保険金等」という。）を支払うことを約する部分（ハにおいて「生存

死亡部分」という。）に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、口に規定する介護

医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及び口において「新生命保険料

」という。）又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金（ハに規定する旧個人年金保険

料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。）を支払った場

合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)新生命保険料を支払った場合（（3) に掲げる場合を除く。） 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

(i) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額（前年中において新生命保険契約等に基

づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を

受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって新生命保険料の払込みに充てた場合

には、当該剰余金又は割戻金の額（新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めると

ころにより計算した金額に限る。）を控除した残額。以下（1) 及び(3) (i) において同じ

。）が一万二千円以下である場合 当該合計額

(ii) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下であ

る場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金

額との合計額

(iii) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下であ

る場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分のーに相当する金

額との合計額

(iv) 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

(2) 旧生命保険料を支払った場合 ((3) に掲げる場合を除く。） 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

(i) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額（前年中において旧生命保険契約等に基

づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を

受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合

には、当該剰余金又は割戻金の額（旧生命保険料に係る部分の金額に限る。）を控除した

残額。以下(2)及び(3) (ii) において同じ。）が一万五千円以下である場合 当該合計額

(ii) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場

合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額と

の合計額

(iii) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合

二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合
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計額

(iv) 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円

(3)新生命保険料及び旧生命保険料を支払った場合 その支払った次に掲げる保険料の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額の合計額（当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万

八千円）

(i)新生命保険料 前年中に支払った新生命保険料の金額の合計額の (1) (i) から (iv) まで

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1) (i) から (iv) までに定める金額

(ii) 旧生命保険料 前年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額の (2) (i) から (iv) まで

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2) (i) から (iv) までに定める金額

ロ 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金（病院又は診療所に入院して第二号に規定する医

療費を支払ったことその他の政令で定める事由（第七項第二号及び第三号において「医療費等

支払事由」という。）に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で

定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下口において「介護医療保険料」という

。）を支払った場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額（前年中において介護医療保険契約等に

基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配

を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場

合には、当該剰余金又は割戻金の額（介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定める

ところにより計算した金額に限る。）を控除した残額。以下口において同じ。）が一万二千

円以下である場合 当該合計額

(2) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下であ

る場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分のーに相当する金額

との合計額

(3) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下であ

る場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額

との合計額

(4) 前年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円

ハ 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金（生存死亡部分に係るものに限る。以下ハ

において「新個人年金保険料」という。）又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛

金（その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の

特約が付されている契約にあっては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて

「旧個人年金保険料」という。）を支払った場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

(1) 新個人年金保険料を支払った場合 ((3) に掲げる場合を除く。） 次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額

(i)前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額（前年中において新個人年金保険契

約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に

基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払

込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額（新個人年金保険料に係る部分の金額

として政令で定めるところにより計算した金額に限る。）を控除した残額。以下（1) 及び

(3) (i) において同じ。）が一万二千円以下である場合 当該合計額

(ii) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下

である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分のーに相当す

る金額との合計額

(iii) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下

である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当す

る金額との合計額

(iv) 前年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八
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千円

(2) 旧個人年金保険料を支払った場合 ((3) に掲げる場合を除く。） 次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額

（i) 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額（前年中において旧個人年金保険契

約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に

基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧個人年金保険料の払

込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額（旧個人年金保険料に係る部分の金額

に限る。）を控除した残額。以下（2) 及び(3) (ii) において同じ。）が一万五千円以下で

ある場合 当該合計額

(ii) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下であ

る場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金

額との合計額

(iii) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場

合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額と

の合計額

(iv) 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円

(3) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払った場合 その支払った次に掲げる保険料

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額（当該合計額が二万八千円を超える場合に

は、二万八千円）

(i) 新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の (1) (i) から

(iv) までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ（1) (i) から (iv) までに定める金額

(ii) 旧個人年金保険料 前年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額の (2) (i) から

(iv) までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2) (i) から (iv) までに定める金額

五 の 二 削除

五の三 前年中に、自己若しくは自己と生計をーにする配偶者その他の親族の有する家屋で常時そ

の居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を

保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因

とする火災、損壊、埋没又は流失による損害（以下この号において「地震等損害」という。）に

よりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契

約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金（政令で定めるものを除く。以下この号において「

地震保険料」という。）を支払った所得割の納税義務者 前年中に支払った地震保険料の金額の

合計額（前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、

又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保

険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額（地震保険料に係る部分の金額に限

る。）を控除した残額）の二分の一に相当する金額（その金額が二万五千円を超える場合には、

二万五千円）

六 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円（その者が特別障害者（障害者のうち、精神又

は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三百十四条

の六において同じ。）である場合には、三十万円）

七削除

八 寡婦である所得割の納税義務者 二十六万円

八の二 ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円

九 勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円

十 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円（その控除対

象配偶者が老人控除対象配偶者（控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下こ



-139-

--0123456789

の条及び第三百十四条の六第一号イにおいて同じ。）である場合には、三十八万円）

ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十

二万円（その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円）

ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万

円（その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円）

十の二 自己と生計を一にする配偶者（第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当する

もので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当する

ものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に

該当しないものを有する所得割の納税義務者（その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務

者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下である

ものに限る。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円

(2) 前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配

偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額（当該超える部分の金額

が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額か

ら三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする

。）を控除した金額

(3) 前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円

ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該

配偶者のイ（1) から（3) までに掲げる区分に応じ、それぞれイ（1) から (3) までに定める金額

の三分の二に相当する金額（当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた

金額）

ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配

偶者のイ（1) から (3) までに掲げる区分に応じ、それぞれイ（1) から（3) までに定める金額の

三分の一に相当する金額（当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金

額）

十一 控除対象扶養親族（扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をい

う。以下この款において同じ。）を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十

三万円（その者が特定扶養親族（控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳末満の者を

いう。第八項及び第三百十四条の六において同じ。）である場合には四十五万円、その者が老人

扶養親族（控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三

百十四条の六において同じ。）である場合には三十八万円）

イ 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者 年齢十六歳以上の者

ロ 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者 年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢

七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であって次に掲げる者のいずれかに該当

するもの

(1) 留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなった者

(2) 障害者

(3) その市町村民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を三

十八万円以上受けている者

2 市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その

者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、＿次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円

― 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合

二十九万円
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三 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合

十五万円

3 所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務

者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれか

との同居を常況としている者（第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。）である場

合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。

4 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系

尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者（第三百十

四条の六において「同居直系尊属」という。）である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第

十一号の金額は、四十五万円とする。

5 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若し

くは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は

、適用しない。

6 第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき

金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四

号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除す

べき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額

と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定に

より控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除

額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除

すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と

、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除

すべき金額を基礎控除額という。

7 第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又

は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約

を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同 H以後に締結した契約

とみなす。

一 新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約（失効した同日前に

締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。）

若しくは他の保険契約（共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。）に附帯して

締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定

（次号において「承認規定」という。）の承認を受けた二に掲げる規約若しくは同項第二号その

他政令で定める規定（次号において「認可規定」という。）の認可を受けた同項第二号に規定す

る基金（次号において「基金」という。）の二に掲げる規約（以下この号及び次号において「新

規約」と総称する。）のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをそ

の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

イ 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社

等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの（保

険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの（次号において「特定保険契約」という

。）及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。）

ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡

易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約（次号及び第三号において「旧簡易生命保険

契約」という。）のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

ハ 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契

約（共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。）その他政令

で定めるこれに類する共済に係る契約（次号及び第三号において「生命共済契約等」という。

）のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
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二 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する

退職年金に関する契約で政令で定めるもの

二 旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約（失効した同

日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。）又は同日以前に承認規定の承認を

受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約（新規約を除く。

）のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の

払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

イ 前号イに掲げる契約

ロ 旧簡易生命保険契約

ハ生命共済契約等

— 前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規

定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身

体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約（イに掲げるも

の、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、

当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結した

ものその他政令で定めるものを除く。）のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払

われるもの

ホ 前号二に掲げる規約又は契約

三 介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約（失効した同日前

に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。

）又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取

人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

イ 前号二に掲げる契約

ロ 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命

保険契約又は生命共済契約等（第一号口及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷

害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。）のうち医療費等支払事由に基因して

保険金等が支払われるもの

四 新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契

約（年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの（次号において「年金給付契約」という

。）に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以

下この号において「新契約」という。）又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次

に掲げる要件の定めのあるもの

イ 当該契約に基づく年金の受取人は、口の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶

者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。

ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたって

定期に行うものであること。

ハ 当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳

に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している

期間にわたって定期に行うものであることその他の政令で定める要件

五 旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲

げる契約（年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活

したものを含む。）のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの

六 損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となって

効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約

イ 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社

等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補するもの

（第二号二に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結した

ものを除く。）
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ロ 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は

火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

8 第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり

親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配

偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若し

くは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該

当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはそ

の他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一

日（前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時）の現況によるものとする。た

だし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の

納税義務者の第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判

定は、その死亡の時の現況によるものとする。

9 所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三百十四条の六の勤労学生の意

義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあ

るのは「当該年度の初日の属する年の前年（以下この号において「前年」という。）の合計所得金

額（地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において

同じ。）が」と、 「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。

1 0 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚し

た場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規

定する生計をーにする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。

1 1 第一項及び第二項の規定による控除に当たっては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障

害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、

扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金

額から順次控除するものとする。

1 2 前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手

続について必要な事項は、政令で定める。

0国民健康保険法施行令（国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（令和 6年政令

第 17号）の規定による改正後のもの）

（市町村の保険料の賦課に関する基準）

第二十九条の七 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とす

る。

一 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（当該市町村の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（法第七十五条の七第一項の国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる

部分を除く。次項第一号イ（6)及び口 (4) において同じ。）に充てるための賦課額をいう。同項

において同じ。）

二 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（法第七十五条の七

第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（当該市町村が属する都道府県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分

に限る。）に充てるための賦課額をいう。第三項において同じ。）

三 世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者（第四項に

おいて「介護納付金賦課被保険者」という。）につき算定した介護納付金賦課額（法第七十五条

の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（当該市町村が属する都道府県の国

民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。）
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2 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に

規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

ー 当該基礎賦課額（第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被

保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することと

なる額を含む。）の総額（以下この条において「基礎賦課総額」という。）は、イに掲げる額の

見込額から口に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法

第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額から口に掲げる額

の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすること

ができる。

イ 当該年度における (1) から（6) までに掲げる額の合算額

(1) 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並

びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、

特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額

(2) 国民健康保険事業費納付金（法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう

。以下この条において同じ。）の納付に要する費用（当該市町村が属する都道府県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要す

る費用に充てる部分を除く。）の額

(3) 法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

(4) 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用

の額

(5) 保健事業に要する費用の額

(6) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に

要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。）の額

ロ 当該年度における（1) から（4) までに掲げる額の合算額

(1) 法第七十四条の規定による補助金の額

(2) 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後

期裔齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この (2) に

おいて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額

(3) 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

(4) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に

要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。）のための収入（法第七十二

条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入

金を除く。）の額

ハ 当該年度における法第七十七条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額

二 基礎賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。

イ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

ロ 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

ハ 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

三 当該基礎賦課額は、前号イからハまでに掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属

する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は

当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。

四 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得

金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項

の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に按分して算定するもので

あること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号
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、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとした

ならば、当該基礎賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額（第六号に

おいて「基礎賦課限度額」という。）を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労

働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

五 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得

金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額

に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。

六 第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の
あん

額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額（以下「固定資産税額等」という。）に按分し

て算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事

情に照らし、第三号、第四号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算

定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込ま

れる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
あん

七 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定す

るものであること。

八 第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまで

に定めるところにより算定するものであること。

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及び口の世帯別平等割総額を被保険者が属する

世帯の数から特定同一世帯所属者（法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪

失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。

以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下この

イにおいて「特定月」という。）以後五年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。口及び次項第七号において「特定世帯」という。）の数に二分

の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であっ

て特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの（

当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び次項第七号において「特定継続世帯」と

いう。）の数に四分のーを乗じて得た数の合計数を控除した数に按分すること。

ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。

ハ 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。

九 第三号の基礎賦課額は、六十五万円を超えることができないものであること。

旦 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての

法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

ー 当該後期高齢者支援金等賦課額（第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定され

る所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあっては、その

減額することとなる額を含む。）の総額（以下この項において「後期高齢者支援金等賦課総額」

という。）は、イに掲げる額の見込額から口に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定

した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げ

る額の見込額から口に掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基

準として算定した額とすることができる。

イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（当該市町村が属する都道

府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費

用に充てる部分に限る。口において同じ。）の額

ロ 当該年度における（1) 及び (2) に掲げる額の合算額

(1) 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額

(2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に

要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第
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七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定によ

る繰入金を除く。）の額

ハ 当該年度における法第七十七条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額

二 後期高齢者支援金等賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。

イ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

ロ 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

ハ 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

三 当該後期高齢者支援金等賦課額は、前号イからハまでに掲げる後期裔齢者支援金等賦課総額の

区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険

者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
あん

四 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定するもの

であること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前

号、この号本文、次号本文、第六号及び第七号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定

するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第八号の規定に基づき定められる当該

後期高齢者支援金等賦課額の限度額（次号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。

）を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎

控除後の総所得金額等を補正するものとする。
あん

五 第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を固定資産税額等に按分して算定するものである

こと。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、

前号本文、この号本文、次号及び第七号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するも

のとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ること

が確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補

正するものとする。

六 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定す

るものであること。

七 第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまで

に定めるところにより算定するものであること。

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及び口の世帯別平等割総額を被保険者が属する

世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分のーを乗じて
あん

得た数の合計数を控除した数で按分すること。

ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分のーを乗じること。

ハ 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。

ム 第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十四万円を超えることができないものであること。

4 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十

一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

ー 当該介護納付金賦課額（次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額

、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額するこ

ととなる額を含む。）の総額（以下この項において「介護納付金賦課総額Jという。）は、イに

掲げる額の見込額から口に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。

ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロ

に掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額

とすることができる。

イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（当該市町村が属する都道

府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充て

る部分に限る。口において同じ。）の額

ロ 当該年度における（1) 及び（2) に掲げる額の合算額

(1) 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事
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業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額

(2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に

要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第

＇七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定によ

る繰入金を除く。）の額

ハ 当該年度における法第七十七条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額

二 介護納付金賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。

イ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

ロ 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

ハ 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

三 当該介護納付金賦課額は、前号イからハまでに掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、世帯

主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者

均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。

四 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得
あん

金額等に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険

者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第六号及び第七号の

規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとし

たならば、当該介護納付金賦課額が第八号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限

度額（次号において「介護納付金賦課限度額」という。）を上回ることが確実であると見込まれ

る場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものと

する。

五 第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等
あん

に按分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資

産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、前号本文、この号本文、次号及び第七号の規定に

基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたなら

ば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合

には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

六 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に
あん

按分して算定するものであること。

七 第三号の世帯別平等割額は、第二号イ及び口の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が
あん

属する世帯の数に按分して算定するものであること。

八 第三号の介護納付金賦課額は、十七万円を超えることができないものであること。

旦 市町村による法第七十六条第一項の保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で

定める基準は、次のとおりとする。

二 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方

税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額（同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額（同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法

附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短

期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額（同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法

附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第三十

五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額（同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規

定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する-!r,f例適用配当等の額、租税条約等実施特例法
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第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当

等の額をいう。以下この項において同じ。）の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号

に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（以下

この号及び第三号において「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第

一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第

三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第一項に規定する給与等の収入金額が五

十五万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る

所得を有する者（前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税

法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等

控除額の控除を受けた者（年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万

円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を

超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この号及び第三

号において「給与所得者等の数」という。）が二以上の場合にあっては、地方税法第三百十四条

の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数からーを減じた数に十万円を乗じて得た

金額を加えた金額）に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十

四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額（第四号又は第五号の規定による減額を行う場合に

は、同項第一号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同

号に定める金額に当該給与所得者等の数からーを減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金

額）に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗

じて得た金額を加算した金額）を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険

者均等割額及び世帯別平等割額（世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等

割額）を減額するものであること。

二 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得

金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第

五項の規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないも

のとして計算するものであること。

三 前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均

等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに

定める割合を乗じて得た額であること。

イ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定め

る金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世

帯十分の七

ロ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定め

る金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数からーを減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額）に当該世帯に

属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を

加算した金額を超えない世帯（イに掲げる世帯を除く。） 十分の五

ハ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定め

る金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数からーを減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額）に当該世帯に

属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万五千円を乗じて得た金額を

加算した金額を超えない世帯（イ又は口に掲げる世帯を除く。） 十分の二

四 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかか

わらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ
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又は口に掲げる世帯の区分に応じ、

ことができること。

イ 前号イに掲げる世帯十分の六

ロ 前号口に掲げる世帯十分の四

それぞれイ又は口に定める割合を乗じて得た額の減額を行う

五 前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定に

かかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額

にイ又は口に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又は口に定める割合を乗じて得た額の減額を

行うことができること。

イ 第三号イに掲げる世帯十分の五

ロ 第三号口に掲げる世帯十分の三

六 世帯に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合においては、

当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額（当該世帯に属する六歳に達する日以後の

最初の三月三十一日以前である被保険者につき第二項及び第三項の規定に基づき算定した被保険

者均等割額（前各号に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。次号において同じ。）を減額するものである

こと。

七 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等

割額に十分の五を乗じて得た額であること。

ム 世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者（以下この号及び次号において「出産被

保険者」という。）がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する所得割額（出産

被保険者につき前三項の規定に基づき算定した所得割額に限る。同号において同じ。）及び被保

険者均等割額（出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額（第一号か

ら第五号までに規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては

、その減額後の被保険者均等割額）に限る。次号において同じ。）を減額するものであること。

九 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る所得割額及び被保

険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日（厚生労働省令で定める場合には、出産の日

）の属する月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、三

月前）から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として算定した額であること。

（特例対象被保険者等に係る特例）

第二十九条の七の二 世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等

である場合における前条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項第四号中「規

定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（次条第二項に規定する特例対象被保険者等

の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当

該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によ

るものとする。次号において同じ。）」と、 「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の

二第二項」と、同条第五項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額（次条第二項に規定す

る特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額の百分の三

十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。）」と、 「所得の金額（同法

」とあるのは「所得の金額（地方税法」とする。

旦 前項に規定する特例対象被保険者等とは、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民

健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者（これらの者

の雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第十四条第二項第一号に規定する受給資格（以下こ

の項において「受給資格」という。）に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する

年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。）をいう。

雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者

雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者ーであっーて受舟合資格を有するもの二
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（令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補

正方法）

第三十二条の九 令第二十九条の七第二項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第六

号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じ

て得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産

割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の

合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（以下「補正前の保険料の基礎

賦課額」という。）が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基饂濯囁ミ後り総所

得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

旦 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を

乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び

資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額（当該基礎賦課額が基礎賦課

限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算し

た基礎賦課額）の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第二項第一

号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

（令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補

正方法）

第三十二条の九の二 令第二十九条の七第三項第四号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項

第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を

乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び

資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割

額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（以下この条において「補

正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。）が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る

世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うも

のとする。

呈 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を

乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び

資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額（当該後期高

齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険

料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金

等賦課額）の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第三項第一号の

後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率と

する。
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国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

政

令

第

十

七

号

一

~
 

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
―
―
―
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
五
十
七

条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
一
二
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
十
項
及
び
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
六
項
中
「
五
十
三
万
五
千
円
」
を
「
五
十
四
万
五
千
円
」

に
改
め
る
。

コ
―
十
九
条
の
七
第
三
項
第
八
号
中
「
二
十
二
万
円
」
を
ゴ
ニ
十
四
万
円
」
に
改
疫
同
条
齊
宕
項
第
一
号
中
ー
「
五

＂
十
三
万
五
千
円
」
を
「
五
十
四
万
五
千
円
」
に
、
「
二
十
九
万
円
」
を
「
二
十
九
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
ロ

中
「
二
十
九
万
円
」
を
「
二
十
九
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
五
十
三
万
五
千
円
」
を
「
五
十
四
万
五
千
円
」

に
改
め
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

2

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
一
一
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
）
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
高
額

介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
九
条
の
七
第
一
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の

保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
以
前
の
年
度
分
の
保
険

iftに
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣
武
見
敬
―
―
―

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日

御

名

御

璽
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第
二
百
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
被
保
険
者
番
号
等
の
利
用
制
限
等
）

第
二
百
一
条
の
二
厚
生
労
働
大
臣
、
市
町
村
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
介
護
保
険
事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
の
遂
行
の
た
め
被
保
険
者
番
号
等

（
保
険
者
番
号
（
厚
生
労
働
大
臣
が
介
護
保
険
事
業
に
お
い
て
市
町
村
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
と
し
て
、
市
町

村
ご
と
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
被
保
険
者
番
号
（
市
町
村
が
被
保
険
者
の
資
格
を
管
理
す
る
た
め
の
番
号

と
し
て
、
被
保
険
者
ご
と
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
者
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
厚
生
労
働
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
事
業
又

は
事
務
の
遂
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
何
人
に
対
し
て
も
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者
以
外
の
者
に
係
る

被
保
険
者
番
号
等
を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

2

厚
生
労
働
大
臣
等
以
外
の
者
は
、
介
護
保
険
事
業
又
は
当
該
事
業
に
関
連
す
る
事
務
の
遂
行
の
た
め
被
保
険
者

番
号
等
の
利
用
が
特
に
必
要
な
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
何
人
に
対
し
て
も
、
そ
の

者
又
は
そ
の
者
以
外
の
者
に
係
る
被
保
険
者
番
号
等
を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

3

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
者
が
業
と
し
て
行
う
行
為
に
関
し
、
そ
の
者
に
対
し
売
買
、
貸
借
、

雇
用
そ
の
他
の
契
約
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
契
約
」
と
い
う
。
）
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
申

込
み
を
す
る
者
又
は
そ
の
者
と
契
約
の
締
結
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
者
又
は
当
該
者
以
外
の
者
に
係
る
被
保
険

者
番
号
等
を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

一
厚
生
労
働
大
臣
等
が
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
、
被
保
険
者
番
号
等
を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
。

二
厚
生
労
働
大
臣
等
以
外
の
者
が
、
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
、
被
保
険
者
番
号
等

を
告
知
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
。

4

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
業
と
し
て
、
被
保
険
者
番
号
等
の
記
録
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
そ
の

者
以
外
の
者
に
係
る
被
保
険
者
番
号
等
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用

い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

記
録
さ
れ
た
情
報
が
他
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
提
供
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
を
構
成
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
厚
生
労
働
大
臣
等
が
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
、
提
供
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
と
き
。

―
―
厚
生
労
働
大
臣
等
以
外
の
者
が
、
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
、
提
供
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
構
成
す
る
と
き
。

5

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
一
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が

更
に
反
復
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
た

者
に
対
し
、
当
該
行
為
を
中
止
す
る
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
当
該
行
為
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対

し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
勧
告
に
従
う
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
及
び
検
査
）

第
二
百
一
条
の
三
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
四
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し

て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職

員
に
当
該
者
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
っ
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
前
項

の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
二
百
五
条
の
三
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」

を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
五
条
の
四
第
二
百
一
条
の
一
一
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
百
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
九
条
の
二
正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
二
百
一
条
の
＿
―
-
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
答
弁
を
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
正
当
な
理
由
が
な
く
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
百
十
一
条
中
「
法
人
の
代
表
者
」
を
「
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め

が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
代
表
者
（
人
格
の
な
い
社
団
等
の
管
理
人
を
含
む
。
）
」
に
、
「
又
は
第
二
百
九
条
」
を
「
、
第
二
百
九
条
又
は
第
一
―

百
九
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

人
格
の
な
い
社
団
等
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
そ
の
訴

訟
行
為
に
つ
き
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事

t:~
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訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
三
条
中
国
民
健
康
保
険
法
第
七
十
二
条
第
三
項
、
第
八
十
二
条
の
二
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
、
第
八
十

五
条
の
二
、
第
八
十
五
条
の
三
第
三
項
並
び
に
第
百
十
三
条
の
一
＿
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
六
条
中
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
条
、
第
七
条
第
―
一
項
及
び
第
八
条
第

四
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
法
第
九
条
第
二
項

及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
条
第
五
項
、

第
七
項
及
び
第
十
項
並
び
に
同
法
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第

十
五
条
、
第
十
六
条
第
一
―
―
項
、
第
百
一
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
七
条
の
規
定

並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五

条
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
公
布
の
日

第
八
条
中
医
療
法
の
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
九
節

監

督

（

第

六

十

三

条

ー

第

六

十

九

条

）

に

改

め

る

部

分

に

限

医
療
法
人
に
関
す
る
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等
（
第
六
十
九
条
の
一
―
•
第
六
十
九
条
の
三
）
」

る
。
）
、
同
法
第
六
条
の
三
第
一
二
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
六
章
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十

三
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
令
和
五
年
八
月
一
日

三
第
一
―
一
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
条
中
地
方
税
法
第
七
百
―
―
一
条
の
四
第
一
―
-

項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
一
一
号
二
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
の
下
に
「
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出

産
育
児
交
付
金
を
含
み
、
同
法
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
第
十
二
項
及
び
第
二
十
項
の
改
正
規
定
並
び

に
同
法
第
七
百
三
条
の
五
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
令
和
六

年
一
月
一
日

四
第
四
条
中
国
民
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
第
一
一
号
の
改
正
規
定
、
第
六
条
中
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
推
進
」
の
下
に
「
、
医
療
法
第
六
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
（
次
条
第
四
項
に
お
い
て
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」
と
い
う
。
）
の
確
保
」

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
九
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「
推
進
]
の
下
に
「
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
の

確
保
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
中
医
療
法
の
目
次
の
改
正
規
定
（
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除

く
。
）
、
同
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
章
第
一
節
中
第
六
条
の
四
の
三

を
第
六
条
の
四
の
四
と
し
、
第
六
条
の
四
の
一
一
を
第
六
条
の
四
の
三
と
し
、
第
六
条
の
四
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
二
十
九
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
三
号
並
び
に
第

―
―
―
十
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の
三
の
二
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の

四
第
二
項
第
十
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の
五
、
第
三
十
条
の
六
第
一
項
、
第
一
―
-
+

「
第
九
節

第
十
節

監
督
（
第
六
十
三
条
ー
第
六
十
九
条
）
」
を
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第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
図
る
た
め
」
の
下
に
「
、
お
お
む
ね
六
年
ご
と
に
」
を
加
え
、
同
条
第
一
一
項
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。

五
都
道
府
県
等
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
安
定
的
な
財
政
運
営
及
び
被
保
険
者
の
健
康
の
保
持
の
推
進
に
関

し
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
医
療
費
適
正
化
の
推
進
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
事
項

六
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
事
業
の
広
域
的
及
び
効
率
的
な
運
営
の
推
進
に
関
す
る
事
項

第
八
十
二
条
の
二
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
一
二
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前

三
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第

六
項
を
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

6

都
道
府
県
は
、
お
お
む
ね
三
年
ご
と
に
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
分
析
及
び
評
価
を
行
う
よ
う
努
め
る

と
と
も
に
、
都
道
府
県
等
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
安
定
的
な
財
政
運
営
の
確
保
及
び
当
該
都
道
府
県
の
保
険
料

の
水
準
の
平
準
化
の
推
進
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
の
都
道
府
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
第
六
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
組
合
」
の

下
に
「
並
び
に
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
行
う
都
道
府
県
」
を
加
え
る
。

第
百
十
三
条
の
三
第
二
項
中
「
及
び
法
令
」
を
「
、
法
令
」
に
改
め
、
「
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
及
び
介
護
保
険

法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
」
を
加
え
る
。

第
百
十
九
条
の
二
中
「
、
附
則
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四

条
第
四
項
及
び
第
百
一
二
十
四
条
第
一
＿
項
並
び
に
附
則
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
及

び
第
三
項
」
を
削
る
。

附
則
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
九
条
の
見
出
し
中
「
国
の
負
担
等
」
を
「
保
険
料
の
徴
収
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二

項
中
「
、
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
と
し
、
同
条
を
附
則
第
六
条
と
す

冒
第
十
条
令
和
六
年
度
及
び
令
和
七
年
度
に
お
い
て
は
、
第
七
十
―
―
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
健
康
保
険

法
第
百
五
十
―
一
条
の
四
中
「
額
に
」
と
あ
る
の
は
「
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
」
と
、
同
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
百
五
十
二
条
の
五
中
「
の
額
に
」
と
あ
る
の
は
「
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
」
と
す
る
。

附
則
第
二
十
五
条
を
削
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
―
―
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
百
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
同
法
の
規
定
に
よ

る
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
算
定
さ
れ
る
」
の
下
に
「
所
得
割
額
、
」
を

加
え
、
同
項
第
二
号
二
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
の
下
に
「
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
産
育
児
交
付

金
を
含
み
、
同
法
」
を
加
え
、
「
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
―
一
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び

第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
算
定
さ
れ
る
」
の
下
に
｛
所
得
割
額
、
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
口
中
「
及
び
第
七
十
二
条
の
一
―
一
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
―
一
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二

条
の
三
の
一
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
項
中
「
算
定
さ
れ
る

j

の
下
に
「
所
得
割
額
、
」
を
加
え
、
同
項
第
一
―

号
口
中
「
及
び
第
七
十
二
条
の
一
＿
一
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
二
条
の
一
一
一
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の

―
―
―
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
百
三
条
の
五
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

市
町
村
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
出
産
す
る
予
定
の
場
合

又
は
出
産
し
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
三
十
八
条
及
び
第
一
子
一
十
八
条
の
二
を
削
り
、
附
則
第
三
十
八
条
の
三
を
附
則
第
三
十
八
条
と
す
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。
目
次
中
「
第
四
款

「
第
四
款

保
険
者
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
第
百
十
八
条
ー
第
百
二
十
四
条
）
l

を

第

五

款

第
六
款

者
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
第
百
十
八
条
ー
第
百
二
十
四
条
）

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
出
産
育
児
支
援
金
等
（
第
百
二
十
四
条
の
ニ
ー
第
百
二
十
四
条
の
八
）
に
改
め
る
。

（
第
百
―
―
十
四
条
の
九
）

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
住
民
の
高
齢
期
に
お
け
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
取
組
に
お
い
て

は
、
都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
三
十
条
の
一
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
提
供
体
制
を
い
う
。
）
の
確
保
並
び
に
当
該
都
道
府
県
及
び
当
該
都
道
府

県
内
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
国
民
健
康
保
険
事
業
の
健
全
な
運
営
を
担
う
責
務
を
有
す
る

こ
と
に
鑑
み
、
保
険
者
、
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
第
八
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で

及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
と
い
う
。
）
、
医
療
関
係
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
協

力
を
得
つ
つ
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。

第
六
条
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
＿
項
中
「
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
八
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
関
し
、
」
の
下
に
「
医
療
費
適
正
化
の
推
進
の
た
め
に
」
を
加
え
、
同
項

第
四
号
中
「
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
」
及
び
「
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
中
「
各
都
道
府
県
の
医
療
計
画
（
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
に
よ
る
病
床
の
機
能
（
同
法
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
病
床
の
機

能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
の
成
果
、
」
を
「
前
号
に
掲
げ
る
事
項
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
」
に
、
「
第
十
一
条
第
八
項
」
を
「
第
十
一
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と

し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
各
都
道
府
県
の
医
療
計
画
（
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
底
療
計
両
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
基
づ
く
事
業
の
実
施
を
踏
ま
え
、
計
画
の
期
間
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
病
床
の
機
能
（
同
法
第
三
十
条
の
―
―
―

第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
病
床
の
機
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
の
成
果
に
関
す
る

事
項

第
八
条
第
五
項
中
「
推
進
」
の
下
に
「
、
医
療
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
（
次
条

第
四
項
に
お
い
て
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」
と
い
う
。
）
の
確
保
]
を
‘
「
取
組
」
の
下
に
「
並
び
に
国
民
の
加
齢
に
伴

う
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な
特
性
を
踏
ま
え
た
医
療
及
び
介
護
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
提
供
」
を
加
え
る
。

雑後保
則期険
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2

健
康
保
険
法
第
百
五
十
二
条
の
三
か
ら
第
百
五
十
二
条
の
五
ま
で
の
規
定
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
第
八
十
五
条
の
二
中
「
確
保
並
び
に
」
を
「
確
保
を
通
じ
た
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
、
」
に
改

す
る
法
律
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
出
産
育
児
交
付
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
め
、
「
増
進
」
の
下
に
「
並
び
に
医
療
費
適
正
化
」
を
加
え
る
。

い

て

、

必

要

な

技

術

的

読

替

え

は

、

政

令

で

定

め

る

。

第

八

十

五

条

の

三

第

三

項

中

「

増

進

」

の

下

に

「

並

び

に

医

療

費

適

正

化

」

を

加

え

、

「

事

務

」

を

「

業

務

」

に

改

第

百

十

三

条

中

「

前

条

」

を

「

第

百

十

二

条

」

に

改

め

る

。

め

る

。

第
百
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
予
想
額
」
の
下
に
「
（
第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
出
産
育
児
交
付
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
事
項
」
の
下
に
「
、
被
保
険
者
の
保
険
給
付
を
受
け
た
事
由
が
第
三
者
の
行
為
に

金

の

額

を

除

く

。

）

」

を

加

え

る

。

よ

っ

て

生

じ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

を

確

認

す

る

た

め

に

必

要

な

事

項

」

を

加

え

る

。

第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
附
則
第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
第
七
十
―
一
条
の
三
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第

よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
附
則
第
七
条
に
お
い
て
「
基
金
」
と
い
う
。
）
」
を
「
基
金
」
に
改
め
、
同
条
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

~
~
~
~
 

第
二
項
中
「
及
び
法
令
」
を
「
、
法
令
」
に
改
め
、
「
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
並
び
に
介
護
保
険
法
第
一
＿
一
条
の
規
定
一
第
四
条
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
一

に

よ

り

介

護

保

険

を

行

う

市

町

村

及

び

特

別

区

」

を

加

え

る

。

第

四

条

第

三

項

中

「

、

第

八

十

二

条

の

二

第

二

項

第

二

号

」

を

「

並

び

に

第

八

十

二

条

の

ii二
項
第
二
号
」
に
、

附

則

第

七

条

を

削

る

。

「

附

則

第

七

条

第

一

項

第

一

＿

一

号

並

び

に

第

一

＿

十

一

条

第

三

項

第

三

号

及

び

第

四

項

第

三

号

」

を

「

第

六

項

」

に

改

め

る。

附
則
第
八
条
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
」
を
削
り
、
「
及
び
国
民
健
康
保
険
法
」
と
あ
る
の
は

第
六
十
四
条
第
一
二
項
中
「
組
合
」
の
下
に
「
並
び
に
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
行

「
、
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及

う
都
道
府
県
」
を
、
「
取
得
し
た
」
の
下
に
祠
同
項
の
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

び
国
民
健
康
保
険
法
」
を
「
並
び
に
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
」
と
、
「
、
介
護
保
険
法
」
と
あ
る
の
は
「
並
び

次
の
一
項
を
加
え
る
。

に
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
]
と
い
う
。
）
、
介

3

都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
に
よ
る
保
険
給
付
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
広
域
的
又

護
保
険
法
」
に
改
め
、
「
第
百
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
を
加
え
、
「
「
及
び

は
専
門
的
な
見
地
か
ら
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
市
町
村

退
職
者
給
付
拠
出
金

j

を
「
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
「
、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
追
職
者
給
付
拠

出
金
」
と
‘
]
を
削
り
、
「
第
百
二
十
一
条
第
二
項
第
一
一
号
中
「
及
び

j

と
あ
る
の
は
「
、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
」

か
ら
委
託
を
受
け
て
、
当
該
市
町
村
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
し
た
同
項
の
請
求
権
に
係
る
損
害
賠
償
金
の

を
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
]
に
‘
「
第
百
二
十
一
条
第
十
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
、

「
「
附
則
第
七
条
」
を
「
「
第
一
一
項
第
二
号
」
に
、
「
附
則
第
八
条
」
を
「
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
第
六
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
令
和
六
年
度
及
び
令
和
七
年
度
の
出
産
育
児
交
付
金
の
特
例
）

5

国
は
、
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
行
う
都
道
府
県
に
対
し
、
当
該
事
務
が
円

第
八
条
令
和
六
年
度
及
び
令
和
七
年
度
に
お
い
て
は
、
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
健
康
保
険
滑
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

法
第
百
五
十
二
条
の
四
及
び
第
百
五
十
二
条
の
五
中
「
に
同
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
第
六
十
九
条
中
「
及
び
同
法
」
を
「
並
び
に
同
法
」
に
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
(
]
を
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
、

に

同

年

度

」

と

す

る

。

後

期

高

齢

者

関

係

事

務

費

拠

出

金

及

び

出

産

育

児

関

係

事

務

費

拠

出

金

0

に
、
「
）
並
び
に
」
を
D
、
」
に
改
め
、
「
介

（

国

民

健

康

保

険

法

の

一

部

改

正

）

護

納

付

金

」

と

い

う

。

）

」

の

下

に

「

並

び

に

感

染

症

の

予

防

及

び

感

染

症

の

患

者

に

対

す

る

医

療

に

関

す

る

法

律

（

平

第
三
条
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
一
＿
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
（
以
下
「
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
」

第
七
十
二
条
第
一
＿
一
項
中
「
適
正
化
」
の
下
に
「
（
以
下
「
医
療
費
適
正
化
」
と
い
う
。
）
l

を

加

え

る

。

と

い

う

。

）

」

を

加

え

る

。

第

七

十

二

条

の

一

＿

一

の

一

一

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

第

七

十

条

第

一

項

中

「

感

染

症

の

予

防

及

び

感

染

症

の

患

者

に

対

す

る

医

療

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

年

法

律

第

第
七
十
二
条
の
三
の
三
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
、
出
産
す
る
予
定
の
被
保
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
」
及
び
「
（
以
下
「
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
七
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

険
者
又
は
出
産
し
た
被
保
険
者
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
保
険
料
の
減
額
賦
課
又
は
地
方
税

（
出
産
育
児
交
付
金
）

法
第
七
百
―
―
一
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
に
基
づ
き
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
又
は
同

第
七
十
三
条
の
二
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
（
健
康
保
険
法
第
百
一
条
の
政
令
で
定
め
る
金
額
（
第

法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
き
減
額
し
た
額
の
総
額
を
基
礎
と
し
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
の
状
況

五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
又
は
規
約
で
定
め
る
金
額
が
、
同
法
第
百
一
条
の
政
令
で
定
め
る
金
額

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
当
該
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
に
関

に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
条
例
又
は
規
約
で
定
め
る
金
額
と
す
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
一
部
に
つ
い
て

す
る
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
―
―
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規

2

国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す

る。

定
に
よ
り
支
払
基
金
が
都
道
府
県
又
は
組
合
に
対
し
て
交
付
す
る
出
産
育
児
交
付
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

3

都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額

2

健
康
保
険
法
第
百
五
十
二
条
の
三
か
ら
第
百
五
十
二
条
の
五
ま
で
の
規
定
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

を
負
担
す
る
。

第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
及
び
」
を
「
、
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
」
に
改
め
る
。
す
る
法
律
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
出
産
育
児
交
付
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

第
七
十
四
条
中
「
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
七
十
二
条
の
一
＿
一
の
一
＿
一
第
二
項
」
を
加
え
る
。
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
七
十
五
条
中
「
第
七
十
二
条
の
一
＿
一
の
二
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
七
十
二
条
の
一
＿
一
の
＿
―
-
第
一
＿
一
項
」
を
加
え
る
。
第
七
十
四
条
中
「
前
条
」
を
「
第
七
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
の
二
第
一
＿
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
四
項
中
「
医
療
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
」
を
「
医
療
費
適
正
化
」
第
七
十
八
条
中
「
（
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
を
除
く
。
第
九
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

に

改

め

る

。

を

削

る

。
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令和 5年 5月 19日 金曜日 官 報 （号外第 106号） 12 

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

i
J
 

一
号

代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

9:;

:
~i:~~~~~

:;

AA 

~
~
~
：
~
 険

法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
一
云
一
項
中
「
及
び
同
法
」
を
「
並
び
に
同
法
」
に
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
」
を
「
後
期
高
齢
者

支
援
金
、
後
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
及
び
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金
（
」
に
改
め
る
。

御

名

御

璽

岸

田

文

雄
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［ 議案第22号
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茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

介護保険法施行令の改正を踏まえ、令和 6年度から令和 8年度までの各年度における

保険料率を定めるため提案する。

2 根拠法規

介護保険法（平成 9年法律第 12 3号）第 12 9条第 2項

3 条例の概要

(1) 令和 6年度から令和 8年度までの各年度における第 1号被保険者の保険料率を定め

ることとした。（第 8条関係）

(2) 所要の規定を整備することとした。（第 10条関係）

(3) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとし、所要の経過措置を設けるこ

ととした。
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茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後， 改 正 前

（保険料率）

第8条 令和 6年度から令和 8年度までの各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる第 1号

被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。

(1)介護保険法施行令（平成 10年政令第41 

2号。以下「令」という。）第39条第 1項

第 1号に掲げる者 18, 400円

(2)令第 39条第 1項第2号に掲げる者 2 9 

, 0 5 2円

(3)令第 39条第 1項第 3号に掲げる者 44 

, 2 2 4円

(4)令第 39条第 1項第4号に掲げる者 5 1 

, 6 4 8円

(5) 令第 39条第 1項第5号に掲げる者 64 

, 5 6 0円

(6)次のいずれかに該当する者 7 4, 2 44 

旦
ア略

イ 要保護者（生活保護法（昭和 25年法律

第 144号）第6条第 2項に規定する要保

護者をいう。以下同じ。）であって、その

者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護（同法

第 2条に規定する保護をいう。以下同じ。

）を必要としない状態となるもの（令第 3

9条第 1項第1号イ（（1) に係る部分を除

く。）、次号イ、第8号イ、第9号イ-笙,

1 0号イ、第 11号イ、第 12号イ、第 1

3号イ、第 14号イ又は第 15号イに該当

する者を除く。）

(7)次のいずれかに該当する者 80, 700 

旦
ア略
イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）、次号イ、第 9号

イ、第 10号イ、第 11号イ、第 12号イ

、第 13号イ、第 14号イ又は第 15号イ

に該当する者を除く。）

(8)次のいずれかに該当する者 9 6, 8 4 0 

旦
ア略

イ 要保護者であって、その者が課される保

（保険料率）

第8条令和 3年度から令和 5年度までの各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる第 1号

被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。

(1)介護保険法施行令（平成 10年政令第41 

2号。以下「令」という。）第 39条第 1項

第 1号に掲げる者 17, 928円

(2)令第 39条第 1項第2号に掲げる者 26 

, 8 9 2円

(3)令第 39条第 1項第3号に掲げる者 4 1 

, 8 3 2円

(4)令第39条第 1項第4号に掲げる者 47 

, 8 0 8円

(5)令第 39条第 1項第5号に掲げる者 5 9 

, 7 6 0円

(6)次のいずれかに該当する者旦旦.1. 7 2 4 

旦
ア略

イ 要保護者（生活保護法（昭和 25年法律

第 144号）第6条第 2項に規定する要保

護者をいう。以下同じ。）であって、その

者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護（同法

第 2条に規定する保護をいう。以下同じ。

）を必要としない状態となるもの（令第 3

9条第 1項第 1号イ（（1) に係る部分を除

く。）、次号イ、第 8号イ、第 9号イ¥旦

第 10号イ

に該当

する者を除く。）

(7) 次のいずれかに該当する者エ土.1. 7 0 0 

旦
ア略

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）、次号イ、第 9号

イ又は第10号イ

に該当する者を除く。）

(8)次のいずれかに該当する者旦旦と 640

旦
ア略

イ 要保護者であって、その者が課される保
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険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）、次号イ、第 10 

号イ、第 11号イ、第 12号イ、第 13号

イ、第 14号イ又は第 15号イに該当する

者を除く。）

（9)次のいずれかに該当する者 103, 29 

旦
ア略

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）、次号イ、第 11 

号イ、第 12号イ、第 13号イ、第 14号

イ又は第 15号イに該当する者を除く。）

(10) 次のいずれかに該当する者 1 1 9, 4 

3 6円

ア略

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）、次号イ、第 12 

号イ、第 13号イ、第 14号イ又は第 15 

竺に該当する者を除く。）

旦旦次のいずれかに該当する者 1 3 5, 5 

7 6円

工合計所得金額が 8, 0 0 0, 0 0 0円以

上 10, 000, 000円未満である者で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの

エ要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）、次号イ、第 13 

号イ、第 14号イ又は第15号イに該当す

る者を除く。）

旦旦次のいずれかに該当する者 1 4 2, 0 

3 2円

工合計所得金額が 10, 0 0 0, 0 0 0円

以上 12, 000, 000円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの

工要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号{-(（1 

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）、次号イ又は第 1

0号イ

に該当する

者を除く。）

(9)次のいずれかに該当する者 95, 616 

円

ア略

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）又は次号イ

に該当する者を除く。）

(10) 次のいずれかに該当する者 1 1 0, 5 

5 6円

ア略

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。）
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）に係る部分を除く。）、次号イ、第 14 

号イ又は第 15号イに該当する者を除く。

） 

饂次のいずれかに該当する者 1 4 8, 4 

旦
ヱ合計所得金額が 12, 0 0 0, 0 0 0円

以上 15,000,000円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの

:i. 要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの＇（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）、次号イ又は第 1

5号イに該当する者を除く。）

嬰次のいずれかに該当する者 1 5 4, 9 

44円

ア合計所得金額が 15, 000, 000円

以上21,000,000円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの

:i. 要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く Q_)＿又は次号イに該当

する者を除く。）

直次のいずれかに該当する者 1 6 1, 4 

00円

工合計所得金額が 21, 0 0 0, 0 0 0円

以上37, 000, 000円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの

:i. 要保護者であって、その者が課される保

険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第 39条第 1項第 1号イ ((1

）に係る部分を除く。）に該当する者を除

く。）

直前各号のいずれにも該当しない者上旦

7, 8 5 6円

（賦課期日後において第 1号被保険者の資格の

取得、喪失等があった場合）

第 10条略

2 略

3 保険料の賦課期日後に令第39条第 1項第 1

号イ（同号イに規定する老齢福祉年金の受給権

を有するに至った者及び同号イ (1) に係る者を

除く。）、口若しくは二、第2号口、第3号ロ

、第4号口、第5号口、第6号口、第 7号口、

嬰前各号のいずれにも該当しない者上旦

5, 4 9 6円

（賦課期日後において第 1号被保険者の資格の

取得、喪失等があった場合）

第 10条略

2 略

3 保険料の賦課期日後に令第39条第 1項第 1

号イ（同号イに規定する老齢福祉年金の受給権

を有するに至った者及び同号イ (1) に係る者を

除く。）、口若しくは二、第 2号口、第 3号ロ

、第4号口、第 5号口、第 6号口、第 7号口、



-159-

--0123456789

第8号口、第9号口、第 10号口、第 11号ロ

、第 12号口又は第 13号口に該当するに至っ

た第 1号被保険者に係る保険料の額は、当該該

当するに至った日の属する月の前月まで月割り

により算定した当該第 1号被保険者に係る保険

料の額と当該該当するに至った日の属する月か

ら同項第 1号から第 13号までのいずれかに規

定する者として月割りにより算定した保険料の

額の合算額とする。

4 略

5 略

第8号口又は第9号ロ

に該当するに至っ

た第 1号被保険者に係る保険料の額は、当該該

当するに至った日の属する月の前月まで月割り

により算定した当該第 1号被保険者に係る保険

料の額と当該該当するに至った日の属する月か

ら同項第 1号から第 9号まで のいずれかに規

定する者として月割りにより算定した保険料の

額の合算額とする。

4 略

5 略
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茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例参照条文

0介護保険法

（保険料）

第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用（財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を

含む。）に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

旦 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算

定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づ

いて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額

、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並び

に地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及びそ

の見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるも

のでなければならない。

4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。

0生活保護法

（用語の定義）

第六条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。

旦 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといなし＼とにかかわらず、保護を必

要とする状態にある者をいう。

3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。

4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によって、保護を行うことをいう。

5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭

給付以外の方法で保護を行うことをいう。

0介護保険法施行令（介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和 6年政令第 13号

）の規定による改正後のもの）

（特別の基準による保険料率の算定）

第三十九条 前条 一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額

に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村

は、第十三号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得

金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることが

できる。

二次のいずれかに該当する者 十分の四・五五を標準として市町村が定める割合

工老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの（口に該当す

る者を除く。）

旦L市町村民税世帯非課税者

皇要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるもの

旦被保護者

△ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等

の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五

条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ

又は二に該当しないもの

三 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保；を必要としない状態となるもの（イ（（1) に係る部分を除く。）、次号口、第三
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号口、第四号口、第五号口、第六号口、第七号口、第八号口、第九号口、第十号口、第十一号

ロ、第十二号口又は第十三号口に該当する者を除く。）

― 次のいずれかに該当する者 十分の六・八五を標準として市町村が定める割合

工 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等

の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五

条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号

に該当しないもの

旦 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（前号イ（（1) に係る部分を除く。）、次号口、

第四号口、第五号口、第六号口、第七号口、第八号口、第九号口、第十号口、第十一号口、第

十二号口又は第十三号口に該当する者を除く。）

― 次のいずれかに該当する者 十分の六・九を標準として市町村が定める割合

工 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの

旦 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ ((I) に係る部分を除く。）、次号ロ

、第五号口、第六号口、第七号口、第八号口、第九号口、第十号口、第十一号口、第十二号ロ

又は第十三号口に該当する者を除く。）

四次のいずれかに該当する者 十分の九を標準として市町村が定める割合

工 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない

者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険

料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる

金額を控除して得た額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しない

旱
旦 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ（（1) に係る部分を除く。）、次号ロ

、第六号口、第七号口、第八号口、第九号口、第十号口、第十一号口、第十二号口又は第十三

号口に該当する者を除く。）

五 次のいずれかに該当する者 十分の十を標準として市町村が定める割合

工 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない

者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

旦 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ（（I) に係る部分を除く。）、次号ロ

、第七号口、第八号口、第九号口、第十号口、第十一号口、第十二号口又は第十三号口に該当

する者を除く。）

六 次のいずれかに該当する者 十分の十を超える割合で市町村が定める割合

工 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

三 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ（（I) に係る部分を除く。）、次号ロ

、第八号口、第九号口、第十号口、第十一号口、第十二号口又は第十三号口に該当する者を除

七 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

工 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額で

あって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

三 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ（（1) に係る部分を除く。）、次号ロ

、第九号口、第十号口、第十一号口、第十二号口又は第十三号口に該当する者を除く。）

ム次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市＿町村が定める割合
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工 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額で

あって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

旦 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ（（1) に係る部分を除く。）＿、次号ロ

、第十号口、第十一号口、第十二号口又は第十三号口に該当する者を除く。）

九 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

工 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額で

あって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

旦 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ（（1) に係る部分を除く__Q__）、次号＿ロ

、第十一号口、第十二号口又は第十三号口に該当する者を除く。）

十 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

工 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額で

あって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

旦 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ ((1) に係る部分を除く。）、次号ロ

、第十二号口又は第十三号口に該当する者を除く。）

土二次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

工 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額で

あって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

旦 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ（（1) に係る部分を除く。）、次号ロ

又は第十三号口に該当する者を除く。）

土二次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

工 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額で

あって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

三 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ（（1) に係る部分を除く。）又は次号

ロに該当する者を除く。）

+＝ 一 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

工 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額で

あって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

三 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ ((1) に係る部分を除く。）に該当す

る者を除く。）

土堕~ 前各号のいずれにも該当しない者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

2 市町村は、前項の規定により、同項各号に定める割合、同項第六号イ、第七号イ、第八号イ、第

九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに規定する額並びに同項第十三号に掲

げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更

に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、保

険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の基準額の算定について準用する。この場合に

おいて、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、 「標準割合（市町村が同

項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合）」とあるのは「割合」と読み替え

るものとする。

4 前条第十項の規定は、法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市

町村について前項の規定を適用する場合において準用する。

5 第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する
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政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の一・七を超えない範囲内において市町

村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

6 第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する

政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の二を超えない範囲内において市町村が

定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

7 第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する

政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分のO・O五を超えない範囲内において市

町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
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の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
十
分
の
二
十
三

イ
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
基
準
所
得
金
額
未
満
で
あ
る
者
で
あ

り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

口
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ
れ

た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
田
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
者

を
除
く
。
）

第
三
十
八
条
第
七
項
中
「
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
五
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
十
分
の
五
]
を
「
十
分
の
五
•
四
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
及
び
第

三
号
」
を
削
り
、
「
十
分
の
ニ
・
五
」
を
「
十
分
の
一
―
-
•
一
五
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
及
び
第
九
号
」
を
削
り
、
「
十

分
の
六
」
を
「
十
分
の
在
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四

号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
第
一
項
第
三
号
十
分
の
三
・
一

第
三
十
八
条
第
七
項
に
次
の
五
号
を
加
又
る
。

七
第
一
項
第
九
号
十
分
の
七

八
第
一
項
第
十
号
十
分
の
九

九
第
一
項
第
十
一
号
十
分
の
十
一

十
第
一
項
第
十
二
号
十
分
の
十
―
―
―

十
一
第
一
項
第
十
三
号
十
分
の
十
四

第
三
十
八
条
第
八
項
中
「
同
項
第
九
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
十
三
号
ま
で
」
を
加
え
、
同
条
第
十
二
項
中
「
十
分
の

0
•

五
l
を
「
十
分
の
0
.
0

在
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
十
分
の
ニ
・
五
」

を
「
十
分
の
二
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
十
分
の
二
」
を
「
十
分
の
一
・
七

l

に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

日C

)

9

次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
所
得
金
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額

を
加
え
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に

ーF
•

お
い
て
は
、
保
険
料
収
納
必
要
額
を
保
険
料
に
よ
り
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
が
第
一
項
各
号
の
区

ー
分
ご
と
の
第
一
号
被
保
険
者
数
の
見
込
数
等
を
勘
案
し
て
設
定
す
る
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

年

一

第

一

項

第

九

号

の

基

準

所

得

金

額

百

万

円

6

二
第
一
項
第
十
号
の
基
準
所
得
金
額
二
百
万
円

.il、
三
第
一
項
第
十
一
号
の
基
準
所
得
金
額
三
百
万
円

令
四
第
一
項
第
十
二
号
の
基
準
所
得
金
額
四
百
万
円

一
第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
、
第
九
号
」
を
「
、
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
十
分
の
五
」
を
「
十
分
の
一

面
・
五
五
」
に
改
め
、
同
号
二
中
「
又
は
第
九
号
ロ
一
を
「
、
第
九
号
口
、
第
十
号
口
、
第
十
一
号
口
、
第
十
二
号
口
＿

又
は
第
十
三
号
口
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
十
分
の
七
・
石
」
を
「
十
分
の
六
・
八
五
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
又

一
は
第
九
号
口
」
を
「
、
第
九
号
口
、
第
十
号
口
、
第
十
一
号
口
、
第
十
二
号
口
又
は
第
十
―
―
一
号
口
」
に
屠
面
~
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ゴ
号
中
「
十
分
の
七
・
五
」
を
「
十
分
の
六
。
九
」
に
改
め
、
同
号

5
1に
同
項
第
四
号
口
、
第
五
号

口
及
び
第
七
号
口
中
「
又
は
第
九
号
口
」
を
「
、
第
九
号
口
、
第
|
号
口
、
第
十
一
号
口
、
第
十
二
号
口
又
は
第

号
口
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
口
中
「
又
は
次
号
口
」
を
「
、
次
号
口
、
第
十
号
口
、
第
十
一
号
口
、
第
十
二
号
ロ

は
第
十
．
二
号
口
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
口
中
「
部
分
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
次
号
口
、
第
十
一
号
口
、
第
十
二

口
又
は
第
十
三
号
口
」
を
加
え
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

十
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
前
号
に
定
め
る
割
合
を
超
え
る
割
合
で
市
町
村
が
定
め
る
割
合

イ
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
前
号
イ
に
規
定
す
る
額
を
超
え
る
額

あ
っ
て
市
町
村
が
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

口
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
逝
用
さ

た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
田
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
口
、

十
二
号
口
又
は
第
十
一
二
号
口
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

十
一
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
前
号
に
定
め
る
割
合
を
超
え
る
割
合
で
市
町
村
が
定
め
る
割
合

イ
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
前
号
イ
に
規
定
す
る
額
を
超
え
る
額

あ
っ
て
市
町
村
が
定
め
る
額
未
渦
で
あ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

口
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ

た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
山
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
口
又

第
十
三
号
口
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

十
二
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
前
号
に
定
め
る
割
合
を
超
え
る
割
合
で
市
町
村
が
定
め
る
割
合

イ
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
前
号
イ
に
規
定
す
る
額
を
超
え
る
額

あ
っ
て
市
町
村
が
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

口
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ

た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
田
に
係
る
綿
分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ

該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

十
三
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
前
号
に
定
め
る
割
合
を
超
え
る
割
合
で
市
町
村
が
定
め
る
割
合

イ
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
前
号
イ
に
規
定
す
る
額
を
超
え
る
額

あ
っ
て
市
町
村
が
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

口
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ

た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
田
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る

~;~, 

を
除
く
。
）
＇

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
及
び
第
九
号
イ
」
を
「
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
、
第
十
二
号
イ
及
び
第

十
三
号
イ
」
に
、
「
同
項
第
九
号
」
を
「
同
項
第
十
一
二
号

l

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
九
項
」
を
「
前
条
第
十

項
」
に
改
め
、
同
条
第
互
項
中
「
十
分
の
二
」
を
「
十
分
の
一
・
七
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
十
分
の
ニ
・
五
」

を
「
十
分
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
十
分
の0
•

五
」
を
「
十
分
の
0
.
0

五
」
に
改
め
る
。

多

ー

J

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

~
：
…
＼
：
~
~
：
｀
ー

（
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
を
「
第
三
十
八
条
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項

ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
三
十
八
条
第
九
項
」
を
「
第
一
二
十
八
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

武
見

岸
田

敬―――
文
雄
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令和 6年 1月 19日 金曜日 官 報 （号外第 14号）

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

一

内

閣

い

濯

5
日

丘

闘

註

訂

謬

三

号

）

躙

百

二

十

九

条

第

二

項

及

び

第

百

四

十

六

条

の

規

定

に
l

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
十
分
の
五
」
を
「
十
分
の
四
・
五
五
」
に
改
め
、
同
号
二
中
「
又
は
第
八
号
口
」

を
「
、
第
八
号
口
、
第
九
号
口
、
第
十
号
口
、
第
十
一
号
口
又
は
第
十
二
号
口
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
十
分
の

七
・
五
」
を
「
十
分
の
六
・
八
五
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
又
は
第
八
号
口
」
を
「
、
第
八
号
口
、
第
九
号
口
、
第
十

号
口
、
第
十
一
号
口
又
は
第
十
二
号
口
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
十
分
の
七
・
五
」
を
「
十
分
の
六
・
九
」
に
改

め
、
同
号
口
並
び
に
同
項
第
四
号
口
及
び
第
五
号
口
中
「
又
は
第
八
号
口
」
を
「
、
第
八
号
口
、
第
九
号
口
、
第
十
号

口
、
第
十
一
号
口
又
は
第
十
二
号
口
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
及
び
第
八
号
イ
」
を
「
、
第
八
号
イ
、
第
九
号

イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
及
び
第
十
二
号
イ
」
に
、
「
及
び
第
九
号
イ
」
を
「
、
第
九
号
イ
、
第
十
号
イ
、
第
十
一

号
イ
、
第
十
二
号
イ
及
び
第
十
三
号
イ
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
又
は
第
八
号
口
」
を
「
、
第
八
号
口
、
第
九
号
口
、

第
十
号
口
、
第
十
一
号
口
又
は
第
十
二
号
口
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
口
中
「
又
は
次
号
口
」
を
「
、
次
号
口
、
第
九

号
口
、
第
十
号
口
、
第
十
一
号
口
又
は
第
十
二
号
口
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
口
中
「
部
分
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、

次
号
口
、
第
十
号
口
、
第
十
一
号
口
又
は
第
十
二
号
口
」
を
加
え
、
同
項
第
九
号
中
「
十
分
の
十
七
」
を
「
十
分
の
二

十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
八
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

九
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
十
分
の
十
七

イ
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
基
準
所
得
金
額
未
満
で
あ
る
者
で
あ

り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

口
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ
れ

た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
田
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
口
、
第

十
一
号
口
又
は
第
十
二
号
口
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

令
和
六
年
一
月
十
九
日

御

名

御

璽

岸
田

文
雄
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